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前書き

本書を書こうと，思った直接のきっかけは，最終章で引用したレッシグの

知的著作権を巡る議論を読んだことにある o 2001年に私はアメリカにいて，

レッシグがディズニーやマイクロソフト社を相手に，論争を仕掛けているの

を目の当たりにして，刺激を受けた。その年の正月に，私は『ホッブズからヘー

ゲルへ-全体論の可能性-Jという，私の最初の著作を出していた。そこでは，

ヘーゲルをベースにして，ホッブズ，スビノザ，ヒューム，ルソー，フイヒ

テを扱った。それを刊行すると同時に，次の計画がおのずと生まれ，それは

その著作で扱えなかったロック，カント，マルクスを，同じくヘーゲルをベー

スに扱うというものであった。やがて，先の知的著作権の議論と併せて，彼

らの所有論をまとめたいと思うようになって行ったのである O

もうひとつは，その年の 9月11日にテロがあり，私は事件の現場から遠

く離れた西海岸にいたのだが，それでもアメリカ人の反応を生で見聞きし

それはテロそのものと並んで衝撃的だ、ったと思う O 間もなくアメリカは国を

挙げて戦争に向かつて行ったからである O その聞の体験があり，すでにカン

トを読んで，平和の問題が所有の問題であるということに気付かされていた

から，この問題が先の知的所有論と近代の所有論とにつながるはずだと思わ

れ，おおよその結論について，その着想、を得た。それが最終章となった。

2002年をドイツのボンで過ごしたのち， 2003年から，ロック，カント，ヘー

ゲルの所有論を，またさらにはマルクスまで言及したものを， 日本語と英語

でいくつか書いてきた。その際に，いくつか不満が出てきたO その不満につ

いて，以下論じておきたい。

まず，最初のものは，次のようなものである O 所有を巡る議論は，世に移

しいものがあるがその内のひとつのグループはロックを巡るものである O

ロック契約論の基礎に所有論があることは，ロック自身が明示的に述べてい

るから，そしてロック所有論が，資本主義やリベラリズムを基礎付けている

のは明白だから，ここに議論が集まるのは当然で、ある O マクファーソンを筆



頭に，さらにはノーヅイツクのリバータリアンの主張も，ロックを下敷きに

している O さて， もうひとつ， とりわけ日本において，マルクス主義が独特

の所有論を展開している O それは 1970年代をピークに精力的に議論されて

いたように思う O 私の不満は，そのロック所有論の議論と，マルクス主義の

所有論とが，何のつながりもないかのように見えることであった。資本主義

を正当化する議論とそれを否定する議論との聞に何のつながりもないのは不ー

思議ではないかもしれない。しかしマルクス自身が言っているように，資本

主義の肯定的理解の内にしか その否定の論理は見出せない。ロックとマル

クスとの聞に，つながりを付けるべきである O そのためには，哲学史的に，

その聞に位置するカントとヘ}ゲルの所有論を明確にすることが必要である

と私は考え，それによって，両者を結び付けようと思った。

ふたつ目の不満は私自身に向けられる。ょうやくロック，カント，ヘーゲ

ルと論じて， しかしそれらの議論は，あまりにも平板で、あった。ロック契約

論の根本にロック所有論があることは，すでに書いたように，ロック自身が

明確にしているo しかしさらに，ロック所有論は，ロック認識論にも関わり，

ロック哲学全体の基礎付けをしているのではないか。論文を書き終えて，そ

のことに私は気付きながら， しかしそこまで言及できないことに苛立つた。

ロック認識論の膨大な蓄積に疎い私に，そこまで踏み込む勇気はなかった。

さらに，カントにおいて所有論は，まったく正当に評価されていなし瓦。しか

し私の考えでは，これは，カント哲学の根幹に関わるかもしれないのである O

具体的には， r判断力批判』と所有論は密接な関係にあり， r判断力批判』の読

解をすることで，カント哲学を再編成しようという近年の議論に，所有論は

大いにヒントを与えるはずである O だが残念なことに，ここでも，カントに

ついては素人である私には カント学者から失笑されるに決まっている無茶

をやらかす勇気はなかった。さらには，ヘーゲルにおいても，所有論は，ヘー

ゲルの体系，具体的には， r論理学』で示される体系の中で，中心的な位置を

占めると私には思われるのに，細分化され，分業の進んだヘーゲル解釈の中

で， r法哲学』と『論理学』を結び，さらに後者を前者の議論によって，解釈

し直すという試みを発表するには 十分な戦略が必要で、，私にまだその準備
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がなかったのである O

もうひとつ不満があった。所有論の膨大な議論の中には 先のふたつのグ

ループの他に，近年では，現代的ないしは現代思想的所有論と呼ぶべき一群

がある O これも，先行するロック所有論とマルクス主義所有論から断絶して

いるように私には思われる O 資本主義を正当化する議論，それを批判し社

会主義を待望する議論とその両者に幻滅した後に出て来た議論と，三者に

つながりがないのは，それはそれで仕方ないのかもしれないが， しかし膨大

な先行議論をまったく無視して，新たな議論を展開しでも，不毛ではないか。

さらには，前二者は，社会に対して積極的な提言をして来ており，確かにそ

れは資本主義を無制限に肯定するものであったり，社会主義になればすべて

が解決するというものであったりと，ナイーブなものも含まれていたけれど

も，積極的に政策と関わって来たのである。しかし私が，現代思想的所有論

と名付けるものは 社会の中に隠された矛盾を露呈させればそれで充分だと

考え，また，積極的な政策が必然的に持たざるを得ない欠点を指摘するばか

りで，自らは何も具体的なことを言わない，ないしはただ単に，失望感の表

明をするに留まっているものが多いように私には思われた。それが私には不

満なのである。

私は，それらに対しては，もう一度，カントとヘーゲルを経由して，マル

クスを読み込み，あらためてその提起された問題意識を解釈し直し，それを

情報化社会という現代の状況の中で解明して，やはり積極的な提言にまで進

みたいと，思った。資本主義社会は，高度に発達すると，必然的に消費化社会

に移行し，それはまた必然的に，情報化社会を生む。その情報化社会の分析

に，マルクスの資本主義分析は，なお有効で、ある。ただしそれには，所有論

を，知的所有論まで扱えるものにしなければならない。ここで，冒頭の，知

的所有論の議論と，以上の私自身の遍歴とが結び付く。

2002年に，私はボン大学応用数学科内に設置された複雑系研究所に籍を

おいて，数理政治学の研究を試みていた。その中で，ネットワーク理論に出

会い，資本主義社会における貨幣の変動と現代諸国家の持つ権力の偏りから

生じる暴落や戦争を防ぐには複合貨幣の導入とそれを管轄するネットワー
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クとしての世界政府が必要だという知見を得ていた。それをいくつかの国際

学会で発表をし，参加者と議論を積み重ね いよいよ本を一冊出したいと思

うようになった。同時に，長い間関わってきた 地元葛飾での教育運動の反

省から， 2004年に， r教育参加-学校を変えるための政治学-jを書き，さ

らにその続編を用意しようと思い，地域貨幣の導入と，それを活用した，教

育と福祉に特化した地方政府論を展開したいと考えていた。それらはそれぞ

れ，英語と邦語とで本にする予定だが，その結論は，この『所有論』とつな

がる。つまり，現代資本主義とそれを支える現代国家の持つ矛盾を克服する

具体的な方法の提言が，そこで得られ，それを以て，同時に，所有論の結論

とすることもできる O それは資本主義の無条件の肯定でもなければ，社会主

義の待望論でもなく，かつ両者に対する失望に終わるものでもない。その三

者の次に来る，情報化社会の所有論である O

大雑把に言えば，以上の見通しで， r所有論』を書いてきた。どの章， どの

節から読んで頂いても良いと思う O
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第 1部近代所有論



1-1 ロック論

ロック初期の『自然法論1及び，成熟期の著作である『統治論1r知性

論j1)における所有論を，この順にではなく，つまりロック思想の生成を追

うことを第一の目的とはせず，その論理的な展開を試みるべく，読解したい。

1-1-1では， r統治論』において，所有というテ}マが，彼の社会哲学の根本

であること，そして，その際に，自然法の遵守という観点を重要視すること

によって，様々な所有権の概念が確認できることを見て行く。 1-1-2では， r自
然法論Jにおいて，自然法の獲得という観点が主張され，これが，所有論の

みならず，経験論的認識論の基礎となっていることを確認する o 1-1-3では，

『知性論』において，認識と所有が同じ構造をしていること，また人格はそ

の内に，認識された知識を身に付け，かつ知的財を含んで様々な財を所有す

ることで，人格を形成して行くこと，またさらにそこから，所有という行為

がそもそも認識よりも論理的に先行すること，以上が確認できる O

1-1-1 r統治論』の所有論

ホップズの契約論に比べて，ロックのそれはどうにも凡庸に思える O 方法

論的個人主義を確立し，エゴイスティックな諸個人が，合理的に判断して，

逆説的に，国家設立のために契約を結ぶに至る，そのダイナミズムこそが，

近代政治学の始まりを告げている(高橋2001第一章)。それはまさしく画期

であって，ホッブズの荒業に比べると，その発想をそのまま踏襲し，ただ単

にそれを常識的に修正したかのように見えるロック契約論に，その魅力は乏

しい。つまりこういうことである。ロックにおいては，自然状態で，人々は

自然法に従って，すでに財産を所有している O その所有を守るために，契約

を結んで国家を作る O 自然法に従え，自然状態で成立していた平和を守れと

いうのは，近代国家の正統性を近代以前に求めていることに他ならず，理論

装置について言えば，ロックはむしろホッブズよりも後退しているのではあ
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るまいか。

しかし結果として ロックが，個人の基本的権利を擁護する，近代的政治

学を作ったのは紛れもない事実であり， とすれば，そのメカニズムをここで

考察しなければならない。出発点は， 自然状態である。

自然状態とは， r完全に自由な状態であり，自然法の範囲内にあって，自

らの行動を律し自ら適切だと信じるところに従って，財産と身体 (person)

を処理することができるJ(4節)，そういう状態である。

しかしその自然状態を破ろうとする者が必ず現われ その者に対しては，

互いに戦争状態に入る O つまり自らの財を守るためには， 自ら暴力的に犯罪

者に向かうしかなド。この戦争状態の中では，人は「天に訴えるほかに道は

ないJ(21節)。

それから，後に本書全体で特に詳しく論じられる予定である労働による所

有権が確認され，いよいよ契約論となる。それは第七章で論じられる o 89 

節では，次のような文言がある O

「それゆえ， どこででも，何人かの人々がそれぞれ自分の自然法執行権を

棄て，これを公共に委ねるようにして，ひとつの社会を結成するならば，そ

こにのみ，政治社会 2)が存在する」。

これがあらすじである O 所有が，自然状態で認められていて，しかしそれ

を破るものが出て来るので，その所有を守るために 社会契約が行われると

いうことである O すると そこから直ちに分るのは，所有とは何かというこ

とがロック社会哲学においての根本だということである。さらに出て来るの

は，労働からロックは議論を始めているということである O そこに所有権の

正当化が求められる O

おおよそここまでロックの議論を概観して，さてその上で，今度は詳細に

ロックの説明を読んで行きたい。どんな風にその労働や所有が説明されるの

か。そういう問題意識を持って， もう一度，最初から振り返ってみる O

まず，自然法の説明が度々出て来ることに人は気付くだろう O 先に 4節を

引用した。すぐに続いて， 6節では， r自然状態には，これを支配するひとつ

の自然法があり，誰もがそれに従わねばならない」とされる O その自然法と
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1-1 ロック論

はどんなものか。 7節では， I平和と全人類の存続を目的とする自然法を遵守

する」とあり， 13節では， I自然状態においては，各人が自然法の執行権力

を持つ」とされるが，その権力とは， 11節で 「各人が持っている全人類を

維持する権利，またはこの目的のために合理的なことならば，何をしても良

いという権利によって，再び犯罪が行われないように，これを予防すべく，

持っている権力」と説明されている O

この，全人類の維持を目的とした自然法の遵守から，個体保持が要請され

るO 所有の最初は，栄養物を個体の中に取り入れることである o'25節から

始まる第五章において，まず， 25節では， I肉と飲料J，26節では， I果物」と「動

物J，28節では， Iどんぐり」と「りんご」が取り挙げられる O 全人類の維持が

最重要課題であるが，そのためには，個体が栄養を摂取しなければならない。

これは，個体の仕事であり，そのためには，個体の，食物の私的所有が正当

化されねばならない。つまり身体は個人のものであり，その身体が栄養を欲

しており，そのために私的所有が正当化される必要がある O 所有の最初のイ

メージは，消化である。所有=消化は単なるアナロジーではない。それは主

体が外界にあるモノを主体の中に取り込むということである O 他人が食事を

しても，本人の腹はちっとも膨らまないから，これは，所有は本源的に私的

に行われるものであることを示している O また，身体の中で栄養物となった

ものは，本人の身体の一部，つまり本人そのものの一部となる O

ここから直接的に，所有が正当化される。消化は身体で行うものである O

身体は個体のものであり，それが労働することで，私的所有が正当化される O

人は誰でも自分の身体 (person)については，所有権 (property)を持って

いる O …彼の身体の労働，彼の手の働きは，まさに彼のものである O そこで

彼が自然が用意して，そこに残していた状態のすべてに対して，自らの労働

を加え，彼自身のものを何か付け加えており，そのことによって，それは彼

の所有物 (property)となる (27節)0

ここで身体と訳した英語は， personである。個人はさしあたって身体を
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持った存在である O そして次の節には，このようにある O つまり「樫の木の

下で拾ったどんぐり，森の中の木から採ったりんごを食べて栄養を得たもの

は，それを専有したことになる O この栄養が彼のものとなったことを何人も

否定できないJ(28節)のである O かくして，所有物は，本人の一部となるの

である O

とりあえず，これだけを確認する O その所有が論じられると，直ちに，そ

の私的所有に制限が掛けられる。所有の留保として知られるものは，次の二

点である O すなわち 1.腐敗の原則， 2.十分性の原則 3)である。

このふたつの留保が根本である O ひとつは，自然を腐らせないで、，利用す

ることであり， r腐らない内に利用して，生活の役に立て得るだけのものに

ついては，誰でも自分の労働によって，それに所有権を確立することができ

るO しかしこれを超える場合には，それは自分の分ではなく，他の人の分な

のであるJ(31節)とされる O

もうひとつは，他人のために十分残されていることである or (人は労働に

よって所有ができるが， )それは，少なくとも他に，他人の共有物として十

分なだけが，また同様に良いものが残されている場合に， (所有できるので

ある)J (27節)0 r土地の場合においても，水の場合においても，それが十分

にあれば，事情は完全に同じであるJ(33節)。

本当は，これらは留保ではなく，むしろこれらこそが所有の根本条件と言

うべきものである O ここで重要なのは，他人への配慮，ないしは人類全体の

生存であり，個人の権利ではない。このふたつの留保の内，後者は直接的に

他者への配慮を示している O また前者は，直接的には，対自然を意味するが，

しかし間接的には，他者に向かい，つまり腐らせる心配のある場合には， r他
の人の分」となるのだから，両者は重なる O

すると，もともと人類全体の維持という目的で自然法が存在し，そこから

私的所有が正当化されるが， しかしそれは直ちに，他者への配慮を要求し

人類全体が考慮されねばならないとされる O そういう構造になっている。注

意すべきは，決して，個人の自由の正当化の論証が先行する訳ではないとい

うことである O
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1-1 ロック論

こう言っても良い。しばしばロックは，抵抗権を設定し基本的人権を確

立したとされるが，自然法に従うというのがロックの根本にある。あるいは，

資本主義の擁護をしたとされるが，しかしロックの論は そもそもそれが目

的で作られた論ではない。自然法に従うというのがロックの根本にあり，そ

こから所有権が正当化され，基本的人権が擁護される。それはむしろ逆説的

にそうなっている O

ロックを読む前に持っていたであろう，近代的人権の擁護者という先入観

と，実際にロックを読んだときに得られる印象はずれている O このちょっと

した違和感が，つまり素直にロックを読んだときに感じる違和感は重要で、あ

るO

最初から人格が完成しているのではない。最初は自然法を守るということ

しかない。人類全体を守ることしかない。しかしそのためには，個々人が所

有をしなければならず，そこから，個人の人格が形成される O その上で，そ

の個人を守るために，社会契約が結ぼれる O 人格が形成される以前に，最初

に自然法に従って人は所有をするということがある O

ここでは，ロックの理論的枠組みが，自然法の遵守という中世来のもので，

際立つて保守的であり しかしその保守性から パラドクシカルに近代性が

導出されるという点を指摘したい。自然法の遵守から諸個人の所有の正当化

を経て，国家が導出され，しかしその国家が諸個人の所有を守らなければ，

諸個人は国家に抵抗しても良いとするのだが，それは，自然法を守って，国

家に逆らうことになり， しかし国家に逆らうというのは，同時に自然法に逆

らうことでもある。これがロックのパラドックスである O

もうひとつの論点は，所有の概念に関するものである O いくつかのカテゴ

リーがそこにはある O ここで，所有の概念とは， どういう事態を以って，所

有と呼べるのかということに他ならない。

議論はここでも，まず労働から始まる O つまり所有の概念は，人格が労働

したことによって確立するというものである。次いで，先に述べたように，

その労働は，ひとつには，自然法に基づいてなされるし，またその際にふた

つの制約があった。つまり他者に配慮して，また他者に配慮する限りで，所
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有が認められるのだが，逆に言えば，他者に配慮しない限り，所有は認めら

れず，そこでは他者への配慮は 同時に他者からの承認となる O そうすると

この他者から承認されるということが，二番目の所有の概念となる O

さらに，所有物は使用，消費される O 先の食物の比験はそれを表す。それ

は食べられて，栄養となる O つまり使用や消費の権利が所有権である O

そして所有物は，交換，譲渡，売買される O 先の留保1において，自分の

労働によって，所有物が自分のものとなったとしても，それを適切に使用

できなければ， r他の人の分とすべきであるJ(31節)。また， 36節以降では，

貨幣が導入され，そこで，交換，譲渡，売買が議論される O 貨幣は物が腐ら

ないようにするために導出される O もし 交換譲渡をしないで，物が腐っ

てしまえば， r万人に共通の自然法に違反することになり，…自らの使用の

ために必要とし，生活の便宜のために与えるべきであるものよりも以上のも

のに対しては，そもそも権利を持っていないJ(37節)，とされている O つまり，

使用という概念から，必然的に，使い切ることができない物については，交

換，譲渡，売買すべきということが導出される O この権利がロック所有権の

最後に来る O ここで再び他者が要請される。交換，譲渡，売買するには，他

者が必要で，他者が前提とされるからだ。

ここでも，ロックの自然法の遵守とふたつの留保が，所有概念をさらに広

げている。一般的に，ロック所有概念は，労働所有だと考えられている 4)。

しかしそれは，他者から承認される限りでしか所有できなかったのだしま

たそれは，正しく使用されねばならない。そして適切に使用できない場合は，

人に交換，譲渡，売買されねばならない。こんな風に展開される O

ここで気付かされるのは，この所有の概念は，まさに 1-3で述べるカント

のものであり，そして第2部で扱うヘーゲルのものでもあるということであ

るO 後に詳述するが，カントの所有の正当化においては 他者からの承認が

必要であり，またヘーゲルの所有の定義には，いくつかあり，労働によるも

の，他者から承認されて正当化されるもの，使用する権利があるということ，

交換，譲渡，売買する権利があるということと，発展して行くものであるこ

とが論じられる O まさに，ロック所有論に，カントとヘーゲルの所有論がす
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1-1 ロック論

でに目玉胎していると言うことは可能である O

ロックにおいて，自然法の遵守という論理と，その際に課せられるふたつ

の制約がそれを示している O そうしてそこで所有された財は，社会が認める

限りで適切に使用されねばならないし，適切に使用されるよう，交換，譲渡，

売買されねばならない。

以上のようなロックの論理の持つ幅を削ぎ取って，労働所有論のみを残し

たのが，ノーヅイ，ックである (Nozick)0 身体は自分のものであり，その身

体の作り出した労働生産物は自分のものであるという考えから，自己所有権

原理(この命名はコーエンである (Cohen))を導き，そこを根拠に社会を構

想する。結論は，最小国家，つまり，諸個人の財産保護だけが国家の唯一の

機能であるとする考えである。

これはこれで私は論理の首尾が一貫していると思う O 私がリバータリアン

に対して批判するとすれば，それはその論理に矛盾があるからではない。所

有を人とモノとの関係のみに求め，ロックの自然法遵守と「但し書き」に見

られる他者への配慮を軽視するという，その論理の前提が間違っていて，そ

の上で，その論理を貫くと，このような極端な社会観が構想されるというこ

とだけである O あとはそのような極端な社会で生きて行きたいとするなら

ば，それはそれで良いと思う O ただ，第一に私はそのような社会に生きたい

と思わないし，第二に，そのような社会が成り立つのは，実際にリバータリ

アンが支持されているアメリカの裕福な農民の社会においてだけであろうと

思う O 近隣と密接な関わりを持ちながら生きて行かなくても済む，わずらわ

しいまでもの他者からの干渉の中で生きて行かなくても済む，例外的な社会

だけであると思う O そして一般的にそういう生き方が困難で，特に情報化社

会の中では困難だと私は思うのだが， とすれば，やはりリバータリアンの理

論の前提が間違っていると言わざるを得ない。

さて，このように考えて，このリバータリアニズムを修正しようという考

えもある O 近年注目されている左派リバータリアンは，ノーヅイツクの自己

所有権原理を堅持しつつ，先のロックの「但し書き」を重視しそこから平

等原理を導出する 5)。そこからリバータリアンの社会観とは異なる，資源の
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分配や福祉についての構想を出す。

この考えは，直ちに，自己所有権原理のみを根拠にする立場と平等主義を

重視する立場の双方から批判をされる O 例えば井上彰は 本来矛盾するふた

つの立場を接合させたために，ひとつには，能力差に起因する不平等の考察

にまでは踏み込めていないし，ふたつ目には 今日の市場社会を特徴付ける

不確実性に対してはもろいと批判している(井上)。

私の考えは，所有論を考えるには，ロックの「但し書き」のみならず，自

然法の遵守という観点も含め，そもそもロックの自己がどのように成立する

かということを見なければならないというものである O そしてその自己がど

のように成立するかという議論は後に，カントとヘーゲルによって，詳細に

展開される O それは本質的に他者を含み，他者との関わりの中で成立し，そ

のためにこれも本質的に平等という観点を含んでいるものである。つまり人

と人とは相互に関係を作ることができる程度には平等でなければならない。

その上で人は所有をし自由を得る。個人の自由と平等は矛盾するものでは

ない。このことは本書全体を通じて示されるが， とりわけ 3-2-2で再度議論

されるo

ここでまとめに入ろう O ロック研究において， r統治論』に即しての所有論

は多い 6)。例えば，マクフア}ソンは，自然法の制限を取り外し，私的所有

を全面的に認めて，資本主義の正当化を図った点に，ロックの意義を認めて

いる O しかしすでに見てきたように，私的所有の正当化を通じての資本主

義の正当化は，それは結果としてそうなったのに過ぎず， しかも，自然法の

制約を外している訳ではない。むしろ自然法の制約があるからこそ，所有の

正当化がなされ，それが結果として 資本主義の正当化につながったのであ

る7)。その逆説を捉えることが，ロック理解の鍵となる O ポイントは自然法

理解にある。ここから，次の節に移る。

ト1-2 r自然法論Jの所有論

ここで，若きロックが書いた『自然法論Jのあらすじとその意義をまとめ，

学説史上の整理をする。そこにすでに，ロック後期の所有観の原型が見出さ
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1-1 ロック論

れる O

そこで言われているのは，自然法を，感覚と理性のふたつ (1自然の光」と

いう表現が使われる)を使って，経験的に認識するということである O 主張

はそこに尽きる O 自然法の問題が経験哲学の根本にある O その際に，ロック

は自然法を生得的に人が心の中に持っているという議論は退けるが，自然法

が存在するということは，確信している。それは神から与えられており，問

題は，それを認識する主体の構造にある O

ロックは言う O われわれの知識には，三種類あり，刻印Cinscription)，伝

統 (tradition)，感覚経験(sense-experience)がそれであるa自然法論JII節)。

そして，前二者，つまり生得観念と伝承的知識をその節の後半，及び，I1I節，

W節で，批判して行く O その上でこのように言う o1議論すべき，知識の最

後の方法は，感覚知覚であり，これを私たちは，自然法の知識の基礎である

と宣言するJ(II節)0 1実際，魂のもともとの本性に刻印されているか，感

覚を通じて外から伝えられるという知識の原則がなければ，人は何も知るこ

とができないので この知識の最初について調べ 生まれたばかりの赤ん坊

は，まったくの白紙で 8) あとから観察と理性によって，知識を得るのか，

それとも生まれっき自然法を義務の印として持っているのか， どちらなのか

を調べる労力は，価値があるJ(I1I節)。

注意すべき一点目は，ここで感覚と理性を通じて認識すべきは，自然法で

あり，つまり，後に『知性論』で論じられる，経験論的認識論の問題が，自

然法の認識という，法学概念に始まるということである O あるいはこれは権

利の問題であると言って良い。つまり，神からすべてが人間の内に与えられ

ていると考えるのではなく，自己の力で，神が所与として存在させたものを

獲得し得るという問題だからである O

第二に，この『自然法論』において，労働という概念が主導的な役割こそ

果たしていないが しかし感覚器官と理性は，個々の身体が持っているもの

であって，そこから労働概念まであと一歩だと思われる O 感覚で得られた素

材に基づいて，理性が知識を構成する O これは知識を所有するということで

あり，身体を使って，つまり労働をして，所有するのである o1暗黒に隠れ
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ている資源に日の光を当てるのは，偉大な労働であるJ(II節)。そもそも先

に，刻印理論は否定されている O つまりそこでは自然法は身体を使って獲得

するということが含意されている O これは労働が必要ということに他ならな

い。神の意志に従って，神の意志を実現すべく，努力せよという自然法その

ものを，人は努力して獲得せよというのである O

そうすると， r自然法論Jを以下のように，好意的に評価することはできる O

つまり， r自然法論』の中に，後期の『統治論』と『知性論』の共通の基盤とな

り得る萌芽があるというものである。『統治論』で展開されているのは，第一

に，自然状態は，自然法が支配している平和な状態であり，第二に，所有理

論により，誰もがその所有を守る権利を持ち，その上に社会契約説が展開さ

れるということであった。その自然法ほ 経験によって，つまり感覚器官に

よって認識されるというものだ。ここで生得説の否定は，自然法の問題とし

て展開される。『知性論Jで展開される議論が，ここでは自然法の問題として

議論されている O

『自然法論』は冒頭で，神が至る所に現前すること，誰もその存在を否定

できないことから筆を起こしこの世のすべての法則は神の意思に服従す

るものであることが宣言され， I人だけが，人に適応される法則から免れて，

この世に生まれてくることはできないJ( 1節)とされている。これこそが自

然法である O

確かに自然法の支配が前面に出て来る この『自然法論』に，ホップズの

あとにホッブズを受けて，近代的社会契約論を説いた思想家を見出すのは困

難である O しかし前節ですでに私は，ロック後期の『統治論』においてさえ，

自然法理解が根本であり，その発想は中世的であり 理論装置としてはホッ

プズよりも後退していること しかしそこから逆説的に 近代の人権思想が

生み出されたことに言及している O ここ『自然法論』では，さらに，その発

想は，近代自然法のもの，つまり個人の基本的権利を含むものではなく，む

しろ中世的であり，また自然法の話に終始して，後の『統治論Jで見られる，

人権概念をそこから導出する自然権には触れられず，人ははなはだ不十分な

印象を持っかもしれない 9)。しかしその自然法は，神から与えられているに
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しでも，人間に生得的に備わってもいないし，伝承で伝わる訳でもない。人

聞が能動的に，経験するしかない。そしてさらに言えば，経験されない自然

法は，人間の心の中が白紙状態である以上，それは存在しないのと同義でも

ある O これはきわめて近代的な考え方なのである O

ここで確認すべきは，自然法の獲得という考え方である。ロック所有論は，

事実問題 (quidfacti)ではなく，権利問題 (quidjuris)である。自然法は神

によって与えられているが，それを人は，積極的に遵守し人類を維持する

ために，能動的に個体の維持を図る O それが所有である。自然は神によって

与えられているが，所有物は神によって与えられているのではなく，それは，

人が積極的に自然に働き掛けて，獲得するものである O その正当化の論理が

所有論である O そしてその限りでロックとカントは似ている O カントはロッ

クと対立するのではなく，ロックの問題意識をより深く受け止めたに過ぎな

い。すでにこのことが，初期の『自然法論』で議論されている O

この問題を確認するために，カント所有論を考えたい。

土地を占有している人は，その土地の生得的な共同占有と，それにアプ

リオリに対応する，その土地の私的占有を認める普遍的意志とに基づいて

いる O …人は最初の所有によって，その特定の土地を根源的に獲得する

(ursprunglich erwer ben)のだが，それはその人が私的に使用するのを妨げ

ようとする誰に対しでも，法にまって正当に (mitRecht (jure))抵抗する限

りである。もっとも，この抵抗は，自然状態においては，公法がまだないの

だから，法律による (dejuri)のではないのだがa法論J6節)10)。

最初，土地は全人類が共同で所有している O それを，誰か個人が私的に所

有するのだが，レそれを決めるのは，法であるということである O カントにとっ

て，ここでの法は，自然法である O まだ国家が成立する以前の話だから，そ

れは当然である O ただし 9節では「市民体制における自然法は，その体制

が制定する法によって段損されることはありえない」とされている O 私は，

この法によるという表現を，他者または他者の総体としての社会からの承認
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と解釈する O ここではそれは具体的には，自然法によるし，後には，公法に

よると解釈する O これがカントの所有観であるo 詳しくは， 1-3で論じる O

ここで注意すべきは，生得性とアプリオリテートの違いがここに出ている

ことである O 生得的なものは，アプリオリに正しいが，アプリオリなものは，

必ずしも生得的ではない。生得性は，人聞が神から与えられて持っているも

のに他ならないが アプリオリテートは人聞が神に権利問題として要求する

ものである O 土地は本来 人類が共同に所有している O その限りで，それは

生得的と言えるが しかしそれは潜在的な所有でしかなく，所有を顕在化す

るには，私的所有しかなく，その私的所有を正当化するのは，生得性ではな

く，アプリオリでかつ根源的な獲得である O

ここに根源的獲得という概念が提出される O 人は土地を根源的に所有して

いる。その私的所有を法が認める。ロックの場合も，自然は人が共有財産と

して神によって与えられている O もともと共有財産であるという点でロック

とカントは変わらない。それを栄養摂取から始めて，身体を通じて，労働す

ることによって，私的所有するというロックと，共同体の中で認知されて私

的所有するというカントと，根本的な差異がないことは，すでに前節で論じ

た。ここではさらに，ロックの自然法の獲得という概念と，カントの根源的

獲得という概念が，同じ構造をしており ともにそれぞれの哲学の全体系の

根本に位置しているということを示したい。

根源的獲得の契機は以下の通りである O ①誰にも帰属していない対象の犯

握。これは時間と空間において選択意志の対象を占有すること O これは身体

による占有である O ②この対象の占有と選択意志の行為との表示。③法によ

る占有。実践理性から発し，感性的占有から，叡智的占有へと移行する (10

節の要約)。

①はロックのものと言って良い。カントは明らかにロックを意識している O

そしてカント自身は，さらに③へと段階を踏む。かつ，この観点は，ロック

にも潜在的に見られることはすでに書いたとおりである。
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1-1 ロック論

もうひとつ注意すべきは，カント哲学の要約がここにあるということであ

るO 時間と空間の中で，直観が対象を構成する O これが『純粋理性批判』の

ポイントであった。それが， I実践理性」を経て，叡知的世界に進む。叡知的

とは『実践理性批判』にある言葉で， I感覚的存在としては人間は欲望に左右

されるが，理性的存在としては叡智界の構成員で，法に従う存在であるJ(第

2巻第2章V節)とされる。

山根雄一郎は，このカントの根源的獲得という概念に着目して，これが，

アプリオリテートに他ならないこと また，それがカント哲学の全体系の根

底にあることを，論証している。

「私たちの認識を構成する『ア・プリオリ』な道具立てとしての『直観』と『概

念』とについて，それらのアプリオリテートを『生得的』なあり方と混同しで

はならず，むしろそれらは『自然法』の意味で『根源的に獲得される』のだと，

カントは主張していると見られるJ(山根2005pp.3-4) 0 ここに直観とは時間

と空間とにおける存在の形式の認識能力であり，概念とは多様性の総合的な

統一の認識能力を指す。

その上で，この考え方が，カントの全体系，真善美，具体的には，三大批

判書を通じて現われる考え方の根底にあることを論証している O その膨大な

議論を，ここでは単に紹介するに留める O しかし以下に，彼の論を使って，ロッ

クとカントとの異同を論じたいと思う O

カントがまず，この根源的獲得という概念を提出したとき，真っ先に考

えられているのは，伝統的な生得概念の批判であり， I神からの賦与」という

契機と対決する姿勢である(同第三章)。そしてそれは，経験を可能ならし

める獲得であること，またそれは，有限な主観性の構成としてあることが確

認される(同第五章)。そしてさらにそれは，人間の多様な能力を認めつつ，

誰に対しでもその能力が調和的に存在すること，それは，それ以外にはあり

得ないし，かつ誰にでも妥当し得るという仕方で成立しているものであるこ

と(同第七章)，以上がカントの主張である O

さて，それと比較して，ロックの場合，第一段階に，神から賦与されて所

有する感覚器官と悟性能力があり，それを受け継いで，自然法の獲得がある O
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これは，神から生得的に与えられているものではなく，人聞が能動的に獲得

する権利を持っているということである O その上で，個々の経験，財産が得

られる O つまり個々の所有の一段階前に 自然法の所有がある O

カントの場合なら，神から賦与されて所有する感覚器官と悟性能力があり，

それを受けて，根源的獲得=アプリオリテートがある。そして，個々の経験，

財産が来る O

両者において，この三段階は見事に対応している O

ロックの場合，自然法の獲得が先行する O もちろんここで，先行と言うの

は，論理的な順番であり，現実的な順番ではない。実際に自然法を習得する

には，その前に，様々な能力を習得する必要があり高度な教育が必要である O

しかし個々人の，個々の所有の正当化に先立つて，自然法の所有の正当化が

論理的に必要ということなのである。そして所有の正当化は，個々人の所有

の正当化が目的ではなく，それは自然法の所有を正当化した結果として得ら

れるものであり，正当化そのものは，人類がその全体の維持のために，個々

人を維持する必要があり，その結果個々人が個々に所有して良いということ

に他ならない。その構造はカントの場合と変わらない。

この節ではカント論を目的とはせず カントから見たロックの整理を試み

ている O 神によって所有が保証されなくなったときに， どのようにその真理

性を，また他者との共同性を保証するのか。それはカントの問題意識である

が，すでにロックが持っていたということが本節の結論である O

ロックの自然法の獲得=カントの根源的獲得という視点が得られると，そ

こから人間の権利問題が導き出される。これは所有を正当化するための理論

である O これは類としての人が神に要求するものである O そこから，この世

界の所有は，個々人を媒介するしかないから 私的所有が正当化される。そ

れは最初は，副次的なものであったかもしれない。しかしそれは後に，民主

主義，資本主義の正当化の論理に使われる O さらにそれは，次節で考察され

るように，認識論の問題であり，認識の真理性の保証が問題となる O これが

カントを経由して，ロックを振り返って得られる結論である O

もっとも両者の違いも明らかであり ロックの場合，自然法は生得的に与
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1-1 ロック論

えられるものではなく，人聞が経験によって獲得するものである。そこに人

間の能動性が考えられている O カントでは，根源的獲得は経験するものでは

ない。かといって，生得的でもなく だからこそ アプリオリなのである O

その点で両者は異なる O カントは，二重構造になっている。まずアプリオリ

なものは，生得的でもなければ，経験するものでもない。その上で，経験

が来る O しかしロックの場合でも，最初の経験=所有は，自然法の経験=

所有であり，それは，他の経験とは質的に異なるべきものである。それは経

験=所有を正当化するものだからだ。従って基本的な枠組みはロックとカ

ントで異ならないと見るべきである O 所有論の前提をなす箇所，つまり正当

化の論理が，ロックにおいてもカントにおいても同じ発想である。前述した

ように，ロックはしばしば「天に訴える」という表現を使う O これは権利の

問題だからである O ロックとカントの共通点はここにある O

初期ロックが戦後発掘され，その読解が進んだとき，予想外に保守的であ

り，中世の枠組みの中にいることに対して，また同時に，後期ロック， とり

わけ『統治論』のロックが，際立つてリベラルに解釈されていたから，その

対比をどう考えるか，というのが， Iロック問題」であるとされた(田中 p.360)0 

本節はその答えのひとつになっている O 私の考えでは， r統治論』に見られる

後期ロックが，その前提において， きわめて保守的であり，中世の枠組みを

かなり残していること， しかしそれにもかかわらず， きわめて近代的な結論

に至ったことを， 1節で示した。また，この節では，初期ロックが，誰もが

認めるように，際立つて，保守的かつ中世的であるにもかかわらず，カント

を思わせる観点を提出していることを確認した。つまり，私の考えでは，初

期が保守的で、，後期がリベラルというのではなく，初期，後期，それぞれの

中に， Iロック問題」があり，それぞれに解決しているように思われる O もち

ろんこう言ったからといって，初期ロックと後期ロックが同じであるという

ことにはならない。当然， 30年の年月は，ロックの思想を深化させたはず

である 11)。そのことは次の節で示される。
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1-1-3 r知性論』の所有論

ロック『知性論』は，長い，そして生得説の否定に終始する，第一巻を終

えると，さらに長い第二巻があり それは「観念について」とあって，その

主張は一見明瞭で、ある O

「人間は，思考するときに，心の対象となるのは，心の中にある観念である。」

(2巻 -1章一1節)r心は言わば文字を欠いた白紙J(同)であるが，そこに「経

験」が観念を作る O

外界は想定されている O その外界，例えば， r風景や時計J(2-1-7)があり，

その観念を，感覚器官を通じて，心の中に作る O さらにまた，心は，そうやっ

て得た，観念に対して，知覚や思考，推理などが働き，新たな観念を心の中

に作る O

これを図示すれば，次のようになる O つまり三項図式で考えるべきである。

心-観念一物そのものとあり 観念は，心の中にある O 心が認識するのは，

物そのものではなく，観念である O
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ここに，性質とは三つあり 物そのものが，他の物と関わりなく持って

いるものが第一次性質であり (2-8-9)，その第一次性質によって，私たちの

感覚器官を触発するものが第二次性質である (2-8-10)0 さらに，物質の持

つ，他の物と関わる能力を，第三の性質と認めたいと彼は言う(同)。これは，

その節の説明に従えば，火の一次性質によって，蝋燭に火をともし，私たち

の感覚に，明るいとか熱いといった二次性質を生む，そういう火の，蝋燭と

いう他の物と関わる能力も，火という物の持つ性質のひとつなのである O
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1-1 ロック論

また経験は二種からなり，感覚器官から心にもたらされる源泉を感覚と言

い (2-1-3)，もうひとつ心の中の作用についての反省作用をつかさどる内省

(2-1-4)とがある O

以上が，ロック自身の説明である O また，これはロックを素直に読んで得

られたものであると私は考えている O さし当たってこれは正しいだろうと思

われる O

しかし直ちに，この図式に対しては，批判があり得ょう。つまり物そのも

のの実在性はどうなってしまうのか。物についての認識は可能なのか。その

真理性は保証されるのか，といった，後のイギリス経a験論が辿-った隆路に，

早くもロックがはまったかのような批判があり得ょう O もちろんそれを隆路

と見なければ，すでにロックの内に，イギリス経験論がその後に持つ論点が

ほぼ出し尽くされていたと見ることが可能かもしれない。

同時に，ロックを読んで行くと，その逆の，つまり，素朴実在論のような

発言も，ロックの中にはある O それもいくつも見受けられる O 例えば，第 2

巻31章は，適切な観念についての説明である O 適切な観念とは， r心が観念

を得るだろうと想定し，観念にしよう，観念に関連させようとする，そういっ

た原型を完全に表象するような観念J(2-31-1)のことである O さて，単純観

念は，適切であると彼は言う O 単純観念は，物が持つ能力に対応し実在す

るものと確かに一致するからである (2-31-2)0

上の三項図式では，心の対象は，心の中にある観念であり，その外に物そ

のものが実在するのか，あるいは実在するにせよ，それをどう心が心の中に

取り入れるのかは，分からない。しかし先の，物が持つ三つの性質の説明は，

物の実在性を前提にしているしとりわけ，第三の性質である，他の物と関

わる能力は，心に直接対応する。

先の節の後半部で，ロックはさらに言う or (火の持つ)明るさや熱さは，

私たちの内にある(明るさや熱さの)観念を喚起する能力というよりも，火

に実在するある物であるかのようである O …しかし本当はそれは，物の内に

ある，感覚ないしは観念を私たちの内に喚起する能力を意味するに過ぎな

ぃ」。
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富田恭彦は，上の三項図式で表される考え方を，知覚表象説と言い，私が

素朴実在論と呼んだ考え方を直接実在論として，両者を対比させ，そこから

彼自身の説，粒子仮説を展開する O それは，ロックの言う，物そのものとは，

一次性質や，それに基づく性質を持つ，知覚不可能な，粒子，または粒子の

集合体であるとするものである。その上で，彼は，知覚表象説を基本的なロッ

クの考えとして確認ししかし直接実在論が混在していること，厳密に言

えば，直接実在論が知覚表象説を成立させる前提であることを説く(富田)。

かくして，両者は，ともに成立し，先に私が「経験論が辿った隆路」と呼ん

だ弊害を免れることができる O

さてここで，私はこの富田仮説が正しいかどうかを詳細に検討することは

できない。氏の論証を読む限りでは，それを正しいと思う他はないのだが，

この私の論考では，以下のことだけが，重要である O つまり，心の対象は観

念であり，観念は，最初は白紙の心に 物そのものが持つ諸性質に触発され

て，それが経験されることにより，心の中に形成され，従って，それは，心

の一部になること O 以上である O 物そのものは，心の対象にはならない。そ

れは観念化されて始めて，心の対象となり，かっ心の一部となるのである。

私がこれを正しいと思うのは，先の所有論での展開を図示すると，まさに

これと対応するからである O

人トー (労 働) 一所有-(慨)一同そのもの|

person property things themselves 

この図式は良くロック所有論と認識論を説明するはずである O そして，こ

の三項図式は，カントを思わせる O いや，こう言うのが正確だろう O ロック

認識論は，すでにカント認識論を目玉胎している O ロックにおいて，所有物は

まさに，神から生得的に与えられたものではなく 人間の力で，獲得すべき，

そしてそのことを権利として要求すべき問題としてある O そして，また自然

法も，生得的に与えられているのではなく，経験的に獲得すべきものであっ

22 



1-1 ロック論

た。さらに，観念も同じ構造で，人聞が獲得すべきものである O つまり，ロッ

ク認識論は，必然的にロック所有論を必要としそれを根源として，そこか

ら発している O そしてカントに行き着く O カント認識論もまた権利問題であ

り，従って，認識論は法学的問題であり，それは所有論から始まり，またそ

れは所有論を前提とする。「根源的獲得」という概念がそのことを示していた。

ここにおいて，二者の認識論と所有論が結び付く O これが本節の結論である O

最後の論点を出すために，まず一ノ瀬正樹の理論を紹介する O 彼は，先の

1-1-1で論じた，労働から所有権の確立への議論を人格知識論として辿るこ

とを主張している。そして「知識は所有を語りうる財であること，…知識獲

得のための探求とは究極的には労働であり，決定とは所有することである」

(一ノ瀬 p.ll)という結論に至る O さらには 1-1-2で論じた自然法の問題も，

「ロックは，自然法の認識がどのように可能か，という問題を論じながら，

知識を獲得するには理性を自覚的に働かせることがなによりも必要であると

するJ(同)としている O その上で，知識を含む様々な財を獲得することによっ

て，人格が形成されていくことを論じる o ここで，人格が主体で，知識など

の所有物を客体として，両者を二元的に分離させるのではないことに注意す

べきである O 人格は主体として，客体を所有物として自己の内に取り込み，

そのことによって人格は豊かになる。両者は，関係しつつ，ともに発展する。

この考えを，先の図で整理できる O 自然が人間に対して現われるときは，

必然的にそれが価値賦与されたものとして現われる O しかしそこから，価値

の与えられていない生の自然を想定することはできる O しかし単に想定する

に過ぎない。実際に認識できるのは，また人間の手の内に存するものは，す

べて価値賦与されている。価値を賦与されたものとしてしか，私たちの内に

は存在しない。

ここまで来ると，実は，先の章で，私が不問にしていたものが明らかにな

る。ロックは身体を所有すると言い， しかし身体を person，つまり人格と

しても扱う O 一方， propertyも，財産の意味の他，身体やさらには人格も

含んで、いるように見える O

まず人格があるが，それは，最初は白紙である O その白紙の人格は，次に，
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身体を所有する O そして，その所有した身体を含めて その人格が新しい人

格となる O さらに，新たな人格，つまり身体を伴った人格は，自然に働き掛

けて，それを所有物とする O 最初の所有物は 食物である O 身体は食物を取

り入れて，自らを大きくする。こうして次々と人格は，新たに取り入れた所

有物色自らの人格の中に加えていく O そして所有の最終的な対象は土地で

あり，人格は，身体を使って，労働し 土地を所有する。そして人格は，そ

の所有している土地を含めて，新たな人格となる。世に，人格者と言われる

人は，それなりの財産を持っている人のことである。財産まで含めて，その

人の人格と考えるべきなのである。このようにロックは考える。

自然法もまた白紙の人格によって，所有される。それから，人格は，その

自然法を遵守する人格となる O 知的所有物についても同様である。人は，教

養を所有し，そしてそれは人格の一部となる。自然法も教養も，その人の人

格の一部に他ならない。

『知性論』から引用をしておく O 第二巻「観念について」の 27章は， r同一

性と再生について」である O その 9節に， r人格とは，理性と反省を持ち，自

分を自分自身だと考えることができ，異なる時間と場所で同じ思考をするも

のとして，思考することのできる知的な存在者である O こうしたことは，思

考と分離できない，私にとっては 思考にとって本質的だ、と思われる，意識

によってだけなされる」とある O これはロック研究者がしばしば引用する箇

所である O

しかし一ノ瀬は，その章の最後の方に着目する O ロックはさらに言う or人
格とは，行動とその功罪に充当する法廷専門用語である O 従って，人格は，

j去を理解し幸不幸になり得る知的な行動者だけに属するJ(2-27-26) 0 こ

こからいくつかのことが帰結される O まず，人格が法廷概念であるというの

なら，まず人格の成立の前に，法が存在しなければならない。ロックの場合，

自然法の存在は自明である O 次に，この人格は，まず第三者がその法に同意

しつつ，確定するものであり，その上で 本人が 同じくその法に同意しつ

つ，人格を自らに賦与された概念として，一人称的に同意することで，確立

するもの (p.185f.)とされる O 私はこのロック理解に同意する O そしてここで
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1-1 ロック論

も，これはカントのそれではないかと思う。

もうひとつ得られる結論がある。前節で，経験-観念と労働一所有とが同

型であり，両者の根源に，法学概念である，自然法の獲得や根源的獲得があ

るということが確認されている。さらにここで，知識は所有物のひとつであ

るということが確認される。つまり所有が根源である。論理的に先行する O

知識はその所有するものの内のひとつである O ここで得られるのは，経験一

観念と，労働一所有が，パラレルな関係にあるということに留まらず，労働

一所有が根本であるということだ。それはそもそも認識の問題が， r自然法論』

で扱われていたことにも現われている。自然法が要求するのは，そもそも人

類の維持が大前提であり，そこから消化が論じられ，消化=所有が論じられ

た。そしてさらに，消化=所有=思考(観念化)が論じられるのである。そ

れは身体の作用である O 胃袋，手，感覚器官と脳という身体の作用である O

所有論が知識論の根底にあること，そして人格がその所有物とともに発展

することは，ヘーゲルにおいては，自明である O ヘーゲルにおいて，先の三

項図式が成り立つ訳ではない。しかし人格に所有物を取り込んで，人格が発

展するという発想はまさしくヘーゲル的である O それはヘーゲルを読む者の

多くが認めるだろう O ところが，ロックとカントにおいては，先のロックに

ついての一ノ瀬の論と，カントについては，山根の論を除いて，そういう主

張をしている人を私は知らない。しかも一ノ瀬は，カントについては，そ

の経験概念を「没人格的なもの」と捉えて評価せず，それと「異質の着想の生

成」としてロックを考えている(一ノ瀬 p.ll)0 しかし一ノ瀬のロック論は，

私にとっては， きわめてカント的である O そのことを，以下，別の引用をす

ることで確認したい。

それは， 1-3-2で扱うカント平和論からの引用である O それは，所有論の

発展として読むことができる O 所有が根本である。『永遠平和のために』では，

確定条項の第三で，人は，他国を訪問する権利を持っているとされている。「訪

問の権利は，地球の表面を共同に所有する権利に基づいて，人は付き合いを

要求することができるという，すべての人間に属している権利であるJ(第2

章3節)。本来，人はこの権利を，つまり地球の表面を共同に所有する権利

25 



を根源的に持っている O そしてその権利の上に，人はまず，地球の様々な場

所に分居し戦争を利用して，それを徹底し，さらに戦争と利己心を利用して，

それぞれの，分居した先に作られた国家を，法的，文化的，経済的に発展さ

せる。そうして人は戦争を通じ，その戦争を経済競争に変えて，ついには平

和に至る。所有から始まり，所有から分居へ，そして分居から戦争の必然性を，

そして最後に，その戦争を通じて，平和に至る仕組みが論じられる O この平

和論は，カントの余技として書かれたものではなく カント哲学の結晶と見

るべきものである。「問題とされているのは，人類愛ではなく，権利である」と，

カントは，同じ節で言う O しかしそれが文化を発展させる O それはまさしく

権利の問題である O

前節までの議論との関係について，確認しておきたい。 1-1-1では，自然

法の持つ逆説がその主題だった。 1-1-2でも，まず，人間の権利が確認され，

その上で，認識=所有が議論された。また， 1-1-3で，人格の発展は，所

有とともに行われる O またそれは，自然法の命令による O 進化論的な，種の

保存がその原動力である O

以下のことが帰結される o 1-1-1のまとめとして，所有論がロック政治学

の根本であること，所有権の様々な概念について，それが自然法の遵守とい

う観点から得られることが確認される o 1-1-2では，自然法の遵守が権利問

題であることが論じられる o 1-1-3では，所有と認識の同型性，及び，所有

を含んで、人格が形成されるということ，従って，人格は所有とともに発展す

るということが扱われた。そして最後に，所有の根源性である O これらはロッ

クの問題だが，同時にカントとヘーゲルの問題でもある。

機注

1) r自然法論』はラテン語で， 1660年(ロック 28歳)に書かれたとされる or統
治論』としたのは， r統治二論』の内の後半， i政治的統治について」である。『知

性論』は『人間知性論』を指す。両者ともに 1690年に出版されているO テキ

ストについては，文献を参照のこと O

2 ) political or civil societyを「政治的社会」と訳した口これは，加藤節の解釈
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1-1 ロック論

(加藤節訳，文献参照)を参考にした。今まで，ロック研究において， civilを

「市民的」と訳してきたために，またそこに過剰な思い入れをしたために生じ

た間違いは反省しなければならない。

3) この指摘は，ノーヅイツクのものである (Nozick7章)。

4) 森村進など，たくさんの資料がある(森村 1997)0

5) これらについては， (松井)， (井上)に詳しいD また， (Vallentyne)を参照

した。

6) ここではとりわけマクファーソンを挙げる (Macpherson)0 所有論に力点

を置いたロック解釈は，今や主流と言って良いほどであるo しかしそれを

具体的に，拙論と比較するには別稿を必要とする。田中正司に学説史の詳し

い紹介がある(田中補論)。また，同様の主張で，かつ先駆的なものに，タリー

がいるが，彼は，所有観の概念を使用に限定していて，譲渡，交換を含めて

いない (Tully)0 

7) ロック所有論が，当時進展していた西洋のアメリカ支配を正当化している

という論はいくつかある O その中でまとまったものとしては，三浦永光のも

のがある(三浦)0その論点は次の通りである。ロックの自然法の原則，つ

まり人類の維持という点に問題はないが，ひとつにはロックが，当時のアメ

リカの先住民社会に政治社会が成立しておらず，自然状態であると考えてし

まった点，それから，資本主義を成立させる基盤ができていた西洋の優越を

絶対化してしまった点に，先住民支配の正当化を求めているということであ

る。私はその指摘は正しいと思うしまたこれはロックに限らず，西洋の思

想家全般，とりわけヘーゲルには色濃くそれが見られることも承知していて，

しかしその上でなお，それぞれ思想の原則を見て行きたいと考えている。

8) このラテン語版に有名な“tabularasa" (タブラ・ラサ)という言葉がすで

に見える。『知性論Jの「白紙」は， white paperであり， rタブラ・ラサ1とい

う言葉を使い，それを有名にしたのは，ライプニッツの『人間知性新論Jr序文」
である (Leibniz)口

9) 田中正司は，この『自然法論』においては， トーマスにおいてさえ，示され

ていた人間の自己保存の権利が，消極的にしか扱われていないとしている(田

中 pp.88-89)0彼は後の， r統治論』の議論を，際立つて近代的に解釈してい

るため，ここで扱われる自然法の保守性が気になるのであろう。
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10) r人倫の形而上学』第一部「法論」を以下， r法論』と呼ぶ。

11) 田中は，後期ロックの自然法観について，自然法の存在については，それ

を認め， r統治論Jはその自然法の存在に依拠して書かれているが，認識論的

には，自然法は断念されていて， r知性論』においては，その認識不可能性が

論じられているとしている。私はそれには賛成しない。自然法の認識可能性

については，この章の議論がすでに解決している O この問題は，実は大きな

問題に関わっている。自然法は観念である。人が心で，経験するしかない。

人聞が心の中で作るものであるo 神が与えるものではない。同時にこれはカ

ント問題である。田中に対する批判は，本書全体が示すことになるo
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1-2 政治思想史と数理モデル

1-2-1で，ホッブズを，また 1-2-2では，ヒュームを，そして 1-2-3では，

思想の伝播というテーマについて書く O 所有を保証する近代国家や資本主義

のシステムがどのように，発生し， どのように伝播するのか，それを数理モ

デルを使って説明する O

ホッブズ論は，すでに前著(高橋2001)にあり，ここではその議論を要約

して紹介する O またヒューム論も その議論の前半は やはり前著をそのま

ま繰り返したものである。重複するのに，そのふたつの議論をここに再掲す

るのは， 1-1のロックの理論が，その多くをホッブズに負っていること，ま

たヒュームの理論は， 1-3のカント理論の，一歩手前まで来ていると思われ

ること，そのためである O つまりロックとカントを説明するのに，ホッブズ

とヒュームの紹介が，その導入として役立つ。またホッブズとヒュームの理

論は，ロックとカントのそれに比べて，数理モデルに馴染むということもあ

るO

思想の伝播論をここに載せたのは ホッブズとヒュームを説明するのに

イ吏った数理モデルが， さらに発展して，情報化社会を説明するのに十分なく

らいにまで、至ったと思われ，そしてその情報化社会を説明するのが，本書の

狙いの主たるものだからである O 具体的には，それは， 3-3の各節で扱われる O

1-2-1'ホッブズ論

ここのところ私は 政治思想史上の考えを数理モデルで説明するという作

業をす、っと続けてきた。最初に扱ったのは，ゲーム理論を使ったホッブズの

社会契約論解釈である1)。この本の主張のひとつ，つまり社会と個人がどん

な関係にあるのか， ということに関係する限りで説明してみたい。

利己的な諸個人が集まって， どのようにして 100%の同意による社会契約

が結ぼれるのか， という難問はホップズ問題として知られている O ホッブズ
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はその問題に対していくつかの解答を示したが，それらは後にゲーム理論が

与えたジレンマ克服の可能性に酷似している。私は以下に，ゲーム理論の与

えるいくつかのゲームをホップズの説明と対応させて 紹介したいと思う O

最初は，以下のように，ダイアド(一対一)で一回限りのゲームを考え，

その中でジレンマに陥るものを考える。これを①とする。ゲームは次のよう

なものである。これを社会契約ゲームと呼ぼう O

ふたりの戦争状態にあるプレイヤーが，今，互いに武器を捨てて，社会契

約を結ぼうとする。その際に，それぞれのプレイヤーにはふたつの選択肢が

ある O ひとつは約束を守って，武器を捨て，社会契約に同意する場合。もう

ひとつは，約束を破って，武器を保持し，相手を襲おうとする場合である。

その際にどちらの戦略を取った方が得をするかと このプレイヤーは考え

るO ここからジレンマが生じる O そのジレンマの型は三つあることが知られ

ている O すなわち，① -A.囚人のジレンマ (Prisoner's Dilemma以下 P.D.)

と，①-B.保障ゲーム (AssuranceGame，以下 A.G.)と，①-c.チキンゲー

ム(ChickenGame以下c.G.)である O

さて，このどれがホップズの説明に一番近いのかというのがここの問題で

ある O ホッブズは その叙述の中で，幾通りにも解釈できる説明を与えてい

る。また，そのどこの部分を強調するかによって，様々な学説が生じている O

その中で私は三つの学説を代表的なものとして挙げ，それが先の三つのゲー

ムと対応することに気付いた。そしてその中で， C.G.を最も，ホップズ的で

あると判断した。

P.D.では，結局は，社会契約に同意せず，武器を保持したままの自然状態

を人々は続けるだろう O ジレンマ状況を単なる説明のためのレトリックとす

るのは，ホッブズの本意ではない。やはりどうしたら 自然状態から脱却で

きるか，その方法が探られるべきである。 A.G.は 今度は容易に自然状態

から抜け出せるが，しかしこれは人間観の前提がホッブズのものとは異なる O

ホッブズの諸個人は，あくまでも，利己的である O ところがそれに対して，

A.G.は個人がすでに社会的であることを前提している。一方 C.Gは，最初は，

P.D.と同じく，利己的な諸個人は，ジレンマ状況にあるが， しかしあくまで
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1-2 政治思想史と数理モデル

も利己的なままで，そこから社会の成立への方向を見出している O だから，

私はc.G.が一番ホッブズを良く説明すると考える O

ホップズ解釈の様々な学説の中で，社会契約論においては，死の恐怖から

どう自分の命を守るかが根本で，そのために人は社会契約を結ばざるを得な

いとするものが，このc.G.の説明に相当するだろう O

またホッブズの叙述の中には，繰り返しゲームを思わせるものもあり，こ

れを②としよう。繰り返しゲームは，その典型は， P.D.のゲームを繰り返し

行うことにより，社会契約の合意に至る，つまり，協調戦略の選択が最も合

理的なものとなるというものである。

ゲームを繰り返し行うと，なぜ協調戦略を取るのが合理的で、あるのかとい

うことの証明は，すでにいくつもある。直観的にもこれは妥当で、ある。一人

の相手と一回しかゲームをしないのならば，確かに相手を編すのが合理的な

選択だが，繰り返し付き合わねばならないのならば互いに協力し合う方が，

より利得が大きい。

しかしこれはホッブズ解釈としてはいささか行き過ぎだと私は思う O 繰り

返しゲームであれば，容易に社会契約への同意に至るが，しかしホッブズは，

ただ単に，利己的な諸個人間では，社会契約に至ることはあり得ないように

見えるが， しかし死の恐怖という情念を考えれば，社会契約に至る可能性が

あるということだけを言いたかったのだと私は考える。まず， informalなレ

ベルで社会が成立する可能性があればそれで良い。ただそれは可能性に過ぎ

ず，従ってきわめて不安定なものである。当然その社会においては，ルール

の侵犯者も出て来ょう O しかしその不安定なために，直ちに formalなレベ

ルでの国家，すなわちリヴァイアサンが要請される。だから繰り返しゲーム

の持つ安定性よりは，①-cのC.G.の不安定性の方が，よりホッブズの考え

ていたことに近いと私は思う O

ホップズの論理は，むしろ informalなレベルでの安定的な社会の成立を

必要としていなし=。とにかくちょっとでも可能性があれば良い。可能性がまっ

たくなければ，人は永遠に戦争状態の中にいる O しかしわずかでも informal

な社会が成立する可能性があれば，そこから直ちに，安定的な formalなレ
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ベルでの国家が要請される O しかもそれは制裁のための 強力な物理的暴力

を伴わねばならない。かくして最初の社会契約論は，強権国家にならざるを

得ないのである O

これが所有論の原型である。ホッブズが力尽くで作り上げた国家の理論を，

ロックは，所有を基礎に，精綴にして行った。そのように考えたい。ロック

も従って，発想は，ゲーム理論的である。それは A.G.に最も近いと言える

だろう O ただし， A.G.に，ゲーム理論の持つダイナミズムはない。先に書

いたように，ロックは，ホップズのダイナミズムは犠牲にして， しかし理論

的には精綾なものとししかも逆説的に，より大胆なものへと変えて行った

のである O

また，以下はヒュームを扱う O 私の考えでは，ホッブズ理論を数理的に

解釈することにより，ヒュームへのつながりは明確になる。そしてさら

に，ヒュームの直観をカントがこれまた精綴に基礎付けて行く O ホッブズと

ヒュームは前著(高橋2001)の前半部のテーマであったが それをここでは

簡単に紹介し本書の前半部のテーマであるロックとカントにつなぎたい。

1-2-2 ヒューム言命

次にヒュームの黙約 (convention)論をいかに解釈するかということを考

える O ここでもいくつかの数理モデルを使用する O またビューム解釈は，前

著(高橋2001)の第2章の議論をそのまま使う O

前節で述べたように，ホップズは①ダイアド一回限りゲームで説明でき

た。それは無時間的であると言っても良い。それに対して，ヒューム理論は，

ヒューム自身の記述に従うと，それは②ダイアド繰り返しゲームである O 誰

もが必ず引用する，ヒュームの，黙約論を説明した，有名なくだりは以下

の通りであるoI例えば，小舟を漕ぐふたりの者は，権を動かすときに約定

(promises)を取り交わすことは決してないが，合意 (agreement)ないしは

黙約によって，擢を動かすJ2)。

ここでは，ふたりのプレイヤーがいて， どのように擢を漕ぐかということ

に関して，いくつかの選好があり，それぞれが自らの選択をして，行為しつ
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1-2 政治思想史と数理モデル

つ，ともに相手の選択した選好に合わせて行くということが論じられている O

しかし本当はどうだろうか。『人性論J第3編の先の引用の前後をよく読む

と，少し違うように私には思われる。ヒュームは，所有という制度を人間の

黙約から説明する。この規則は，漸次起こり，その力は徐々に，つまり規則

に違反するときの不都合が反復されて経験されることによって，獲得される

と言う O 他方この経験は，利害関係が私たちすべてのものたちと共通である

ことを，ますます私たちに確信させ，未来の規則性を私たちに信頼させると

も言う O かくしてヒュームは，所有制度だけでなく，同じように，言語と貨

幣という制度が生じて来ると論じる O

そこで私はこれを，多数の人聞が乗っているボートの比除で考えたい。多

くの人がそれぞれ思い思いの方向にボートを漕ぎ出すが，その中で，次第に

規則的な運動が起き，誰もが多数の人が向かっている方向に合わせて自らも

漕いだ方が楽であることに気付き，また反対にそれに抗うときには不都合で

あることが，反復されて経験される O そして次第にその多数派の方向が，規

則となり，制度となるのである O

以上のことをもう一度説明し直してみよう O まず，最初のふたり乗りボー

トの比除は，先に②と書いた，ダイアド(一対一)， n回繰り返しゲームと考

えられる O 次に多数の乗組員のいるボートは，③n人 n回ゲームである O

ここでこの n人ゲームのマトリックスを作ると，いくつかの選好(ボートを

漕ぐ方向)があり，その選好を n人の中の何人が選ぶのか，その人数(確率)

のマトリックスができ上がる O そして時系列に沿って， t = 1，2，3…と，その

確率の値が変化して行くと考える O

ここで時間の幅が出て来る。ある戦略を選択する割合が時間とともに変わ

るO プレイヤーは，多数者の戦略に自己のそれを合わせて行く O 周りの状況

を見ながら，かっ周りの選好を予期しながら，自己の戦略を変えて行くとい

う相互作用が見られる O これが集団ゲーム，または進化ゲームである。

分かりやすい例えは，エスカレーターである O エスカレーターに乗ると

き，東京では，立っている人は左側にいて，急いで歩いて昇りたいと思う人

は，右側を使う。右側にいて歩いて昇りたい人，右側にいて立ち止まりたい
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人，左側にいて歩いて昇りたい人，左側にいて立ち止まりたい人と，四つの

選択肢があり， 2行 2列の確率分布のマトリックスを作って，時系列に沿っ

て動かしてみれば，それは初期値のわずかな違いで，収束し始め，最終的に，

右側にいて歩いて昇りたい人が 100%，右側にいて立ち止まりたい人が0%，

左側にいて歩いて昇りたい人が0% 左側にいて立ち止まりたい人が 100%

となる O ここに，右側にいる人は，すべて歩いて昇りたい人，左側にいる人

は，すべて立ち止まりたい人と分けられ，ひとつの制度が完成する 3)。

次のふたつのことが重要で、あると思われる O ひとつは時聞が要素となると

いうことである O すでに，②繰り返しゲームにおいて，時聞がすでに考慮さ

れている O しかし③集団ゲーム または進化ゲームは 時系列に沿って行わ

れ，その都度のマトリックスができ上がる。ここでは時間という要素は本質

的なものである O

もうひとつは，ふたりの人間のゲームから多数の人間のゲームへの進展で

ある。もちろん，ホッブズの場合であっても 当然社会の全成員が社会契

約をするのだから，私が先に ホッブズは 一対一，一回限りゲームで説明

できると言っても，当然多数の人聞が想定されている O しかしホッブズにとっ

て問題なのは，利己的な人間の交渉から，協調的な結果が生じるというパラ

ドックスの説明であって，その説明のためなら，一対ーのゲームで十分で、あ

るO ところがここ，ヒュームの論理では，多数のプレイヤーがいて，多数者

の選好の確率が変化して行くことが決定的に重要である。

ここでさらに私は，以前，分居モデルとして提出したものを，①ホッブズ

的一対ーダイアドゲーム，②繰り返しゲーム，③集団ゲ}ム，または進化ゲー

ムに続く，第④番目のモデルとして，挙げたい。ここではもはやゲーム理論

とは発想が異なるモデルとなる O すでに③集団ゲームにおいて，マトリック

スの因子は利得ではなく，確率であり，その統計のマトリックスにおいては，

時間が離散的に導入されていた。そのことがここではより明確になる 4)。

まず m行n列の行列式を作って 例えばm行を民族 n列をある都市

の中の地域とする O 例えば， 3x 5の行列を作り， 3つの民族，すなわち白人，

黒人，中国人が，あるアメリカ内の都市の， 5つの地域に別れて，それぞれ
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一定の確率で住んでいるとする O その上で，相互作用をさせる O 他地域に住

む同じ人種は惹き付け合い，同じ地域内の他人種は反発し合うということを

式で表す。つまり協調とコンフリクトというふたつの相互作用をt， t +1. t + 

2.…という期を導入して，その離散式で表し，先と同じように，適当な初

期値を取った行列式を考え， どのようにそれぞれの値が収束して行くか，計

算してみる O

操作を繰り返すと，さまざまな値を取って，一定の比率に収束して行く。

収束して行くということはそこで安定するということである O 他の条件の変

動がない限り，そこで一旦落ち着く O しかし他の条件の変動とともに，再び

システムは動的になり またその新たな条件のもとで収束して行く 5)。

ここでは，個人の行為の選択の問題ではなくなり，集団関の確率のみが問

題となる O 制度は個人が選択するものではなく，むしろすでに与えられた制

度の中で，個人が作られるものである O 制度の成立において，まだ合理的な

選択のできる個人は存在しない。未分化の諸個人から成る集団があるだけで，

そこから制度が成立し，そしてその制度の中で個人が析出する。

ヒューム『人性論』第一編の認識論の解釈も使えば，ヒューム理論はむし

ろ確率統計で表すべき集団に関する理論であるということが分かる O つまり

因果関係は，主観と客観の相互作用から次第に生じるものであり，つまり

は習慣であるというのが，ここでのヒュームの結論である(詳しくは(高橋

2001・第2章))0つまり，④のモデルこそがヒュームの真意ではないか。実

質的に，③と④は変わらないのだが，しかし諸個人の合理的な選好に基づ

く方法論的個人主義と④の集団理論との違いは 理論的には大きなものであ

る。

この節の最後に，ホップズの節で述べた. informalなレベルでの慣習

とformalなレベルでの制度との違いについて触れる O ホップズの場合は，

informalなレベルでの不安定さが，直ちに安定的な forma1なレベルでの国

家を求めることにつながったが しかしその点についてすホッブズ自身，無

自覚であったという点は否めない。それに対して，ヒュームの場合は，十

分自覚的である。彼は，社会の最初の形成に当たって この成立した黙約
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(convention)に諸個人が自己の利害のために従おうとする動機は，十分に強

力で，力があるが，しかし社会が大きくなり，多人数になってしまうと，

この利害ではやや不十分になってしまうと言っている。ここではオルソン問

題が論じられていると言って良い (Olson)0 小さな社会では， informalな黙

約で十分で、ある O しかし社会が大きくなれば formalな制度が必要だ。こ

れがヒュームの挙げる第一の理由である O そしてさらにヒュームは，外敵の

危険性も第二の理由として挙げる O つまり外敵がなければ， informarな秩序

の維持が可能である O しかし外敵のいるところでは 強力な統治機構が求め

られる 6)。

1-2-3 思想の伝播

続いてパーコレーション理論を論じる 7)。これはある思想や制度がある社

会の中でどの程度浸透し，またどの程度広がったのならば，その社会の中で

認められるようになるのかという現象を記述するためのひとつの理論だと言

うことができる O 多くの集団は政治的に 100%の支持を獲得しなくても，ま

た場合によっては多数者にならなくても，自分たちの思想を社会に浸透させ，

さらには権力奪取をすることができる。あるいはその社会の中で，正統性を

獲得できる O そのためにはどの程度の支持者がその社会の中にいれば良いの

か， どのくらいの支持があれば良いのか，その分析をするための，物理学で

用いられる手法がパーコレーションである O

パーコレーション理論は，ネットワーク理論の形成過程に現れたと言って

良い。複雑系ネットワークを論じた論文「複雑系ネットワークの統計的機構」

(R.Albert & A-L， Barbasi)の中でも，ランダム・グラフ理論，スモールワー

ルド理論と並んで扱われている O このことは， 3-3-1-bで再び議論する O ど

んなネットワークができて，どんな風に情報が伝播するかということがそこ

での課題である O

パーコレートという言葉は，例えば，良く挽かれたコーヒー豆にお湯を通

すと，お湯がコーヒー豆の中をパーコレートして，コーヒーができるという

具合に使われる O 水が大地にパーコレートするとも言う O 浸透するという訳

36 



1-2 政治思想史と数理モデル

語が一番良いだろう O

例えば正方格子を考える O その格子点とその隣にある格子点とを結ぶボン

ドが確率pで聞いていて，従って， (1 -p)で閉じられている O その聞かれ

たボンドの集合をクラスターと呼ぶ。このボンドのクラスターがどの程度の

大きさかということを考えていく O これがボンドパーコレーションである O

もうひとつの考え方は，正方格子のひとつひとつの正方形の格子の中にラ

ンダムに点を打って行く O つまり確率pで点を打つことができ，残りの場合，

つまり確率 (1-p)でそのサイトは空白であるとする O ここで，この聞かれ

たサイトのクラスターを考える O これがサイトパーコレーションである。

パーコレーション理論で大事なのは，パーコレーション関値である。これ

は無限に大きな格子の中で 無限につながったクラスターができ上がるとき

の確率 pの値である。先の正方格子ならば，右から左まで，あるいは上か

ら下まで，広がった，ボンドまたはサイトのクラスターが存在するときの p

の値が関値である O

例えば，ある金属と完全な絶縁物質がそれぞれ確率pと(1-p)とでラ

ンダムに混ざっている，十分厚い板があり，そこに電流を流して，抵抗の値

を測る O もし， pの値が関値以下であれば，抵抗は無限大であり，電流は流

れない。しかし閥値を超えれば，抵抗はゼロ以上，無限大の聞の一定値を取り，

つまり電流が流れる O これはボンドパーコレーションの応用例である O 金属

のボンドと絶縁物質のボンドとが混ざっていて 金属のボンドだけを辿っ

て，端から端まで行くことができれば，有限格子の中にボンドの無限のクラ

スターができていると考える O

社会の中でパーコレートしたということの意味を説明する必要があるだろ

うO 比除的に社会の中に電流が流れるということである O あるいは火災が社

会の端から端まで広がったということである O それがパーコレートの本来の

意味である。社会の全員がその思想や制度を支持しなくとも，また多数者で

なくても，社会の中では，闘値以上の支持者がいれば，その思想、や制度は社

会の中でパーコレートしたのである O その社会の中では十分に浸透して，効

果的にその思想や制度が伝達されていると考えて良い。
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1-2-1のホッブズ理論では 100%の合意を扱ったが 実際に社会では，

100%の同意が得られなくても，その社会の中で多数者であれば，その考え

が制度化されて，それでその社会の成員 100%を拘束する O さらには，多数

者でなくても，関値を超えれば，その思想は集団内に浸透し， informalなレ

ベルでの同意が得られ，それは formalなレベルでの制度の成立を促し，全

成員を対象とする O ここでは，その， informalなレベルで， どのようにして

集団に浸透するか，そのためのメカニズムを扱う O

さらに，確率が次第に増え，クラスターが次第に大きくなるが，関値を超

えると無限大になる O その前後のつまり関値を超えるか超えないかという，

あるいはクラスターが無限大になるかならないか，という境にあるクラス

ターを観察してみよう O ここではサイトパーコレーションを考える O サイト

は人である O するとそのクラスターの中で，あるサイトは，それを取り除く

と無限大でなくなる O そういう要となる(これを pivotalと言う)サイトとそ

うでないサイトとがある。全員が均一の能力と役割とを持ち，差がまったく

ないという前提のサイト同士の間で，重要なサイトとそうでないサイトとが

生まれる O これは興味深い現象である O もちろんボンドパーコレーションで

考えても良く，その場合は，関値を超えるかどうかという役割において，決

定的に重要なコミュニケーションボンドとそうでないボンドとに分かれるの

である O

またクラスターは大きくなると，あちらこちらでループを作る O これもク

ラスターを無限大にするには無駄に思われるが，その無駄なサイトの増加が，

関値を超えるためには必要である O 無駄が蓄積されて行って，その上で閥値

を超える O また，濃度が増えて行って，次の瞬間には，無駄だと思われたサ

イトやボンドが，つまり無限クラスターを作るのに貢献しなかったり，ルー

フ。を作って重複してしまったりというサイトやボンドが，ピボタルになると

いうことはあり得る O つまりどのサイトもボンドも潜在的にはピボタルであ

るO

もっとも私は，このことをそのまま人聞社会に当てはめるつもりはない。

ここではどのサイトもボンドも画一的に能力も役割も平等であるという仮定
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に基づいており，その仮定は非現実的なものであるからである。しかしおも

しろいと思われるのは，そういう仮定においてさえ，クラスター内の，また

は格子内の位置付けに差が出るということである O つまりピボタルなものと

そうでないものとに分かれるのである。

ほんのわずかなサイトまたはボンドの増減が，関値を超えるかどうかに分

かれ，それがシステム全体の大きな質的変化をもたらすというのがまず注意

すべき第一の点である O 再びここでパーコレートするということの意味を考

えるべきである O それは その社会の中で ひとつの思想や制度が十分浸透

したということである O

ここで私が考えているのは，本来は，資本主義的所有制度が，または社会

主義的所有制度が，どのように広まったのかということである O た だ し こ

れらの解明は私の手に余るし また，ここでは歴史的な説明ではなく，数理

モデルを使った理論的な説明のみに留めたいと思う O その他に分かりやすい

例としては，例えば，ルターの思想がどのように広がったかということも挙

げられる 8)。ルターの思想そのものは，それ以前もまたそれ以後も多く存在

した異端のひとつに過ぎない。結果としてそれは多数者になったが，最初か

ら多数者となることを目指したものではなかったはずだ。異端として消され

てしまうことを恐れ，何としても生き延びること O 最初はそれだけであろう O

それが，分居，棲み分けも活用し広まって行った。

このことをさらに考えるためには 同時に，相互作用に基づいた進化論的

な考察も必要である O まず新しい種は古い種に取って代わって出現するので

もないし，古い種と競争しそれを絶滅させることによって自らを定着させ

るのではない。そもそも新しい種は突然出現するのではなく，以前から存在

していた少数派が，突然(と言っても，十分な必然性を持っているのだが)， 

個体数を増やすのである O つまりそこで行われているのは，種の変化ではな

く，個体数の変化である O 重要なのは，従って，どうやってその種が出現し

たのかではなく，どうやってその種の個体数が増えたのかということである O

第二に，その個体数を増やす際に，他の種と様々な相互作用をしているは

ずであり，それは必ずしも競合的な，排他的なものだけではない。その共生
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関係をできる限りで追って行きたい。

ルターの思想、は，それ以前もフスやウイクリフといった，異端の思想を受

け継いだものである O フスもウイクリフもチェコやイギリス社会で一定の影

響力を持っていた。しかし多数者になる前に，絶滅させられた。ルターの特

異性は，それがどうして生き延び かっ支持者を増やして行くことができた

のかというところにある O またその特異性は，いかにその思想がカルヴァン

やミュンツアー，ツヴイングリーやその他様々な異端思想家に受け継がれた

のか，また現実的にヨーロッパ社会の中でいかに様々なセクトに分化し，刺

激し合いながら社会に定着したのかというところにある O そしてまた， どの

程度に増えたときに，それが異端でなくなったのかということも分析する必

要がある O つまり分居，相互作用の分析があり，少数者として，正統派や他

の異端との共存があり，その上でどの程度の関値を超えれば，社会の中に浸

透するのか，そういう分析が必要である。

以上が，情報化社会を説明する理論の基礎となる。すでに進化論的ゲーム

理論において，時間がファクターとして入っている O ここでシステムの運動

が不可逆のものとなり，システムの生成が，また場合によっては，その崩壊

が，考察される。パーコレーションにおいて 一旦パーコレートした，つま

り闘値を超えたシステムの質は，それ以前とは決定的に異なる O そういった

ことが考察される O

ここで数理モデルを使った考察は，いったん止める O 再び扱われるのは，

3-3-1-bにおいてである O 私の目論見ーではホッブズ，ロック，ヒュームをゲー

ム理論，集団ゲーム(または 進化論的ゲーム理論)，分居モデルで説明し

この後，カント，ヘーゲル，マルクスに進む。カントは所有論の帰結として

の平和論を主として扱うが，それは複雑ネットワーク理論とカオス理論で説

明ができる O これが次章 1-3の結論である O ヘーゲルは，システムの生成と

いう観点で，その全体系を扱うが その進展はまさしくシステム理論の発展

と相即している O これを第 2部で扱う O マルクスについては，所有論とその

結果生じる階級聞の格差の拡大がテーマとなるが それは複雑ネットワーク

理論から得られる知見とパラレルに考察できる O このことは， 3-1の主題で
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ある。しかしそれらは，本書の論理の進め方にとっては，いわば隠れた道筋

であって，それら数理モデ、ルを使った思想の解明 それ自体が本書の主題で

はない 9)。従って，本書における，この後の展開は，数理モデルに即してで

はなく，それぞれの思想家の著作の読解を通じて行われる O

選挙注

1 ) ホッブズそのものの引用，学説史研究では当然求められるホッブズ論の引

用，及びここで使われているゲーム理論の説明について，ここでは一切して

いなし」それらについては，前著(高橋2001第1章)及び(高橋 1997)を見

て欲しいと思う O

2) (Hume第3編第2部第2節)からの引用である。この節の表題は， r正義

と所有との起源について」である。

3) このエスカレーターの比聡を含めて，集団ゲーム，または進化ゲームの説

明は， (丸田)が分かりやすい。またこれらの議論は，そもそも (Kandori&

et.aI.)や， (Y oung1993)が展開したものである。さらに， (Young1998)， (青

木昌彦)， (金子&池上)， (金子&津田)には，その応用がある。

4) これは(Takahashi&Salam)を見で欲しい。また (Schelling1969)， 

(Schelling1971)も参照のこと D

5) 諸個人の予期に基づき，ゲーム理論的な考察から，制度の成立を論じるも

のとして，宮台真司の議論がある(宮台)。また，稲葉振一郎は，私が(注3)

で取り挙げたゲーム理論の議論を参考にして，ヒュームの制度論を説明して

いる(稲葉)。

6) (高橋2007)を参照のこと。ここでは， 1-3-2のカント平和論の，その前半

部を分居モデルを使って説明した。しかし本文でも述べたように，この分

居モデルは，ヒュームの説明にこそふさわしいもので カント平和論の，そ

の前半部をこれで説明することもできるが，カントの主たる功績は，むしろ

後半部にあり，それを説明するには，複雑ネットワーク理論とカオス理論が

必要で、あるo

7) (Takahashi&Murai)を参照せよ。また，パーコレーションの一般的な解

説は， (Grimmett)， (樋口)， (Stauffer&Aharony)が良い口
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8) これは， 3-3-1-bで扱う，パラバシが，ローマ時代にいかにキリスト教が

広がったのかを扱ったのと同じ発想である。しかしこの研究それ自体も，本

書の主題ではない。詳しくは， (倉塚)， (甚野)， (薩摩)を参照せよ。

9) それはまた本書とは別の試みとして，現在進められている O
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1-3 カント論

カント所有論を， 1-3-1で『法論11-3-2で『永遠平和のためにj(以下， r平
和論』と言う)， 1-3-3で『判断力批判』に即して見て行く or法論』の出発点は，

所有論であり，カントは所有の正当化の上に，その社会理論を作って行く O

また『平和論』も，あまり論じられることがないが，所有論の帰結として構

想されており， しかもそこにカント哲学の精髄が見られると私は考える。最

後の『判断力批判』は， r平和論Jの基礎付けをしており，そこに展開される

目的論こそが，所有論を平和論へと導く理論である O さらにはこの所有論，

平和論，目的論といったタームが，カント哲学全体を読み直すための鍵とな

ることも示唆される。

1-3-1 r法論』の所有論

カントはその所有論において，一般的にはロックの労働所有論を批判し，

カントの言葉で言えば，人格間の承認が所有の根本であると主張し，その観

点がロックにはないことを指摘したと理解されでいる O その理解では不十分

であることを，すでに私はロック論 (1-1)で論じたが，ここではカントに即

して，同じことを確認したい。カント後期の作品『人倫の形而上学j(1797) 

の「法論J(以下， r法論j)第一部「私法」の最初の項を順に見て行く。

カントにとって，所有の問題は，次のように設定され直す。まず占有には

ふたつの方法があり，身体による占有を，カントは「感性的占有」または「経

験的占有」と言い，法による占有を「叡知的占有」と言う (1節)。そして後者

の占有が本質的なものとされる (6節)。ここに引用した「叡智的」という言

葉は intelligibelの訳語であるが，それは頭の中で想定できるという意味で

ある。さらに土地，及びその土地の上にあるすべての物件は本来的に人類全

体で「根源的共有」しており(同)，それは市民状態で初めて強制力を伴う立

法状態になるから，その体制のもとで初めて，所有が認められる (8節)。
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この考えは， r物件」の諸節において再び繰り返される o 11節では，物件

を人格と物との聞の権利だとする考えを批判して， rある物件における権利

とは，私が他のすべての人とともに， (根源的なあるいは設立された)総体占

有をしているその物件を，私的に使用する権利である」と言う O カントによ

れば，すべてのものは，潜在的にはすべての人類のものである O ある人がそ

れを私的に使用するためには，他人がその物件を使用しないということが，

他人から認められないとならない。これがカントの所有論の根本になる o 12 

節でも，土地の取得が物件の最初の取得であると言われて，その上で，土地

は本来すべて「根源的な総体占有J(13節)であるとされ， 15節で，再び，市

民体制でのみ，つまり法的状態でのみ，何かが確定的に取得されると言われ

るO

所有は，人格と物との聞の関係ではなく 人格と諸人格との関係である O

つまり所有権取得には社会全体の同意が必要である O その同意とは具体的に

言えば，法関係における承認である O 法関係は人格聞の関係と言っても良い。

16節ではこのように説明される O すべての人聞が地球全体の土地を根源的

に共有しているというのが内的正しさの法則である。そして対立し合う諸人

格の意志のための法則があり，その法則に従って 実際の共同の土地の，私

的な配分がそれぞれの人になされる。これが外的な正しさの法則である O こ

の外的な正しさの法則は 「ひとつの根源的かつアプリオリに統合した意志」

から， r従って市民状態においてのみ生じることができるJ(16節)。それは「

法による占有」である O 以下，カントの「法論」では，この主張が繰り返され

るのである O

さて，カントを擁護する側からは，この社会の中での承認という点を明確

にしたことが画期的であるとされるだろう O それに私は同意するが， しかし

カントが次のようにロック批判をし始めると，それはどうかと思う O ロック

所有論では，r物件を擬人化すること，そして誰かが物件に労働を注ぎ込めば，

その人以外の人の役には立たないように拘束できるかのようにJ(17節)考え

られているが，それはカントから見れば，人を惑わす錯誤であると言うのだ。

当然のことだが，ロックを擁護する側から言えば，カントのロック批判は間
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1-3 カント論

違いで，ロック所有論にはすでに，社会における承認という観点への言及は

あるが，ただ，この社会承認を所有正当化の根本だとするのはおかしいとい

うことになる O そのことは，すでに 1-1で示されている O ロックの場合，第

一に，無主の自然があり，それは人間のものになり得，そして初めに労働し

た人がそれを所有することができ，その後に，それは社会の中で承認される。

そういう順番である O 他者による承認を必要とせず，所有というのはもっぱ

ら所有者と物との関係であるとは言っていない。それは個人の生成が先で，

それから社会が成立するというリベラリズムの原理そのものであり， もし批

判をするならば，その点を批判すべきであって，リベラリズムの原理に社会

が必要ないかのように言うのは間違いなのである。邦訳カント全集の注にも

あるように，おそらくカントはロックをきちんと読んでいない (r法論J邦訳

p.400) 0 

第二に，ロックの労働所有論においても，私的所有は無制限ではなく，自

然法の遵守と「腐敗の原則」と「十分性の原則」というふたつの留保があって，

他者との関わり中で制限がされる O その限りで，ロックとカントはそれほど

変わらない 1)。さらに，その自然法の遵守という観点は， もう十分カントを

思わせるものであることを 私は論じている。

一方で，ロックの側からカント所有理論に労働という観点がないという

批判がなされ得るかもしれない。しかしカントの初期の記述では，ロッ

クと良く似ているものが見出される O ここでは 1765年前後に書かれたと

されている rr美と崇高の感情に関する観察』への覚え書き」から引用する

(p.53=p.l97f.) 0 

「身体は私の自我の一部であり，従って私のものであり，私の選択意志に

よって，動かされる O 自己の選択意志を持っていない生物や無生物の全体は，

私がそれらを強制して，私の選択意志に従って動かすことができる限り，私

のものである O 太陽は私のものではない。他人においても同じことが言える O

従っていかなる所有物も財産，あるいは排他的な財産ではない。しかし私が

排他的にあるものを私のものにしようとする限り，私の意志に他の意志が対

立することや，私の行為に他者の行為が対立することを少なくとも私は前提
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しないだろう O 従って私は木を倒したり，木で工作したりして，私のもので

あるという印付けをするだろう O 他人は私に，それは，いわば私のものだ，

それは私の選択意志の行為によって，私のものに属するのだから，と言う。」

つまりカント所有論に労働論の観点がない訳ではない。しかし主体が身体

を使って労働し，そのことによって所有するという論を提出することはロッ

クと同じだが，カントの場合，その前に「私の意志」が存在している O そし

てその「私の意志jは本来的に社会的なものであり，また対象の方も本来的

に主体の構成したものだから これは後期のカントの主張と矛盾するもので

はない。

その「覚え書き」の後ろの方には，こんなものもある O

「選択意志は単なる自己の意志と(同様に)一般意志とを含むか，あるいは，

人間は同時に一般意志との一致において，自己を観察するかどちらかである」

(p.109=p.231) 0 

つまり私的意志と一般意志とは本来一致し その一致するところに自己が

成立している Oそしてこの一般意志こそが，r法論」の，法的関係に他ならない。

ロックの労働所有論を受けて リバータリアン的所有論を展開する森村進

が，カントに反発するのも，カントに労働の観点がないということよりも，

カントの立論の根源をなす，r根源的な総体的占有」についてである O 彼は「す

べての人が自分の行ったことも見たことも聞いたこともない場所まで含め

て，地上のあらゆる場所を占有しているというこの主張はとても奇妙に聞こ

える」と言っている(森村 1997pJ67)。しかしカントの認識論を知っている

私には，別段それは奇妙で、はない。自然はすべて人間の主観によって「構成」

されたものである。そしてその主観は 共同主観に他ならない。私たちの主

観の内にはアプリオリな働きがあり その働きによって，私たちが見ている

現象は作られる O 自然は私たち共同主観の産物なのだから，それが「根源的

な総体占有」であるというのはカントにとって ごく自然なことだ。さらに

また，その共同主観は，道徳論で前提されている，抽象的な相互主観の関係

性ではなく，ここでは市民社会Kおける具体的な関係性である O

注意すれば，ここで「根源的な総体占有」は共同主観，つまり人類全体の
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1-3 カント論

所有ということであるが，それは潜在的な所有である。そしてその後に現実

的な所有が来る。現実的な所有は多くの場合，私的所有である O 従って，カ

ントは私的所有を正当化するために，この概念を出している O 法的合意によ

る所有は，合意によって，私的所有を正当化する論理である O ただし，合意

による訳だから，必ずしも私的所有ではなくても良いというだけのことであ

り，合意によって，私的所有が認められるのならば，それは正当化され，共

同所有が望ましいということであれば，そちらが社会の合意によって正当化

されるということである O

すでに私は，山根雄一郎を引用して，このT根源的獲得」という概念が，

「奇妙」なものであるどころか，カント概念の中心的な概念ではないかと論

じている (1-1-2)0それを再度要約すれば，根源的獲得は，アプリオリテー

トであり，これがカント哲学の全体系の根底にあるということである(山根

2005)0それは神から賦与されたものではなく，有限な人間に対して，経験

を可能にさせる獲得である O そしてそれは誰に対しでも妥当し得るようなも

のとして考えられている O

つまりカント所有概念は次のようになる O まず，この根源的獲得によって

人聞がそもそも所有をして良いということが保障される。その上で，現実的

に個々人が，何かを所有しようと d思って，労働，つまり自然への働き掛けを

するが，そうして得られたものは，最終的には法的諸関係によって承認され

るO

後のヘーゲルの所有概念によれば，労働による所有と社会的合意による所

有と，このふたつは統ーされる (2-1-1)0 ここでカントから見て，ロックが

批判されるのは，後者の観点がないからではなく，ふたつが統一されていな

いからである O あるいは後者の方に力点をおかないからである O そしてそれ

はそもそもリベラリズムが陥りやすい欠点であった。また私たちから見て，

カントが批判されるのも，前者の観点がないからではなく 統ーが意識的で

はなく，ロック批判が見当違いであったことである O

この初期の「覚え書き」において，ルソーの影響はしばしば指摘されている O

ルソーの所有観は，これも一見すると，労働という言葉が使われて，ロック
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のそれと本質的に異ならないようだ。『社会契約論Jには次のような記述があ

るO

「労働と耕作によって，土地を占有すること O なぜならこれこそ，所有の

唯一の印であって 法律上の権限のない場合でも 他人から尊重されるべき

である。J(第 1編第9章)

しかしすでに前著に書いたように ルソーの意志は 一般意志に由来する

ものである(高橋2001第2章)。つまり一般意志があり，その特殊なあり方が，

個別の意志であって，常に個別の意志は一般意志に裏打ちされている O その

点で，カントと同じであると言って良い。第二に， r社会契約論Jをルソーは，

社会的不平等を解消しようという目的で書いている O ルソーは先に引用した

文章のすぐ後で，個人は財産を一旦すべて共同体に差し出し，そのことによっ

て，個々人は，共同所有となったその財産の保管者とみなされて，共同体か

ら尊重されるとしている 2)。ここでは所有は最終的には共同体によって決定

されるということが確認できれば良い。

補足的に次のことは指摘できる O この「法論Jは道徳論をより具体的にし

たもので，カントの本領が発揮されている。つまり現実の社会的諸関係の中

で， r実践理性批判』の道徳論が展開されている。私たちはここからカントの

全体系を見ることができる O 三大批判書に比べて言及されることのない『人

倫の形而上学』に，むしろカントの積極的な考えが現れている O しかも次の

節で説明されるが この所有論こそが平和論を保証するのである O

1-3-2 r平和論』の所有論

しばしばカントの説とホッブズのそれが対比される O とりわけ 2001.9.11

以降，世界は戦争についての言説で満ちそこでは必ず次のように言われる。

つまりカントは，軍隊の撤廃，国連の創設を訴えた理想論を展開し，一方ホッ

ブズは，人間の本性は，戦争を好むと考えたリアリズムであるというもので

ある O 世界はホッブズの唱えたように自然状態にあり，国連は戦争を防ぐ機

能を持たず，カントの理想のようには行かない。アメリカは力のリアリズム

を行使している O 例えば，こんな風にカントとホップズは比較される。しか
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1-3 カント論

し私は，この通説は何重にも間違っていると思う。

まずホッブズは，確かに，人間の本性を「万人の万人に対する狼J3)という

フレーズで表し，自然状態を戦争状態であると考えたが， しかしホッブズの

理論の特徴は，人聞が自然状態にあるということの確認にあるのではなく，

人聞が自然状態の中にいるにもかかわらず，社会契約を結んで国家を作るこ

とができるとしたことにある。そうしてその国家が戦争を防ぐとホップズは

考えた。つまりホッブズの問題意識は， どうしたら戦争を防ぐことができる

かということであり，彼の答えは，国家を作ることによって， ということで

ある O ここには二重の楽観がある O

第一に，自然状態にあり，相互不信の人聞が，自分の持つすべての権利を

放棄して，国家成立のための契約に同意するということ，そして第二に，そ

うやって国家を作れば，戦争はなくなると考えたこと。このふたつである O

第一の問題については， 1-2-1で論じている O そこで私はゲーム理論を参照

して説明した。つまり，利己的な個人が，合理的に考えて，自分に有利な判

断をすると，それが総体としては秩序形成につながるという考え方が展開さ

れる O 重要なのは，そのゲーム理論にこそ，驚くほどの楽観が潜んで、いると

いうことである O これはその後のヒュームの理論にも共通していると思うの

だが (1-2-2)，一体どうして，利己的な諸個人の判断が集積されれば，相互

信頼に基づく社会が導出されるのか。ゲーム理論は良くその機構を説明する

が， しかしそこには大きな楽観があることは注意されねばならない。

このように考えても良い。ホッブズの主張は二本立てである O ホッブズは

一方では人聞は合理的な判断ができ，そのために社会契約をする， という説

明をし，同時に人間は非合理的な存在でもあり，死への恐怖のために結局は

社会契約を結ぶとも言う O しかしまったく逆のことも言えないか。つまり，

人は負けると分かつていても，非合理的なプライドのために戦争をし，また

同時に勝つと計算ができる場合は，合理的に戦争をする O 要するに，私はホッ

ブズの理論を認めるが， しかし同時に十分その反証もできると思う O

さらにその国家が戦争を防ぐというのは楽観の最たるものである O 私の考

えでは，国家は戦争をするために作られた。戦争を防ぐために作られたので
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はない。そして戦争のために作られたという現実を追認するだけならば，ホッ

ブズの理論は必要ない。しかし私はあえてホッブズの楽観に乗り，社会契約

論から平和構築を試みた，その理論を評価したい。繰り返すが，何とかして

平和を得たいというのが，ホップズの問題意識であった。社会契約論はその

ための理論である O ただしそれは楽観を承知の上にである O 私の言いたい

のは，平和を構築したいという理論は， どうしたって理想主義になるという

ことである O

さらにまたこれらのことは，歴史的に考えるべきであろう Oホッブズにとっ

て，戦争とは，内乱のことであり，それは宗教によって引き起こされる O そ

してそれは，宗教団体よりも上位に，より強力な国家ができて，それらを押

さえつければ解決すると考えられたのだ。しかし現実は，そうしてできあがっ

た国家が，今度は戦争を始め， ときにはその国家が宗教と結び付いてより戦

争が激化したのである O ホッブズはそこまで予見できなかった。私たちから

見ると，まだまだ素朴な，近代初期の楽観がそこには見出せるのである。

カントはそれに対して，すこぶる現実主義的である O 彼は人聞が常に戦争

をしてきたことを良く理解している O そしてその戦争を通じて，そこから何

とか平和に至る機構が見出せないか 悩み抜くのである or平和論』のポイン

トは，軍隊の撤廃や国連の創設の提唱にあるのではない。それは以下のよう

にまとめられる O え

それは，三つの確定条項と，それを保証する第一補説から成り立つ。第一

補説を追いながら，その中に三つの確定条項を織り込んで行こう O

永遠平和の保証を与えるのは偉大な技巧家である自然の合目的性である O

自然はまず，戦争を利用して，人々を地球上のあらゆる場所に分散させる O

そして自然は戦争を用いて 国家を成立させ，法的関係を整備させる O 元々

人は，この地球上の土地を共同に所有する権利を持っているが，現実的には，

世界中に分散して，そこで諸個人は物理的に土地を占有する O 同時に人々は

集団を発達させ，法治国家にする O 人々の占有を私的所有として認めさせる

のが，国家である。さらにその国家は，代議システムを発達させ，立法権と

執行権の分離した カントの言葉で言えば，共和制を作る。それは，今日の
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言葉で言えば，議会制民主主義である O これが第一確定条項の主張である O

さらに自然は資本主義を発達させる。そうしてその中で文化を発達させて，

むしろ言語と宗教の違いを利用して， もちろんその違いが戦争の理由にもな

るのだが， しかし最終的には，平和についての同意へと導くのである O その

同意の上で，国際連合ができる O これが第二確定条項である O また第三確定

条項は，誰もが他国を訪問する権利を持っているというものである O そうし

て資本主義の精神がますます発達し，経済競争による力の均衡がもたらされ

るO 以上が第一補説の要約である。

論点はいくつかある 4)。 議論が一番集中するのは，第二確定条項すなわ

ち国際連合の個所である O カント自身は， Iひとつの世界共和国という積極

的な理念」ではなく， I戦争を防止し持続しながら絶えず，拡大する連合と

いう消極的な代替物」を考えている。これについては，いくつかの解釈がある O

まず，ハーパーマスは，このカント自身の説明を矛盾していると言う O た

だの連合ならば，法的拘束力を持たず， どうして平和が保障されるのかとい

うのである。そうしてそのカントをヒントとしつつ，世界市民法を持った，

世界共和国を具体的に構想する (Habermas1997)0 このハーパーマスをはじ

め，カント自身の「消極的な代替物」という説明を批判し，または物足りな

いとし， Iひとつの世界共和国という積極的な理念」を支持する論が多い。ルツ

ツ・バッハマシも，世界連合は次第に世界共和国に近づくよう，求められて

いるとしその世界共和国においては，現在の国連に比べて，より強力な

立法権，執行権，司法権が備わっていなければならないと考えている (Lutz-

Bachmann1997，2002)0 

それに対して，折衷案，ないしは極カカントの発想を活かそうとするもの

も多い。世界連合と世界共和国を段階と考え，多元性を認めつつ，理念とし

て人類は徐々に最高段階に向かっていると考えるか(演田)，実現不可能性

と実現の追求をしなければならないというパラドックスに私たちがおかれて

いると考えるか(量)，カント法哲学に固有のアポリアがあって，最終的な

解決案を出していないと考えるか(三島)，様々な案が出される o 3-3-2cで

扱うロールズの意見もそこに加えて良いし (Rawls1999)，また，世界連合で
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も世界共和国でもない，第三の案を提案するクラインゲルトもそこに入れて

良いだろう (Kleingeld2008a， 2008b) 0 

また，ヘッフェはより詳細な議論を試みる (Hoffe1997， 2001， 2004) 0彼は

国家のタイプを四つに分ける O すなわち，共通の法を持つが，ほとんどそれ

を強制する権力を持たない超最小国家， 自由主義的な夜警という能力を持つ

最小国家，福祉の機能を持つ民主的立憲国家，絶対主義ないしは専制国家の

四つである O そしてその両極端を除いて，中のふたつがカントにとって妥当

なものであるとし世界共和国としては，第二の自由主義的な夜警国家のイ

メージを持っている O

興味深いのは，小野原雅夫の考えである O カント平和論の主張が，いか

なる戦争もあるべからず， ということならば，それは「平和の定言命法」と

呼ぶことができる O カントの真意はそこにあるかもしれない。しかし現実

的に，一国が世界を支配するので、はそれは専制で、あって，世界共和国ではな

い。現実的に世界共和国が実現不可能ならば，実現可能な方策を，つまり「平

和実現のための仮言命法」を考える必要があるという(小野原 2005，2006， 

2008)0 

以上のような様々な解釈が出て来るのには理由があろう。ひとつには，カ

ントの時代には，世界共和国などはまったく考えられなかったが，現在，

EUができていて，今や世界共和国を構想し得る段階に入ったと考えること

ができる O 先のハーパーマスの論文の題，つまり「二百年後から見たカント

の永遠平和という理念」はそれを表している O また，これも先のヘッフェは，

ヨーロッパのような重要地域だけでも解決を追求することが有意義である

(Hoffe 1997)と言っている。しかし私はカントの意義を，ヨーロッパだけに

当てはまるものと考えたくないし，世界全体に使える理念とするためには，

まだいくつかの考察が必要だと思う O それは， 2-3-3と3-3-2でなされる O

また， もうひとつの理由は，カント哲学のカパ}する領域は広汎で，その

いずれもから，平和に対する解釈が出て来るということがある O 永遠平和と

いう言葉自体，すでに『純粋理性批判』にあって，それは理性の法治状態と

考えるべきものである (n部 1章2節，及び同 3節)0 また『実践理性批判J
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で展開される理性の要請を考えれば，道徳、の必然的な帰結として，確実な平

和こそが考察されるべきだと多くの論者は言う O 私はそれに対して，以下の

節で述べるように， r判断力批判Jの目的論から，この問題を考えるべきだと

思う O そうすると，私の言葉で言えば，単なるネットワークとしての国際連

合が，意外にも力を発揮する。つまり私は世界共和国という考え方を採らな

し瓦O

この国際連合に関する，つまり第二確定条項の解釈を巡る議論と同時に，

その次の確定条項である訪問権についても議論が多い。先の第二条項で， も

し世界がひとつの共和国になれば，この訪問権については議論する必要もな

く，当然万人が自由に囲内旅行として世界各地を訪問できるのであるが，カ

ントは， しかし先の条項については，ただ単に「消極的な」国際連合を構想

したに過ぎず，そうしてまた国家間の関係においても，ただ単にごく控えめ

な，この訪問権を設定した。従って，これは第二確定条項を追認するものと

考えることができる O つま rり国家聞につながりができたときに，そのつなが

りのひとつとして，最低限これだけは認めるべきで， しかしそれ以上は要ら

ないと考えられるものなのである O それを物足りなく思い， もっと積極的な

つながりを求めるものもあるが その意義を積極的に評価するものもある O

寺田俊郎は，カントの所有論を分析し(寺田 2007)，それが先の第三確定

条項，すなわち訪問権に現れていることを論じている。 1-1-3でロックを論

じたときに引用した， r平和論』の文言が，寺田の根拠である O つまり本来地

球の表面は，万人によって根源的に共有とされているから，誰もがこの地球

上のどこをも訪問することは可能なのである O しかしそれは単一国家が，世

界のすべてを支配して良いということを正当化するものであってはならな

い。平子友長を挙げつつ，ロックと違って，カントは，西洋の植民地批判を

展開していると言う(平子)。結局カントは，植民地支配の害を防ぐために，

つまり世界共和国を理念としつつ，現実には単に実現不可能だからではなく，

それが実現されると，単一の国家による他国の支配という形にならざるを得

ないことを見抜き 「消極的な代替物jとしての 国際連合を構想した。しか

し現代はカントの時代を超えて，グローバルな市民社会が出て来ており，カ
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ントを補って，世界市民の諸権利を保障できるのではないかと考えている(寺

田2006，2008) 0 

一方で， もうひとつ，第一確定条項として展開される代議制民主主義の意

義については，カント学者はあまり論じない。当然それは認められるという

ことなのか6 数少ない例外は，先述のヘッフェであるが，彼は，代議制民主

主義が戦争を防ぐことはないと カントの前提をあっさりと否定している

(H凸除 1997)0剰え，私が3-3-2で詳述するドイル，ラセットを誤読している O

この観点は，後に， 3-3-2で主題として論じられる。

さて，三つの確定条項を理解するには，実は第一補説をどう読み解くかと

いうことが必要である O 私の考えでは，多くの論者が軽んじている第一条項

が根本である O 代議制民主主義が各国で進展し，そこから平和が得られる O

それについては， 3-3-2で詳しく検討する O 国家を中心に考え，国家の中で

諸個人が育っと考え，その国家は最後まで国家としての役割を持っているの

だから，第二条項で，国家が統ーされて，世界国家になる必要はない。また，

第二条項が諸国家間の連合なら，その確認のために，第三条項の訪問権も必

要である 5)。第一補説がこの三つの条項をこの順に結び付ける O

第二条項の最後は次のようになっている O まず すでに何度も引用した個

所である orひとつの世界共和国という積極的理念の代わりに(もしすべてが

失われなければの話だが)，戦争を防ぎ，持続しそして常に拡大する連合

という消極的な代替物だけが 法を嫌い，憎しみに満ちた傾向の流れを阻止

できる」とあって，続けて， rもっとも勃発する危険を絶えず伴うのだが」と

ある O つまり国連は，安定した組織ではなく，動的なネットワークであって，

それはカオスのすぐ隣にあって，危うい均衡を保つのである (3-3-1-bを参

照のこと)。

さらにそこから，平和論においても，所有が根本だということも分かる O

まずそこに住むことが所有の最初である O これは物理的占有である O 次いで，

法治国家になり，所有が認められる。また国民は，商業活動をする。これは

諸個人の所有を増やすための活動である。そうして所有を通じて，法治国家

がますます発展する or個人は，道徳的に良い市民である必要はなく， しか
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レ法を守る良き市民であるJ(第一補説)。またその諸個人のエゴイズムこそ

が戦争を防ぐ。代議制が戦争を防ぐメカニズムはそこにある。要は諸個人に

とって，戦争はペイしないのである O

このことはすべてを経済活動に還元させようということを意味していな

い。所有から，様々な政治的制度が，これは権力構造を意味するだけでなく，

公共性も意味するのだが，出て来る。所有が根本ということが確認できれば

良いO

私の積極的な考えは， 2-3-3節で，ヘーゲルを引き合いに出して，述べたい。

その上で，現実的な方策をその次の 3-3で展開する。結局，世界のすべての

国が民主制になれば，平和になるかもしれないが， しかしそれは不可能で、あ

る。そこがポイントとなり，私はその矛盾を承知した上でなおかつ，民主制

には期待したい。また，私のイメージは，ヘッフェの唱える「最小国家」よ

りももっと権限の小さな，つまり超最小国家に近い，rネットワーク国家連合」

であり，それに伴う訪問権で重要なのは，人々の持つ他者への共感である O

これをさらに議論するには，この短い『平和論』読解だけでは無理である 6)。

同時に，国家と資本主義と，その不可避性を論じる必要がある O 三つの確

定条項はそのことを言っている O 国家が止揚されるのではない。国家は国家

の役割を果たしつつ存続し，資本主義の経済活動の中で，国家を超える機構

を自ら創り，そこに平和に近づくプロセスを見出して行く O

それら平和のための確定条項が，果たしてどのように達成されるのか，カ

ントはそのメカニズムを考え，かっそれを論証しようとした。そこに登場す

るのが， r自然の合目的性」という概念である。つまり 目的論が必要になる。

諸個人のエゴイズムを通じて，文化が生じ，平和が生じる。平和は，人類の

最高の目的である O そのことを説明しなければならない。このことを以下の

節で示したい。

1-3-3 r判断力批判』の所有論

『判断力批判jr付録 目的論的判断力の方法論J83節「目的論的体系とし

ての自然の最終の目的について」を読むと次の三つのことに気付く O ひとつ
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は，これは， r平和論』の第一補説そのものだということである。まず所有に

ついての言及がある O そして格差があり，競争があり，それが戦争につなが

る。戦争は，不可避なものと考えられるが，しかし同時にそれが，平和をも

たらすものと考えられる。戦争は，r甚だしい苦難を人類に課す」が，しかし「心

的開発に資する一切の才能を最高度に発達せしめる動機を成す」とされてい

るO 先に私は， r平和論』は，その第一補説を読まなければ，その意義は分か

らないと書いたが まさにそれと同じ主張がつまり戦争は必要かっ必然的

であり，それこそが平和をもたらすという主張がすでに『判断力批判』のこ

の節にある O まさに， r平和論』の主張がここに凝縮されていると言うべきで

ある O

第二に，これはすでに佐藤康邦やピヒトが指摘しているように(佐藤 2005

p.243， Picht第2章第2節)，ヘーゲルの「理性の狭知Jを思わせる O こうい

う点で，カントとヘーゲルはよく似ている O

第三に，ここは『判断力批判』の「付録Jの中で，ちょうど，自然の話から，

神の領域へ移行する個所である O これは，つまりこの移行は， r純粋理性批判』

の対象から， r実践理性批判』の対象への移行でもある O

この第三の観点はさらに注意深く論じられねばならない。『判断力批判』の

前半は， r純粋理性批判Jの感性，悟性と， r実践理性批判Jの理性とをつなぐ

ものだとされている。それに対して 後半の自然の合目的性は，カントの体

系の中にうまく収まらないものとして，敬遠されてきた。しかしここに来て，

この個所を理解すれば うまく， r判断力批判』後半の議論の，カント哲学全

体の中での位置付けができる O

同時に『平和論Jは『判断力批判Jの目的論を最も良く示じている O 平和に

至る可能性をどこに見つけるか。それが自然の目的の持つ課題である。ある

いはこう言っても良い。目的論は『判断力批判』の後半で扱われ，それがカ

ントの『平和論』に結実している O

自然は認識主観の発展を促す。自然の合目的性が自然のその能力を保証し

ている O そしてその自然の合目的性は感性的現象世界の内にある自然と，

それを超えた超感性的，本質的世界とをつなぐものなのである O 目的という
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理念は，客観の側にあるのではなく，主観の側にあるが しかし主観と客観

をつなぐものだ。主観の側にあり，かつ客観の側にもある O

以下，カントの説を次のようにまとめて， 目的論を導きたい。まず，カン

トの認識論の精髄は第一批判書『純粋理性批判Jにあり，その要旨は次の通

りである O 人間の認識は確かなものとなり得るかというのがここでの問題意

識である O 認識の対象である現象は，客観そのものではなく，人間の主観の，

時間と空間についての先天的認識能力という枠組みの中での，悟性のカテゴ

リー使用の能力に基づいて，構成されたものである O 現象は人間の先天的な

能力が構成したのだから，絶対的に確実な認識となり得るというのが，この

批判書のカントの言い分である O

第二批判書『実践理性批判』では，第一批判書で規定された現象の奥に

実は物自体という本質的な世界があり，それを人間は認識することはできな

いが，実践によって，近付くことができるとされる O これは神の世界と言っ

て良いのだが，人聞は道徳的な行為をすることでこの物自体の世界に入るこ

とができるのである O

第三批判書『判断力批判』は， しかしこれらふたつの批判書に比べると，

特殊な位置にあるかもしれない。第一批判書の対象は感性の世界で，これは

自然の因果律によって規定されていて，人の悟性がそれを把握する。第二批

判書の対象は，感性を超えた超感性世界で，ここで人は実践的理性によって，

道徳的行為をしそのことによって，自由を得る O 第三批判書では， i自然

の合目的性」とそれをつかさどる判断力という概念が提出される Oこれによっ

て，第二批判書でテーマとなった，自然の因果律と自由とが，自然の合目的

性，つまり自然の中で実現されるべき目的の可能性の中で調和しなければな

らないとされるのである。そしてこの判断力によって，自然の世界と自由の

世界とが統一される O

もう少し詳しく言うと，こういうことだ。自由は自然の中で実現されなけ

ればならない。しかし自然には法則があるだけで，自由とは相容れないよう

に見える O しかし自然が自由の世界とつながっていて，自由を実現できるよ

うに何らかの合目的性を持っているとするならば，自然の中で自由が実現で
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きると考えてもおかしくない。とすればやはり，感性的世界に属する自然と

超感性的世界の自由とは，自然の根源に超感性的なものがあり，それの持つ

目的に従って， 自然が作られているという仕方でつながっていると考えるべ

きだ。現象界を認識する悟性はしかしこの自然の目的を認識できない。実

践理性は自由の世界に関わるが，自然の目的に関わるものではない。とすれ

ば自然の目的を管轄するのは 何か別のものであって これがこの悟性と実

践理性との中間にあるとされる判断力なのである O

『判断力批判』の論点はふたつある O 判断力の原理は自然の合目的性であ

るが，その対象はふたつあり，美と有機体とがそれである。それはそれぞれ，

『判断力批判』の前半と後半の議論に対応する。美しい対象を美しいと考え

るのは，その対象が認識の能力と良く調和していて，そこに合目的性がある

と判断されるからだというのが前半部の議論のポイントで，有機体は，自然

の技術がある目的を持って作り上げたもので，有機体の根本には，自然の目

的を想定せざるを得ないというのが，後半の議論の骨子である O

『判断力批判』は，今やちょっとしたブームであるが，その火付け役となっ

たハンナ・アーレントは，まず，自然の合目的性という考え方を拒否し，そ

の上でその前半部の議論のみを評価する。後半部はまさに目的論が前面に出

て来るからである (Arendt)0アーレントの特殊な体験を考えれば，それは

領けるかもしれない。目的論というのは，この後にヘーゲルによって展開さ

れ，さらにそれはマルクスを経て，マルクス主義国家の持つ全体主義につな

がるとアーレントは考えるからだ。

アーレントはその問題意識から，判断力の中の美的判断力のみに注目する O

それは，共同体の中で生活する人々が，他人に対してその判断の妥当性を要

求するものだ。美的判断は，趣味判断とも呼ばれる O 快不快の判断は完全に

個人的なものであり 一方で善悪の判断は カントによれば客観的なもの

である。それに対して趣味判断つまり美醜の判断は個人的なものであ

りながら，客観性を要求する O つまり他人に通じないとならないものだ。言

い換えれば，この判断は，個人的な世界と普遍的な世界の中間にあり，他者

を含む世界にある O

58 



1-3 カント論

ここからカントの政治学が出て来ると彼女は考える O 政治的判断力とは，

次のようなものだ。人はまさに共同体の中で，様々な活動をするが，その特

殊な主体の特殊な活動は，特殊であると同時に，普遍的，客観的に妥当する

ものとして判断される必要がある。つまり他者の理解がそこでは不可欠で，

その判断は他者を説得し他者によって納得してもらわなければならないも

のなのである O

そこから帰結されるのは，あくまでも資本主義国家内で，諸個人の自由を

最大限認めるという政治学である O 経済的には，格差が大きくなりすぎない

よう配慮し，政治的には，多様な価値観を持った人々が共存し，誰もが政治

という共同の場に参加しそこでは関かれた議論が行われる。そういう社会

民主主義的な政治学がここから出て来る。

カント自身も，実は美的判断力こそが，判断力の本質であると認めている

節があるのだが， しかし私は，カントが十分にはその意義を自覚せず，アー

レントがあっさりと拒否してしまった目的論の方を評価する O そのことを説

明する前に，もう少し，回り道をして，もうひとり美的判断力を評価する説

を挙げておく O

柄谷行人の他者論は以下のようにまとめられる(柄谷)。ここでも『判断力

批判Jの前半部が使われる。先に，美的判断は，主観的判断と客観的判断の

間にあるものであった。そして美的判断は本質的に他者概念を含んでいる。

同じように考えると，第一批判書で扱われる物自体は，主観の構成する現象

としての世界と絶対的に客観的な世界との中間にある。だから物自体も美的

判断と同じく，これもまた他者を含む世界である。このように彼は主張する O

もっともこの，物自体は他者性であるという説は，第一に，カントの解釈

としてはいささか無理がある O つまりこの，物自体が，現象と絶対的に客観

的な世界をつなぐものであり，認識を成立させるものであり，そこに他者と

のコミュニケーションが必然的に含まれているものだから 物自体は他者の

ようなものであると言うのならば，これは正しい。つまりこれは一種の比聡

であるに過ぎない。第二に，そこで展開される他者論，つまり認識と対象の

聞には，他者が必然的に要請されるという主張は，主張自体は正しいと思わ
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れるが，現代哲学としてはありふれているものだ。現代哲学が問題にしてき

たことを良く踏まえて，興味深い観点を提出しているとも言えるが，しかし

20世紀の哲学者ならば，誰もが言うようなことだ。そして第三に，ここが

根本なのだが，ここから彼は，アナーキズム共産主義を提唱する O カントの

「世界市民」という言葉を手がかりに，カントの主張を，国家や共同体を止

揚することにあるとし 諸国家の権力を超えた世界を夢見るアナーキズムに

してしまう O そしてそのアナーキズムを今度は共産主義と結び付け，さらに

カントの「自由の国」という言葉を手がかりに，これらを同一視する O つまり，

諸国家が主権を放棄した上で成立する共産主義社会を，カントは「自由の国」

と呼んだとするのである O しかしこれはまったくの誤解であると私は思うし

このようにカントを捉えると，実はカントの意義が見えなくなってしまう 7)。

ではどう考えるべきなのか。

私の提案は，第三批判書後半の自然の目的論に依拠すると，新たな観点が

見えて来るということに他ならない 8)。ピヒトを参照しつつ，再度， 目的論

を擁護しよう O ピヒトの主張は次のようにまとめられる。まず， r判断力批判J

の目的論こそが， r純粋理性批判Jと『実践理性批判Jをつなぐ。つまり『純粋

理性批判Jの課題である自然認識は， 目的論に至ってはじめてその基礎付け

ができるしまた『実践理性批判』の中で，自由が自然の中でいかに現象す

べきであるかは未解決であったが，それが目的論の中で，現実化する(ピヒ

ト第2章第 1節)0 I自然の根底にある超感性的なものと，自由概念が実践

的に含んでいるものとの統一の根拠が存在しなければならないJU判断力批

判』序論II)というカントの文がその根拠となる O

第二にそれは，歴史が要求する国際法の中でのみ行われる O 歴史の目的論

は，永遠平和に向けての国際法の超越論的原理を目指しており，永遠平和と

いう， Iカントによる国際法の先験的基礎付けは，カントの歴史哲学の頂点」

(ピヒト第 2章第 3節)である 9)。私たちは，この目的論について，もう一

歩踏み込まねばならない。

『判断力批判Jの目的論は， 自然と超自然的世界をつなぐものであった。

目的論的原理は反省的判断力の原理である。この原理によれば，自然の内に
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目的があるとか，さらに超感性的存在が目的論的であると主張することはで

きないのだけれども， しかし私たちの判断力が目的論的であるならば， 自然

の内にもまた超感性的世界の中にも目的があるのだと，推理できるはずであ

るO つまり目的は中間的 媒介的存在である O

目的概念は，最初は理念であり，つまり主観の側にある O しかしそれが物

自体とつながっている。自然はまず，第一批判書では，主観の形式の中で，

認識の対象である O 第二批判書で展開される，人間の道徳的行為は，第三批

判書においては，その自然を対象とする。ここで自然は実在的なもので，そ

れ自身存在するかのように考えられ，かつまたそれは主観と連続しているの

である O

このようにも論じられている O 自然の合目的性は，客観としての自然の側

と判断力という認識主観の側との両方から考えられているのである O この両

者が統ーされているならば，自然の根源に超感性的なものがあるはずだし

この超感性的なものが持つ目的によって，自然が作られていることになる O

つまり超感性界と感性界とは連続している。この連続性を歴史が保証すると

いうのが，カントの目的論である O 私は以下に，このことを詳細に検討する

ために，次の三点から考え直したいと思う O まず，現象としての自然がシス

テム論的に成立していること，そしてその現象としての自然と，客観そのも

のの自然がつながっていることを反映論から考える O 最後に，その両者のつ

ながりは，まさに進化論的であることを示す。以上である O

自然がシステム論的であるというのは，ひとつは自然が全体論的であると

いうことを意味する O カントがここで対象としているのは，自然の美や有機

体的な存在，学問や芸術から，社会制度，社会構造である。それらが全体の

中で調和が取れていて，またその中で 個体は類と有機的な関係を結んでい

るO 社会関係の中で言えば，その中で個人の役割が明確であることをそれは

意味する O 目的論は，確かに全体論的であるが， しかしアーレントが誤解し

たように，そこにおいて，個が全体の犠牲になるものではなく，むしろ逆に

個の主体性を全体の中で確認するものである O

第二の反映論というのは，客観が主観の外に実在し，その客観を主観が正
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しく反映するということを必ずじも意味しない。そうではなく，そもそも主

観が客観を認識できるのは，つまり主観が現象を構成できるのは，主観の形

式の中で構成された現象としての客観と対応するものが認識の外にあるだろ

うと推定され，その何らかのもの(こういう表現しかできない。というのも，

それは何ものであるのか認識できないのだから)と現象とがつながっている

からだろうと考える考え方のことである O カントの目的論は，主観とそれが

構成する現象と，その向こうにある物自体とが，何らかの仕方で、つながって

いると考える考え方のことであった。従って，カントの目的論は反映論的で

ある。

カントの認識論以降 ごく大雑把に言って，物自体を切ってしまったのが

現象学であり，その物自体を含んで，主観客観関係を運動として捉えたのが，

ヘーゲルと，とりわけ『精神現象学』のヘーゲルを踏まえたマルクスの唯物

論であり，反映論はここから出て来る O しかし認識というのは，認識の内部

にあるものだけを扱うのであり，認識主観の内部にないものは認識できない

というのは，現象学と反映論のどちらの説においても共通している O 現象学

は，だから現象だけを問題にし，反映論は，現象が何らかの秩序を持って認

識されるならば，その外に同じく秩序立った客観があるはずだと考える O

もう少し考えてみる。確かに意識は意識の中にあるものしか意識できない。

しかし知覚は意識の中に生じるけれども，意識の自由になるものではない。

それはやはり意識を超えている O それは意識に意識の外に何かがあると自覚

させるのだ。つまり意識は意識の外に実在があることを確信している O そう

考えるのが唯物論である Oさらに，意識が意識内の現象を何らかの秩序を持っ

たものと認識できるということは，その外にある実在もまた，多少は秩序立っ

ているはずだ。そう考えるのが反映論だ。そうすると，カントの認識論はす

でに十分唯物論的であり，反映論的である。

さらに考えてみよう O ここでもう進化論が出て来るのだが，私はそもそも

客観的実在が意識を持った人間を生み出したと考えるから，意識が秩序立っ

ているのなら，それを生み出した客観もそれなりに秩序立っていなければな

らないと考える O 物質は確かに人間の精神ほどにははっきりとした秩序を持
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つ訳ではないが， しかし人間の精神の秩序を生み出したのだから，それを生

み出すことができるほどには秩序立っているのである O ここで主観的世界は

客観的実在が生み出したものというのは，二重の意味でそうである O ひとつ

は，今述べてきた反映論の意味においてそうである O そしてふたつ目に，物

質が発展して生物を生み出し，生物の進化の結果，精神が生み出されたとい

う進化論の意味においてもそうである O

カントは，歴史の中で自然が道徳を育てるということを考えている O これ

は進化論的と言っても良い。現象界における自然の進化が道徳界における自

由の能力に影響を及ぼす。客観的世界と主観的世界とが，目的論でつながっ

ていて，それが人間を進化させるという点が重要である O

カントはもちろん神を想定しているし物自体は神の世界である。進化論

はまだ考えられていない。しかし以上のように考えた方がすんなりと行く O

こういうことがなぜ重要か。そもそも認識と実践はつながっていて， どう

世界を認識するかということは， どう実践するかということと密接に関わる

のである O そのことを示したのが，この『判断力批判』である O そして私は，

このことを，システム論的，反映論的かつ進化論的に理解しており，つまり

あるシステムはどう外界とつながるか，また，どう生成し，発展し分化し，

他のシステムと関わるか，そういう問題として考えたい。そしてそこでは，

自然の大きな目的のための 個人の其体的な役割が明確になると思う O ハン

ナ・アーレントは， 目的論的歴史観では，人類という全体の原理のために，

個人が歴史の進歩の前に従属的な位置しか示し得なくなると，これを拒否し

たし，今でも目的論はそのように考えられて，現代哲学では嫌われている O

しかし目的論は誤解されている O ここでは これがこの後にヘーゲルの類個

関係論を経て，個人の意義が確認されるはずだという見通しだけを与えてお

くO

警警注

1 ) 寺田俊郎も同じことを指摘している(寺田 2007)。

2) ルソーはしかし共産主義を主張してはいない。『社会契約論』の中で，複数
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箇所に見られる表現を使えば， Iすべての人がいくらかのものを持ち， しか

も誰もが持ち過ぎない限りにおいてJ(例えば(Rousseau第1編第9章の注))

という程度の私的所有が肯定されている。

3) この言葉は， rリヴァイアサン』にはなく ，De Civeの謝辞にある O

4) カント平和論については，彩しい論文があるo 日本に限っても，古くは，

片木清が整理していて，その後のものは，翻訳も含めて 山根雄一郎にある

(片木)， (山根2008)。

5) 私の解釈では，第三条項は付随的なもので，ただ単に第二条項を確認する

ものだが，理論的にはしかし付随的でも，現実的には，これはヨーロッパの

植民地批判としての意義を持つ。つまりカントの現実感覚は鋭く，その意味

で，平子友長と寺田俊郎の指摘は重要である(平子)， (寺田 2007)。また，カ

ントが， I所有」という言葉を使っているのは，第三条項においてだけだが，

しかし第一補説の説明を見れば，三つの条項すべてが所有から来ていること

は明らかである O

6) 多元的な公共圏が網の目のように織りなされ，その中で世界連合が平

和維持の機能を果たせるようになると考えるボーマンに私の考えは近い

(Bohman1997，2002)。

7) 以上は， (竹田 2004)を参照した。

8) 目的論の文献として，以下が挙げられる。(黒積)， (佐藤1991，2005)， (志水)， 

(田漫)， (牧野英二 2002，2003)0 

9) 牧野は，ピヒト説への批判として，次の二点を挙げる O すなわち，それが

キリスト教神学を前提としていること。また，そこで果たして，永遠平和は

本当に保障されているのかという疑問である。これはしかし目的論への批

判というよりも，カント平和論に対する批判，つまり平和論は，キリスト教

徒から成る同質的な諸国家に基づいた EUにしか当てはまらないしまた，

一般的にそれは平和を保障しないという批判ではないか(牧野英二 2002)0

64 



第 2部ヘーゲル論



2-1 ヘーゲル所有論一般

ヘーゲルの所有論を， 2-1-1では， r法哲学』に即し， 2-1-2では，初期ヘー

ゲルに即し， 2-1-3では， r精神現象学』に即して論じる O

『法哲学』は所有に始まり，所有をどう扱うかということが主題であり，

最後は国家の問題まで論じている O ここに基本的な，ヘーゲルの所有観が出

ている O

しかし注意すべきは，精神の歩みを論じた『精神現象学』も，また一種の

所有論であるということである O つまりヘーゲルにおいて，先のロックとカ

ントと同じく，認識の問題は，所有の問題である O そのことを， r精神現象学』

において解明するが，その前にその発想は初期ヘーゲルに求められるという

ことも論じたい。

すでに，ロックを論じた 1-1において，まず『統治論』における，社会契

約論の前提となっている所有論をまとめ，その上で，所有論と認識論との同

型性を，初期ロックに探り，最後に，認識論の大著『人間知性論』に，所有

の論理を確認した。同じことを同じ順に，ここではヘーゲルにおいて，確認

してみたい。

2-1-1 r法哲学』の所有論

『法哲学Jは，所有から始まる O この書は，法 (Recht，権利と訳しても良い)， 

道徳，人倫の三部から成り，その第一部が，所有から始まる O この第一部の

展開について，及び，法(権利)から第二部の道徳への移行については，こ

の節で扱う O その後，道徳は社会の中で，具体的な形態を取り，第三部の人

倫となる O この人倫については， 2-3-3節で扱う O 家族，市民社会，国家と

それは展開していく O つまりカントと同じく，ヘーゲルについでも，その社

会観は，所有に始まり，国家の発展までをその対象としている。

まず， r法哲学J第一部「抽象的な法」第一章「自分のものとしての所有」は
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以下のように三つに分かれる O

A. 占有取得

B.物件の使用

1 肉体的獲得

n 形造り

m 標識

C. 自分のものの外化，または所有の放棄

私たちはこのA.B.Cの三つからそれぞれ彼の所有観を見ることができる O

A. 主体が自然に働き掛け，それを自分のものとする O すなわち，占有

取得の内 1肉体的獲得と 11形造りがそれに相当する O さらに，出

標識において，社会の中でその主体の所有が認知される O

B. その物件は使用されることで所有されているということが明らかに

なる。

C.物件の所有については時効があり，やがてそれは放棄される O そし

て所有は，放棄されることによって，あらためてそのことが認識さ

れる O

ここで注意を先に与えておけば，ヘーゲル読解においては，カテゴリーの

移行が最も重要で， どのように移行するのか，その論理を追うことが大切で

ある O 第二に，ヘーゲルの論理においては，後に出てくるカテゴリーがより

多く真理を担っている。このことが注意されねばならない。

以下，具体的にヘーゲルの記述に即して見て行きたい。まず『法哲学』は，

意志から始まる O

「法の地盤は一般に精神的なものであり，そのもっと正確な場所と出発点

は意志である。これは自由意志である O 従って，自由が法の実体と規定であ

るO 法体系は実現された自由の王国であり，精神が自ら生み出した，第二の
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2-1 ヘーゲル所有論一般

自然としての，精神の世界であるJ(4節)。

ロックの主体と違って，ヘーゲルは『法哲学』を論じる前に， rエンチュ

クロベデイー』で十分に主体の生成について論じている orエンチュクロペ

デイー』の第三部は， I精神哲学」であり，それは， I主観的精神JI客観的精神」

「絶対的精神」から成り立っている Oこの「客観的精神」が『法哲学』に相当する O

つまりヘーゲルはここで，長々と「主観的精神J，つまり精神の生成を論じ，

次いで，法の領域に入っていくのである。

I(自由意志が存在するが)，それは主体の，それ自身の内で個別の意志で

あるJ(34節)0 (なお，以下，括弧の中は筆者の解釈である。)I主体は(自己

関係する)，その限りで人格であるJ(35節)。しかし彼は単に主体であるに

過ぎず， I人格は理念として存在するためには，ある外的な， 自らの自由の

圏を自らに与えねばならないJ(41節)。このあと，物件が導入される O

「自由な精神と直接的に異なっているものが，その精神にとっても，それ

自体にとっても外的なもの一般である O 外的なものとは，ひとつの物件であ

り，不自由なものであり，非人格的で，無権利のものであるJ(42節)。

「私が，それ自身外的な支配力の中に，あるものを持つ，ということが占

有であるJ(45節)0 I人格として私は直接に個別者である O …この人格とし

ての私は，私の生命と身体や，他の様々な物件を，それが私の意志である

限りにおいてのみ，持つJ(47節)0 I身体は，精神の意志を持つ器官となり，

生き生きとした手段となるために，まず第一に精神によって占有されねばな

らないJ(48節)。主体は精神であり，それはまず身体を所有する。それから

物件の所有へと進む。

どのように物件を所有するか。まず身体的獲得 (55節)がある O これは要

するに，自分の手でっかんだものが自分のものである， ということだ。

次いで，形造りがある oI形造りは，理念に最も似つかわしい占有である。

なぜならば，それは主観的なもの(自分で立てた目的)と客観的なものとを

自分の内で合一させるのだからJ(56節注)。ここでヘーゲルは，土地の耕作，

植物栽培，動物を馴化して飼育することを具体例として挙げている。この時

点で，ロックの労働による所有という考え方と良く似ているということは指

69 



摘できる。さらに土地所有から始まって 議論は進み 植物，動物と，生物

が所有の対象となるO このことについて，つまりヘーゲルにおいては，生物

を所有することが，所有の根源に関わることについては 後の節で詳しく考

察されることになる O

それから標識が来る O ここまで対自然で所有が考えられていたのに，ここ

で社会的に承認される，という契機が入る oI標識付けによる占有は，すべ

ての占有の中で最も完壁である O …標識は他の人に対してのものであり，他

の人々を排除するためのものであり，私が私の物件の中に私の意志を置き入

れたことを他人に示すためのものであるJ(58節補遺)。

さて，ここから所有の第二段階になる。物件の使用が所有のー形式である

とは，その物件が使用価値を持つということである O そして物件が使用価値

を持っていることは，物件を使用することによって明らかになる O 同時に所

有者は，物件の交換価値も所有できるようになる oI私は物件の完全な所有

者であって，物件の使用についての所有者であるだけでなく，物件の価値に

ついても所有者であるJ(63節)。私は物件を持ち，その物件は使用価値と(交

換)価値を持つ。

さらに使用と所有の関係が解明される。「使用とは，物件を変化させ，滅

ぼし消費することによって，私の欲求を実現することであるJ(59節)0 I 

物件は私の欲求の充足の手段に庇められているJ(59節補遺)。第一に，物件

は使用されることによって，所有されていることが明らかになる O 第二に，

使用は時間の中で行われる O 使用は持続的な欲求に基づいて行われる O ここ

から時効の概念が発生する O 長い時間 物件の占有や使用をしなかった場合

は，その物件は無主となる01時効は所有の実在性という規定に基づく O つ

まり，ある物を持とうとする意志は その意志を外に表現すべきであるとい

う必然性の規定に，時効は基づく J(64節注)。

さて，第三段階の定義が外化である oI私の所有は，私がその中に私の意

志を置くという理由でのみ 私のものであったが私はそれを私の外に放棄

することができるJ(65節)0 Iこの放棄すること，譲渡することが，ひとつ

の真の占有であるJ(65節補遺)。
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2-1 ヘーゲル所有論一般

物件を使用しないで，長い時聞がたてば，時効になり，私のものではなく

なるが，これは私が直接意図した結果ではない。しかし私がこの物権を私の

ものではないと明言すれば，それは放棄となり，それが所有の一形式であり，

しかもヘーゲルの論理によれば，それは最後の形式だから，それこそが真の

所有の形式であるというのである O これは一見逆説的であるが，しかし理解

するのに難しいことではない。私は他人のものを占有したり，使用したりす

ることはできるが，譲渡することはできない。だから譲渡できるというのは，

その物件を私が完全に所有している証拠なのである O ヘーゲルが言いたいの

は差しあたって，そういうことだ。

いくつか重要なことがある。まず，この所有の最高の形式である譲渡から，

次の契約概念が出て来る O そして契約とは その物件を その使用価値から

離して，社会の中における価値として見るということに他ならない。また契

約には，少なくともふたり以上の人聞がそこには必要となり，さらにそのふ

たり以上の関係を拘束する法的関係がなければならない。物件の所有者は，

物権を譲渡すると契約することによって，相手から，その物件の真の所有者

であったということを認めてもらい，かっそれを法的に承認してもらう O つ

まり，ヘーゲル的に言えば，契約が所有の真理なのである。そうしてそこか

ら，所有の論理を超えて行く。

次のふたつの確認がさらに必要で、ある O ひとつはこれらの所有の諸定義の

現実的意義についてである。まず，労働と承認は，所有の発生的定義である。

このふたつによって，所有が正当化される O 次は現実的定義である O 使用す

ることが所有の現実的な意義である O 本来，人は物件を使用するために所有

するのである。また使用できる限りで所有すべきであり 使用できないほど

に所有してはいけないといったこともここから指摘できる O 最後は，究極の

定義となる O 人は，自分の所有を人から認めてもらうだけでなく，他人の所

有も認めねばならない。人は自分の所有であった物件を他人の所有物とする

ことで，つまり交換，譲渡，売買することで，その所有物がかつては自分の

ものだったことを他人から正式に認めてもらえ，また現在は他人の所有物で

あることを認める O ここに相互承認によって，法が発生することが説明され
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るO

ここで付言すれば，発生的定義のふたつ日の承認は， 自分の所有を他者か

ら認めてもらうという一方通行の承認であるのに対し，究極的定義の相互承

認においては，自己と他者が相互にその所有を認め合っている O その違いは

注意すべきである。

もうひとつ重要なのは， r法哲学』全編の中での所有論の位置付けである O

膨大な『法哲学』の学説史の大部分は，前半の所有についてではなく，その

あとの， とりわけ人倫についての議論である。つまり所有論の議論はきわめ

て少ない1)。しかし人倫は，所有を巡って自己が他者と関わり，自己も他

者も所有の主体として相互に承認し合う体系に他ならない。所有論こそが，

その根本にある O

ヘーゲルに即して言えば， r法 (Recht)哲学」と訳されるが，むしろ「法と

権利の哲学」とすべきであり その全体の 第一部が法と権利であり，その

最初に所有が来て，そこでその所有が法的に権利として認められる O それが

道徳を経て，人倫に至り 自己と他者との相互承認の体系が完成する。そこ

では所有に即し，かっそれを超えた論理で，社会的諸関係が作られる O その

ような構成になっている O

この節に続けて，私たちはヘーゲルの他の著作を読むことになるが，そこ

においても，隠れた概念として，または明示的に，所有は常に存在している O

そのことを解明しよう O

2-1-2 初期ヘーゲ、ルにおける所有論

ヘーゲル『法哲学Jは，所有論の論理から始まり，それが， r法哲学』全編

に行きわたっていることは 前節で確認したばかりである。その所有の論理

が，一般には認識の進展を示しているとされる『精神現象学Jに縦横に活か

されていると私は考える O そのことを次節で示す前に，この節では，初期ヘー

ゲルにおける論理構成を見たい。それは後の二著をつなぐだろうと考えられ

るO

この二著の類似性の原型を最初に示すのは， r人倫の体系j(1802-1803)で
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2-1 ヘーゲル所有論一般

ある。ここでは出発点は感情である O これは『法哲学』の出発が意志である

ことに対応する。「最初のポテンツは直観としての自然的人倫J(p.281 =p.l6) 

であり，その直観は， I個別的な感情に完全に沈潜したものとして存在する」

(ibid.) 0 

感情は，主体と客体の分離を前提し，その分離を克服する過程として，欲求，

労働，享受が考えられる (p.282=p.l8)0 分離を克服したいという欲求，それ

を克服する労働，その結果の享受というトリアーデである。そしてその労働

に占有取得の根拠が求められる (p.284=p.22)(， 

ここにおいても最初の労働のイメージは，栄養物摂取である。つまり外的

なものにまず，栄養物としての価値付与をし，主体の側の食欲という欲望と

合致させる O つまり客体を主体に取り組むのだが，無差別に自然物を摂取す

るのではなく，主体の側の感情に従って，対象の側を限定し，その限定によっ

て，対象を「観念的なものJ(p.283=p.l9)とする。ここにヘーゲルの観念論

の最初の姿が，つまり他者の自立性を否定して，自己のもとにそれを取り込

み，自己の一部として含ませるということが明確に述べられている。

後の『法哲学』は，所有に始まり，所有は労働から始まり，そうしてその

所有概念を克服して「人倫の体系」を作るので，このヘーゲル初期の『人倫の

体系』がすでに『法哲学』の論理を持ち合わせているというのは，いわば当然

と言える O しかし私にとって興味深いのは，次の点で、ある O

その労働の内， とりわけ本質的なものと考えられているのが，その対象が

生物である， I生ける労働」である O 植物や動物を対象とする労働は，その対

象がまさに， I普遍的でかつ特殊的である」ために，労働もまた「実在的で，

生ける労働」となり，その活動も， I総体性として認識されなければならない」

(p.286=p.24)。そしてこの労働が「総体性である」ことによって，主体は単に

「主体であるだけでなく，同時に普遍的で」あり，そして，自らを普遍性とし

て定立することでさらに，対象をも普遍的なものとして持つ (p.288=p.28f.)0 

すでに述べたように， r法哲学』の所有の対象として，生物が挙げられていて，

そのことがここで想起されるだけでなく 以下の節に述べるように， r精神

現象学Jにおいて，主体が対象に関わる過程の中で，対象が，生物になった
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ときに，その普遍性が議論される。そのことに注意が向けられるべきである。

普遍とは，ヘーゲルにとって，本質的なもの，真なるものと同義である。

生物は類的存在であり それは普遍的なものである O もっとも生物自体はそ

のことを認識していないので 個々の生物の中にその類を見抜くのは，精神

を持った人間の仕事である or自然哲学JaエンチュクロペデイーJ第二部)

の246節補遺では， r精神は生命と自然の内の普遍的な連関を感じ，…個別

的な生物の内にも，同様に自己自身の内の内的な統ーを感じている」とある O

自然はすでに普遍であるが，それが十全に展開されると精神となる O この間

の機構をもう少し詳しく見れば，まず，自己と他者の問題が，この自然から

発生する。対象がただのモノから，生物に至ったときに，主体の側は，対象

の中に自己を見出し それと同時に 自己をその他者から見た他者として認

識するからである O対象は，ここに至って， r知性JCibid.)となり， r精神現象学J

の自己意識につながる Oそうしてそこからさらに，精神が記述される Oこれが，

初期に始まり，ヘーゲ、ルが生涯関わった論点である。ここではまだ相互承認

論はごく初歩的なものである。つまり他者を自己とみなし他者から自己を

自己と承認してもらうのだが，それは単に，互いに相手を所有の主体とみな

すだけである O 所有を超えて人間関係を作る段階はこの後のものである O

さしあたってここでは， この『人倫の体系』の議論が『精神現象学』の前半

の議論と重なり合うということを指摘したい。次の節で，より詳細に『精神

現象学』と『法哲学』の論理の類似性を示すが，その原型がここにある O

ここで個別的な客体は，植物，動物，知性と変化し，他の物と関わり，普

遍的なものとなる O 一方主体も他者との関わりの中で，普遍的なものとなるo

さらに主体は「ただ単に他者との関係で普遍性であり，かつ無差別であるだ

けでなく，対自的に存在する定立されたもの，真に絶対的に普遍的なもので

なければならないJ(p.288=p.29) 0 

ここで次のようなことが考えられている。主体は，労働し，生産物を作るが，

自己が必要とする以上のものを作り出す。その「剰余J(p.297=p.46)という

客体は，他人も使用できる普遍的なものである O 一方主体も，他者との関係

にある普遍的なものである O このことによって，占有は，他者との聞で， r所
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2-1 ヘーゲル所有論一般

有J(p.298=p.47)となり，そこから権利が生じる。「所有における普遍性の抽

象は，権利 (Recht)であるJ(ibid.) 0 ここでヘーゲルは， この権利が物とい

う特殊態に反映されると， I価値J(p.300=p.52)が生まれると考える。ここに，

個別が普遍性を帯びることで，観念的なものが成立するという機構が説明さ

れている O そしてそれによって，価値が生じることで，つまりこれが観念的

なものであるのだが，所有物は交換され得る O これをヘーゲルは， 1汎通的

な観念性 (diedurchgangige Idealitat) J (p.300=p.51)と呼ぶ。これが相互承

認論の始まりである O 他者の所有を認め合い，価値付けをしここから交換

が生じ，契約が必要となり，法に至るのである O

もう一点，着目すべきことは，本書でキーワードとなる「中項J(Mitte)の

概念が，すでに明確に述べられていることである oI主体的なものであり，

同時に客体的なものであるという性質を持ち，かっこの両者を媒介するもの」

(p.290=p.33)として，中項は以下の三つを具体的な姿として持つ。今，労働

の対象は，生物であった。生物は，両性相倹って子どもを産む。その子ども

が，両性の中項となる。次に，労働には道具が必要で，その道具が主体と客

体の中項となる O 最後に言語は，自己意識同士の中項となる(以上， pp.290-

295=pp.33-42) 0 この中項によって，対立するこ者は結ばれ，かっそのことに

よって，実在する個別的なものは，観念性を帯びる O

さて本節で，もうひとつ，私の挙げたい初期ヘーゲルの著作は， rイェー

ナ体系構想、mj(1805-18Q6)の「精神哲学Jaイェーナ体系構想』所収の「精神

哲学草稿IIJ)である O そこにおいては，これも『法哲学』の原型をなす論理

が存在し，かつ， r精神現象学』後半の所有を超えた相互承認論に至るまでの

論理が，つまり『人倫の体系』より一歩進んだ論理が見られる O

議論の出発点は，精神であり，それは知性と意志から成り立つO まず知性

の節は，一見すると， r精神現象学』の議論と良く重なる O そして続く意志の

節は，今度は『法哲学』の議論そのもののように思われる。

知性の節から見て行きたい。ここで考察されるのは， I精神の運動である」

(p.l85=p.l17)とされる。精神は自己自身であり，自分自身に対立して存在

する (p.l86=p.l18)0 対象の存在は，精神の知性としての作用により，私の
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中にあり，私のもの (Meinung)，私の所有物である (p.188=p.120)0 私は対

象を印として自己内に持つ。ここで名辞が中項になる O 自我は名辞を占有

しそうしてその名辞が中項となって，自我と対象とを結ぶ。自我はその対

象を，さらには中項として，名辞も自己自身とみなすから，この精神の運

動は，自己が自己を産出する試みであり，従って，自己関係である (pp.188-

194=pp.120-128)。

ここでもすでに， r労働」の概念が出現している。「自我の労働は，自分自

身に対する最初の内的な働き掛けであり，…精神の自由な高まりの始まりで

あるJ(p.194=p.128) 0 つまり『精神現象学』の精神の運動を思わせる記述が，

すでに労働概念を下敷きに成立している O さらには，ここですでに，普遍と

個別とを中項が推理論的に媒介するということが言われでいる O

しかしこの知性は自由ではあるが その運動は，まだ内容を持たない

(p.201 =p.136) 0 そこで次の段階に進むのである。ここから意志論が始まる。

意志はまずは普遍的なものであり，目的である。次いでそれは，個別的な

ものであり，活動である O 最後にそれは，両者を結ぶ中項であり，衝動であ

るι(p.202=p.138)0 この衝動が労働を生み出し，労働によって，衝動は充足

する (p.206=p.143)0 

精神は対象を自己とみなす。しかしまだ物としての対象は，自己にはなり

得ず，その時点、ではまだ可能性にすぎない。そこで，意志が対象を自己にす

べく，労働を通じて，その実現を図る。労働は物を自己とすることであるが，

同時に自己は，自己でありつつ，かつ労働の産物という対象になることでも

ある。ここで労働は自己関係である O 自己は労働によって対象化された自己

と関わる O この自己関係の論理が同時に承認の論理となる O 自己は対象の中

に自己を認める O それは対象という他者の中に自己を認めることになる or他
者の内に自己を直観することが各人にとっての目的である O …この二つの自

我，つまり私の内なる自我と，他者の中で止揚された自我とは同一である」

(p.219f.=p.161)。

論点はここでほぼ尽きていると見て良い。その後の節では，この相互承認

論が深まり，契約が，さらには 法が議論の対象となる O
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2-1 ヘーゲル所有論一般

体系期の著作『エンツュクロペデイー』はヘーゲルの全著作を体系的に位

置付けたものである O その第三篇「精神哲学」の構成は，第一部第二章が「精

神現象学」で，続く第二部が「法哲学」である O 従って，この『イェーナ体系

構想mjI精神哲学jの最初の節「知性」が， r精神現象学』の議論であり，続く

節「意志」が『法哲学』の議論になっているということ自体は，後の体系の萌

芽と見ることができて，そのこと自体は驚くべきことではない。

しかしこのヘーゲル初期の草稿群において，まず「知性」の節で，労働概

念を出しその不十分さを補うために，次の「意志」の節で，十分な労働概

念を展開して，所有論を述べているということから考えられるのは，ヘーゲ

ル初期の集大成とも言うべき『精神現象学Jを，ヘーゲルの所有論として読

むことが可能だし，またそうすることは，ヘーゲルの真意を汲むことでもあ

るということである O そのことは次の節で示される O さらに，続く 2-2の各

節は， r論理学』の所有論である O ここでは，この初期ヘーゲルに頻出する「中

項JI推理論的連結」がキーワードとなって展開される O その前に一点指摘し

ておく O

ハーパーマスの主張がここで重要であろうと思われるC 彼は次のように

主張している O すなわち，初期ヘーゲルにおいて，労働という自己関係的

な論理と，相互承認論とのふたつがともに併存して見られると言うのであ

るoI労働と相互行為一ヘーゲル『イェーナ精神哲学』への注一」は，その題

名が示す通り，道具を用いて，自然の因果性に関わる労働の論理と，主体

聞の相互行為における意思疎通の論理とが，重要な役割を示していると言う

(Habermas1968) 0 このふたつの論理は，どちらかから他方を導き出すこと

は不可能な関係にあり，両者併存して，初期ヘーゲルにおいて，その体系構

想を形作っている O しかしヘーゲルは，結局は，後の『精神現象学Jにおいて，

さらには体系完成期の『法哲学』に至って，その相互承認の論理を捨て，労

働という自己関係論にその論理を収数させたとハーパーマスは考えている O

そこでは，相互承認は，自己関係論のひとつのモーメントにすぎないとされ

るのである O

このことはマルクスにも影響を与えているとハーパーマスは考える。社会
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的な諸関係がすべて生産の自己運動に解消されてしまい，生産力がすべてを

決定するという機械的なマルクス解釈が生まれる余地を作ったとされてい

るor飢餓と労苦からの解放は隷属と屈従からの解放とは必ずしも一致しな

いJ(p.46=p.41) 0 

この短いヘーゲル論は ずいぶんと多くの影響を与えた。ひとつは，今述

べたように，マルクスの生産力中心主義の考えがヘーゲルに由来するという

通俗的な見方を補強した。確かに，対自然の生産力が高まれば，社会の矛盾

がすべて解決するだろうという素朴なマルクス主義は多く存在した。しかし

それはヘーゲルとマルクス両方の誤読に基づく O

第二に，ヘーゲルの論理が最終的に自己関係に収飲していくという考え方

は，結局は，普遍意志が前提されていて，個別意志がそこに吸収されていく

からだとハーパーマスは考えていて それが ヘーゲルにおいては，個人の

自由は最終的には国家の中に解消され 市民社会の諸問題も国家に回収され

ていくという，そのようなヘーゲル観を広めた。

そして第三に，ヘーゲル研究学説史においても，このヘーゲル論が，つま

り自己関係が根本だという考えが，ヘーゲル観として主流となる O 一方相互

承認を重んずる論も，ヘーゲル研究において，移しい研究を生み出しており，

そこには様々な議論があり，相互承認の論理はヘーゲルを理解するための根

本であり，決して自己関係の論理に収飲していく訳ではないことを，具体的

にヘーゲルを読み込み，例を挙げることで，詳細に論じるものもある O しか

しハーパーマスの主張は，自己関係は論理の縦軸となり，一方相互承認は，

横軸となって，初期ヘーゲルにおいては，愛という概念が根底にあり，その

上に，両者相交わって，論理を作って行くのだが， r精神現象学J以降のヘー

ゲルにおいては，強引に 前者に後者が飲みこまれてしまっているとまとめ

ることができる 2)。

この対立するふたつのヘーゲル論は ヘーゲル理解の根本に関わるもので

ある O 私の考えでは ハーパーマスは周到に論理を組み立てていて，綴密な

論理に隙はないのだが しかし根本的な所で間違っていると言わざるを得な

，， ~o 
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2-1 ヘーゲル所有論一般

それは自己関係の理解に関わる O 労働の論理が，そしてそれは所有の論理

でもあるのだが，自己関係の論理であるということは正しい。しかし第一の

間違いは，労働の論理のみが自己関係の論理であると考えてしまったことで

ある O そのことは直ちに，以下の第二の間違いにつながって行く O

つまり第二に，ハーパーマスは，自己関係の論理が相互承認の論理と対立

すると考えてしまった。しかしこの，相互承認の論理もまた自己関係の論理

である O

すでに，初期ヘーゲルにおいて示されたように，そして次の節で『精神現

象学Jにおいて，より詳しく確認できるが， 自己は他者に出会い，そこに自

己を見出す。自己は他者を自己だと思う O 他者もまた自己を自己だと思う O

つまり他者の他者を他者の自己とみなす。自己と他者は相互に他者を自己と

みなしそこからさらに自己に帰って来て，自己を他者の他者とみなしそ

うして相互に自己と他者は承認し合って，相互に自己を自己とみなす。ここ

で自己と他者は相互に承認し合って， 自己を自己にするのだから， 自己が自

己に関係する自己関係と自己が他者から承認され，他者が自己から承認され

る相互承認は同じものなのである O

一見すると，自己関係と相互承認は，常に同じものである訳ではないよう

に思え，例えば，引き籍りは， 自分の世界に閉ざされて，そこには自己関係

しかないように思われるかもしれない。しかし良く考えれば，その場合の自

己は他者関係を経て成り立っているものではなく，つまりそこに実は自己は

なく，他者が他者のままで自己になり得ず，他者が他者のまま，自己との関

係が進展せず，そこには実は自己も他者もない。あるいは他者しかいない。

そういう世界であろうと思われる O 自己関係も相互承認も成り立っていない。

そういうことはあり得る O つまり，そういう，病的とは言わないまでも，関

係の進展の過程で，途中の段階はあり得るし，またその途中の段階に意図的

に留まって，そこで自己主張する場合もあり得ょう O

そうすると本来的には，相互承認があれば，そのことで自己関係が同時に

成り立ち，また自己関係は，相互承認なしには成り立ち得ない。それは同義

であると言うべきである O どちらかを欠き，片方だけで成立することはあり

79 



得ない。

さらにハーパーマスの第三の間違いは 類個関係，つまり普遍と個別の関

係もまた自己関係であるのだが，そのことが不当に低く位置付けられている

ということである O 労働の論理に引き下げられて，それは理解されている。

しかしそれは本書で繰り返し示されるように (2-2-3，2-3-2)，相互承認を経

て， しかも相互承認を支えるものである。

先の『人倫の体系Jにおいて，スタート地点の自己は感情にすぎない。

『イェーナ体系構想IIUにも，自己は，抽象的な存在，つまり自発性と知性

を持った，まだ自己の可能態にすぎない。その自己が他者との交わりを通じ

て， 自己として生成していく O 自己は本質的に，つまりその生成において，

他者を必要としている O 他者から承認されることによってのみ，自己が成立

するのだから，他者からの承認こそが自己関係を作り，また自己関係するこ

とで自己が完成しその自己がまた他者から承認され，他者を承認していく。

そうして他者もまた生成する O

『イェーナ体系構想IIUと『精神現象学』に明らかなことなのだが，この相

互承認と自己関係を経て つまり個が他の個と関係し そのことによって，

個が個として生成する まさにそのときに個に普遍性が宿るということが注

目されるべきである O その仕組みがヘーゲルによって 語られている O 個が

個としてではなく 関係性として考えられ しかしそのことによってまさに

個が個になるときに，個はイデアを宿すのである O そこで個は類である。か

くして，第二の問題と第三の問題はつながる。

ハーパーマスまたは，それと意見を共有する研究に対する批判は，事実と

して，ヘーゲルの著作の中に 承認の論理が残っていることを指摘している

が，なぜ承認ということがヘーゲルにおいて 重要になるのかというところ

まで考察が及んでいないのではないか。それはまさに承認という関係が，類

という普遍を導くからである O ハーパーマスが，承認の論理が自己関係に収

飲すると言ったときに，こういうことが考えられていたのならば，彼は正し

かったのだが，恐らくそうではない。自他関係と自己関係が同一で，その関

係が普遍を作るというヘーゲルの論理に肉薄しているとは思えないからであ
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2-1 ヘーゲJレ所有論一般

るO また一方でその批判者たちも，ヘーゲルにおいて，承認の論理が重要で

あるということを指摘するのに留まって，その意義を確認する所まで行って

いないように思われる 3)。

第三の問題に関して，次のことが注意されるべきである。自己と他者が同

じであるということは，全体主義的に考えられるべきではない。システム論

的に考えるべきである O つまり自己と他者は同じ構造をし，かっ同じ要素を

共有している。しかも互いに他を自己と同じとみなすことによって，自己を

充実させている。しかしそれぞれ自己を発展させれば，それぞれに固有の

展開を遂げて，相互に影響は与えつつも，他との差異は明確になる。それぞ

れの個が発展する。すべてが差異をなくして，ひとつに溶け合うのではない。

それぞれが個性を発揮して，なおかつ，そのことによって，それぞれが全体

を自己の中に宿す。ここに類個関係の説明が要る。これは次節以降，繰り返

し説明される 4)。

ここまで来れば，マルクス理解も容易になる O ヘーゲルの労働，相互承認，

類個関係という三つの自己関係の論理は，マルクス理解を容易にする O マル

クスの人間観が，労働の考察から始まっているのは，明らかである O そして

その労働の分析が，必然的に，現実的な社会的諸関係の分析に至らせ，さら

にその矛盾の解決案を模索して，類個関係の考察に至らせている O それは決

して，労働による生産力の上昇がすべてを解決するという単純なものではな

く，また現実の社会的諸関係を絶対的に固定したものとも考えない(以上が，

3-1の議論となる)。

補足的に次のことも指摘できる orイェーナ体系草稿』では，労働は社会的

なものであり，社会を作って行くという記述がみられる or (職業への)この

欲望は，共同の労働によって満足される。労働は，個別的なものとしての欲

望ではなく，普遍的なものとしての欲望のために行われる O このことを労働

によって獲得するものは，これを直ちに消費するのではなく，それは共同の

貯蓄となって，万人がこの貯蓄で養われるJ(p.212=p.151) 0 これはすでにヘー

ゲルがここにおいて 先の自己関係の論理を含んで、いて 第一の労働という

自己関係は，第二の他者との相互関係という自己関係を，そして第三の，類
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個関係という自己関係を導くということが合意されている。

この上で， r精神現象学』の読解に行く O 基本的な発想、はすでに出ている O

それは所有論として読むことが可能であるということである。

ロックの場合にそうだったように，初期ヘーゲルにおいて，後の『法哲学』

の所有論の発想と， r精神現象学』の認識の進展の議論とが， 1.軍然と一体化さ

れている O まだ未分化でありだからこそその発想が分かりやすい。後のヘー

ゲルにとって重要な論点、が，生のまま現れている O ヘーゲル研究がそこに集

中する所以である。

しかし重要なのは，体系を作ろうとするヘーゲルであり，その最初の試み

である『精神現象学』に，後の『法哲学』に見られる所有論を見出すことで，ヘー

ゲル全体系を理解することである O さらには体系完成期のヘーゲル，つまり

『論理学』のヘーゲルの中にも，所有論を見出すこともできるようになるだ

ろう O

2-1-3 r精神現象学Jの所有論

まず見通しを与えておく or精神現象学jは次のような構成になっている。

序で，議論の出発点が主体であることが確認される。これは『法哲学』が，

意志から始まるのに対応する。ここで主体というのは，自らの力で自らを作っ

て行く，動的なものであるということである O つまり主体は，最初は抽象的

なものだが，自らの力で，自らを具体的なものにと進展させて行くのである O

このことが確認される O

そして，最初の 3節で，意識という主体と客体との関係が進展する O これ

も所有論の，主体と物件の関係を思わせる O 意識は 感覚，知覚，悟性の三

段階を経る O この主体の側の進展は，同時に客体の側の進展でもあり，その

関係性も進展する O

次いで，主体は，他者に出会い，そこに自己を確認する O それが自己意識

である O 自己意識は自らの対象も自立的であることを知る。そして欲求の対

象としてあった対象もまた自己意識であることを確信して，自己は満足する O

そこで自己は他者とともに生きること共同体の中で生きることを自覚する O
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2-1 ヘーゲル所有論一般

さらにその共同体の一員である，つまり類たる主体は 世界を自己とみな

す。この節での議論はここまでとする。これで充分，所有論としての『精神

現象学』の読解ができる。続きは， 2-3-3で扱う O

以上の進展の中で ここでは以下の三点を扱う O

まず，意識の章から自己意識の章にかけて，見て行きたい。今，意識は，感覚，

知覚，悟性の三段階を経るとした。またこの主体の側の進展は，同時に客体

の側の進展でもあり，その関係性も進展するとした。具体的には，直接的に

モノが今，ここに存在し，それを直接知り得るとする感覚としての意識，モ

ノに性質があり，その性質を通じて，その性質の向こうにある普遍性を認識

できると考える知覚としての意識と，進展する。

最後の悟性の対象は，彼岸としての本質的世界である O ここで直接的にカ

ント批判がヘーゲルの意図する所で、ある O 最初は，カントの言うように，本

質と現象は，対立しているように見える O しかし両者が対立している限り，

本質は認識不可能な空虚でしかない。本質を認識しようと思えば，すでに認

識されている現象を本質の中に持ち込むしかない。ヘーゲルは言う O

内なるもの，あるいは超感覚的な彼岸(つまり本質のこと)は現象から生

起していて，つまり彼岸は現象から生じる。現象は彼岸を媒介している O つ

まり現象こそ彼岸(本質)の本質であり，実際それを充実させる内容である O

超感覚的なもの(本質)は，それが真に存在しているかのように考えられた

感覚的なものであり，知覚されたもの(現象)である O しかし感覚的なもの

と知覚されたものとの真なる姿は，現象であるということである O 従って，

超感覚的なものとは現象としての現象である (p.118=p.144)0 

この引用文を考えたい。

ここで 1-1-3で取り挙げた三項図式を再度考える O これはロックについて

の図であるが，カントも想定されている O カントの図を先取りする形で，ロッ

クがこのように考えている。
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IL、

心一(経験)一観念-(間)-…の

図1

ここで観念を現象と考えれば，カントの図式が得られ，それを感覚世界と

して，物そのものを超感覚世界と考えれば，このヘーゲルの引用文の図式が

得られる O

その際に，次のように考えたい。図 1は，直ちに図 2と対応する O 図2に

おいて，自然そのものと所有は対立しているのではない。対立していたのな

らば，人格は自然そのものに働き掛けることができず，そこから，所有物を

引き出すことができない。自然そのものに働き掛けようと思えば，所有物を

通じて，自然そのものに働き掛けるしかない。そうして得られた所有物が自

然そのものである。ロックにおいても，ヘーゲルにおいても，最初の所有物

は身体である O 次いで，道具が所有物である O さらに農作物においては，収

穫物の一部を翌年の収穫のための種として使う O かくして，自然そのものを

所有しようと思えば，所有物を媒介にして，自然そのものに向かつて行き，

そこから所有をする O 自然そのものの本質は所有である O 三項図式の構造は，

ヘーゲルにおいて，よりダイナミズムを持っている O というのも，ロックに

おいても，カントにおいても 人格のみが，所有を通じて，生成するが，物

そのもの，自然そのものは生成しない。しかしヘーゲルにおいては，両者と，

その関係が，所有という中項を通じて，併せて生成する O

さらに考えるべきは，物そのもの 自然そのものに価値があるとみなされ

たときに，人はそれを所有するのだが，さらに所有したものに磨きをかけて，
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2-1 へーゲル所有論一般

その価値を増ゃそうとする O ここで対象たる所有物は，人格の力量に応じて，

その形を変え，人格に対応して，その価値を現す。主客がともに進展すると

いうのが，ここ『精神現象学』の主張である。

二番目の問題も，この引用文から考えたい。超感覚的世界と感覚世界は，

対立しているのではなく，互いに反転し合う関係であった。こういう関係を

ヘーゲルば矛盾と呼ぶ。対象は，悟性にとって，矛盾する存在である O そし

てこの自己自身に矛盾する存在は，生命となる。生命はそれ自身の中で自己

運動する生ける統一体である。そして重要なことは，悟性は，その対象であ

る生命の中に，自己を見出す。自己は対象となり，対象は自己となる。他者

の中で，自己関係する意識が，自己意識である O かくして，対象に向かう意

識は，自己意識となる O

こんな風に考えられないか。物をまず所有するのだが，その所有物は，自

己の労働の成果であり そこに自己が投影されている O それは自己そのもの

である O しかも，それを自己の所有物だと主張するためには，他者からの承

認が必要である O その対象がその人のものであることを他者の中で認められ

るO ここで対象は，最初は必ずしも文字通り生命である必要はない。自己が

投影できるものであれば，それで、良い。そこにおいてまず，モノとしての対

象は，先に述べた意識の三段階に合わせて，こちらも三段階を経る O そうし

てその三段階目において，対象は，全体性を獲得し 生命となった。この生

命の所有こそが，所有の根本ではないのか。

ロックにおいてもカントにおいても，所有の根本は土地である O それは日

本のマルクス主義研究においてもそうであった (3-1)0 しかしロックにおい

ても，最初の所有は身体であり，その身体を維持するためには，栄養物を所

有せねばならず，栄養物は，微量の塩や鉄分はあるが，主として生物である。

またヘーゲル『法哲学』においても， I有機的なものの形造りJ(56節注)とし

て，動物の飼育や植物栽培が挙げられている O それらは順番から言えば，モ

ノの所有，土地所有のあとに来るのだが， しかしより本質的なものになって

いるのではないか。それをこの『精神現象学』の順番が示していないか。

『法哲学』所有論の最初は，意志論である O 所有したいと欲することが，
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所有論の最初であるが，食欲こそがその欲望の本質と言って良い。そして生

物を所有したいと思う O 生物は，たとえば植物は，自らの力で，土地や水や

太陽光を活用して 成長する。それ自体全体性であり 他の客観と自ら関係

を持ち，成長する。そういった，価値を自ら増やす全体性を所有することこ

そ，所有の真理である。

さて，三番目の問題を見るためには，ここからさらに先に進まねばならな

い。自己意識は次のようなものとなる。つまり自己は，他者関係の中で生き

ていることを意識することで，類として生きていることを自覚する。そうし

て自己意識は， 自己の欲求の対象を，他の自己意識に求める。「自己意識が

満足を得るのは，他の自己意識においてのみであるJ(p.l44=p.l81) 0 

ここで自己意識は，所有の主体であり，かつ対象である O

そうして，実は所有の本質は 他者の所有であるということが重要だ。他

者，つまり他の自己意識を所有したいと思うところから社会は出発するので

はないか。その所有をどう克服するのかということが，ヘーゲルの社会哲学

を作っている O

他者の所有とはどういうことか。例えば，奴隷を考えることもできる。ま

た現代の様々な権力関係や雇用関係で，支配，被支配ということを考えるこ

ともできる O 愛する人を所有したいという気持ちもあるかもしれない。こう

いったことが真っ先に考えられるだろう O しかし私が考えているのはそうい

うことではない。それらは人間関係の疎外態としてはあり得る O 人格をモノ

として扱えば，そのような所有は可能だ。しかし今までの文脈で考えたとき

に，人格の所有と言うのはそのようなことを意味していない。

モノを所有し生物を所有する O その上で対象が人格に移る O そうした

ときに，対象との関係は，すでに所有を超えている O 他者の中にこそ，真に

自己を見出せる O その関係はもはや所有ではなく，自己意識と自己意識の関

係で，‘互いに相手に自己を見出し相手から自己であることを承認し合う関

係である O それを他者の所有と呼び， しかしそう呼んだ瞬間に，それはもう

狭義の所有の関係ではない。

人は他者を所有したいと思うかもしれない。その欲望から，所有論は始ま
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る。しかし他者の所有はできず，むしろ他者こそが，自己の所有を認めてく

れるものであり，人を自由にするものであり，今度はその他者との相互承認

が社会を作る。そのように進むことを，このあとの 2-2-2の「推理論Jの中

で他者の問題として書くのだけれども，ここでも繰り返す必要がある O

そしてまた，次のことも指摘したい。つまり生物の所有において，すでに

垣間見えていることは，生物は，完全には所有できず，つまり生命である限

り，それは自立していて，完全な使用が困難であること，そうしてそこから

所有の限界が現れていることである O 言うまでもなく，他者において，その

ことはより顕著になる O 他者は制御できず，自己を超えて行く O その認識か

ら人は所有を超えて行くのである O

以下のようにまとめることができる O まずモノの所有から始める O しかし

そもそもモノにも生物的な側面がある O そこに人格が投影される，そういう

モノもある O それが最初の段階である O 次に食べモノとしての生物が来る O

これはモノとして消費される O しかしここでこの対象が生物であることが重

要である。さらに，人格が投影できる生物，例えばペットなどを考えよう O

これは自立している O 主体が必ずしも思うようには扱えない。そうして最後

に自己意識を持った人格が来る O この四段階で考えると，整理がつく。

そしてこの最後の自己意識という対象も，次のように考えるべきである O

まずひとつは，所有の対象は他者であり，その他者が自己意識であることが

分かつて，主体としての自己も自己意識となる O それと同時に，所有の対象

は自己自身である O だからこそ，所有の主体は自己意識なのである O 言い換

えれば，まず，主体は他者の中に自己を見出し，それは同時に，自己の中に

他者を見出すということに他ならない。

以下，引用をすることで，この章のまとめとしたい。

「しかし自己意識の現象(対象)とその真理(対象を持った自己意識)との対

立の本質は，その真理，つまり自己意識の自己自身との一体性であり，それ

が自己意識の本質でなければならない。すなわち自己意識は欲望一般である」

(p.l39=p.l73f.) 0 
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ここで，この欲望という言葉で，栄養摂取がイメージされている O それは

所有でもある。次のようにも言い換えられている O

「すなわち食い尽くされるものが本質である O この普遍者の犠牲の上で自

己保存を図り，自己自身との一体性を維持しようとする個体は，そうするこ

とによって，その他者との対立を止揚するJ(p.141 =p.177) 0 

「この単一の自我が類である O …自己意識が自己自身を確信するのは，自

己意識に対して，自立した生命として現れる他者を止揚することによってで

しかない。つまり自己意識は欲望であるJ(p.143=p.179f.) 0 

「この欲望が満足されるとき 自己意識はその対象が自立的なものである

ことを経験する O …しかし同時に，自己意識は，絶対的に独立したものであ

り，このことは対象を止揚することによってのみ，そうである。…対象が本

来的に否定であり，その自己否定の中で，同時に自立的であるとき，その対

象は意識である O …否定が絶対的なものとしてある，この普遍的な自立した

自然は，類そのものであり 自己意識として類である O 自己意識が満足を得

るのは，他の自己意識においてのみであるJ(p.143f.=p.180f.) 0 

さて以下， 2-2では， r論理学Jの判断論と推理論との関係を主として扱う O

そのために概念論と判断論との関係から始めて，推理論に踏み込んで行く O

所有論は判断論の議論であるが それをどう超えるかがここで議論される O

もうひとつ，これらの議論は類個関係の議論でもある O それについても，詳

述しなければならない。イデアの臨在がここに関わる O 概念の自己分割の議

論がなされ，類と個の関係が論じられる O 見通しをすれば，モノの所有とい

う狭義の所有から，知的所有へと広義の所有に移ったときに，判断論から，

推理論にその論理が移行し かっそこで，類個関係が明瞭になるだろう。

このことを確認することが重要なのは，その次の 2-3の議論に関わるから

だ。本章では， r精神現象学Jにおいて，所有の対象が，モノから生物へ，そ

して他者へと進展したが他者は精神的存在つまり知的存在であって，さ

らに自己意識を持つ存在である O ここで，所有の進展の必然性，すなわち，

モノの所有から，知的所有への進展の必然d性が，すでに論じられていた。こ
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2-1 ヘーゲル所有論一般

の知的所有の問題が， 2-3の課題である O 本章で示唆されていた，知的所有

の問題を論理的に論じるために， r論理学Jの章が，その前に必要となる O

議参注

1) 加藤尚武の論考は，その数少ない例外である(加藤 1999)0

2) 相互承認論の研究の代表的なものとして， (高田 1994，1997)，(滝口 2007a)

を挙げる。また，滝口清栄は，ハーパーマスと意見を共有するものとして，

(Siep 1979)を挙げ，それを批判する(滝口 2007a，2007b)。

3) 熊野純彦は，以上の点について，最も鋭い指摘をしている。彼はこの自己

関係論から，他者を導出し，他者論を展開する(熊野 2002，2003)0

4) 私の書いたふたつのヘーゲル論は，関連している(高橋2001第4章と 5章)0

またそこでは私は，ヘーゲ、ルの論理の根本を自己関係としているが，ハーパー

マスが否定的に，そこに相互承認がなくなってしまったと言うのとは違って，

当然相互承認が活かされていると考えている点で，まったく異なる D このこ

とは本書で，この後に論じられる (2-3-2)。なお，高橋同書の第3章ではフィ

ヒテについて論じているo ここで，自己から他者を導出する議論に関わって

いる D 同様の指摘は，高田純にもある(高田 1997)。
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2-2 r論理学』の所有論

ヘーゲル『論理学』を読んで行く O すでに， 2-1で， r法哲学1初期ヘーゲ

ル， r精神現象学』と読んで、来ており ヘーゲルの発想はそれらの中で，すべ

て出尽くしている。それは目的論に現れている。それは第一に所有を説明す

るものでもあり，もっと一般的に 主観と客観の関係を解明する論理である

が，主観の対象が他者になり，そしてその他者は，総体として社会であり，

それはつまり私たちであって その私たちが新たな対象になれば，そこに現

れるのは，類個関係という自己関係の論理である O それはカントにおいて，

控えめに現れていたものであったが，今やヘーゲルの論理の核心となり，さ

らに私たちが，情報化社会の中で様々な問題を考える際のヒントを与えるも

のである。

2-2-1 中項としての身体

ヘーゲル『論理学j(以下『大論理学』を指す)第三巻概念論を読んで行く O

また必要に応じて，r小論理学Jaエンチュクロベデイー』第一巻)も参照する O

『論理学』はカテゴリーの進展を扱う O 物事がどのように生成発展し，ま

たそのことがどのように認識されるのかを抽象的に考察した書物である O 私

はそれらのカテゴリーを 具体的に所有に即して確認しヘーゲルの考察を

追いかけたい。

最初は，第二編客観，第三章目的論である O ここでは主体が目的を持ち，

客体に働き掛けて， 目的を果たす。その構造が説明される O すでに前章まで

に， r法哲学1初期ヘーゲル， r精神現象学』を引用し，その所有論を検討し

たが，本章ではさらにその論理構造に踏み込んで議論したいと思う。このヘー

ゲル『論理学』の主観客観関係論は所有をも説明する論理なのか。または所

有論とどのような関係になっているのか。

主体が何か客体に働き掛けたいという目的を持つ。この主観の持つ目的が
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2-2 W論理学』の所有論

自己を実現するためには，つまり主体は客体に働き掛けるためには，そこに

何らかの手段が必要となる O

「目的は手段を通じて客体と連結し，この客体の中で自分自身と結合する。

手段 (Mittel)は推論の中項 (MiUe)である O 目的は有限なものであるので，

その実現にはある手段を必要とするJ(r論理学jp.448) 0 

目的は主観的なもので，それが客体に働き掛けるには，客体の世界に属す

る手段が必要である O 目的はまず手段を自己のものとして所有しそれを支

配する O ここでその最初の手段は身体である O

「生命ある者は身体を持っている O 心は身体を自己のものとしその内に

自己を直接に客体化している O 人間の心は，その身体を手段とするために，

たくさんのことをしなければならない。人聞はその身体を魂の道具とするた

めに，いわば，まずそれを占有取得しなければならないJ(r小論理学J208節

補遺)。

『論理学』では直接に身体という言葉は使われていない。ここでヘーゲル

が手段として論じているものが，身体なのだということを論証するために，

「小論理学」の，しかも補遺を持ち出すのは説得力に欠けるかもしれない。「小

論理学」はあまりに簡潔化されているし 補遺はそもそもヘーゲルの書いた

ものではなく，弟子が書き取ったノートに過ぎない。しかしこの箇所は実

に良く，ヘーゲルの意図を説明しているし，先の『論理学』の記述をこの観

点で読み直せば，実にそれは説得的な論点となる O

「この外へと向かった活動は，主観的な目的の中では，内容と並んで外界

の客観性をも含みこんでいる特殊と同一の個別であり，それは，その客体

と直接的に関係し，それを自己の手段として，自己のものとするJ(208節)。

この「客体Jがまさしく身体である O

主観的な目的は，まず身体を使い，その身体はさらに別の手段を使って，

客体に働き掛ける。身体と他の手段はともに客体だが，ヘーゲルは身体を最

初の手段と考え，他の手段をその身体の延長上にあるものと考えている Oヘー

ゲルは『法哲学』の所有論のところで，こんなことも言っている O

「しかし人格としての私は同時に，私の生命と身体を，また他の様々な物
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件をも，それらを所有することが私の意志である限りでのみ，所有するJ(47 

節)。

「私の有機的身体を様々な熟練にまで仕上げること，及び私の精神を陶冶

することも， (身体や精神を)多かれ少なかれ完全に占有取得すること， (私

の意志を)貫通することである O 精神こそは私が最も完全に自分のものにし

得るものであるJ(52節注)。

精神はまず精神を自分のものとし 次に身体を自分のものにする O それか

ら精神は身体を使って，客体としての自然に働き掛け，それを自分のものに

する， というのである O さらにヘーゲルは言う O

「身体は精神の意志ある器官となり，活気ある手段となるためには，まず

精神によって占有取得されねばならないJ(48節)。

55節の補遺にはこんな記述もある(これも『法哲学Jの補遺であり，つま

りは弟子のノートに過ぎないのだが)0 r私は手によって占有取得を行うが，

手の届く範囲は拡大され得る O 手はどんな動物にもない，このような偉大な

器官であって，私が手でっかむものは，それ自体，それでもって私がさらに

もっとっかむことのできる手段となる」。

ここでは，身体を所有する， ということからさらに，身体は手段=中項で

あり，その手段=中項が客体に働き掛けるために重要である， ということを

確認する O この論理はすでに所有論を超えている or法哲学』第一部第一章は

所有論で，そこで身体は所有され，さらに身体は物件を所有するための手段

であることが言われるが， r論理学J目的論では手段=中項は単に所有のため

だけでなく， もっと一般化されて，主観客観関係全般が考えられている O そ

のことについて，つまりこの手段=中項としての身体について，さらに考え

を進めたい。ヘーゲルの引用はこのくらいにして，以下は私の言葉でまとめ

たい。

身体とは何か。それは主体であると同時に客体でもある O 身体は最初に自

己が所有するものだ。つまりそれは最初の客体だ。そして人は身体という客

体を使って，客体に接する。人は身体を通じてしか客体と触れることはでき

ない。つまり身体は自己にとって最初の客体であり，そしてその客体を主体
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化して，その主体としての身体を通じて，客体と接触する O

こう言っても良いだろう O 身体は客体を誘発する O 人は身体を通じてしか

客体に触れることができないのだが，さらにそれだけでなく，客体から私を

見た場合，私の身体が最初に客体にとって，私そのものである。客体は私の

身体を私だと思い，その私の身体と接触をする O 私の身体は客体を誘発する

のである O

この客体は他者と言い換えても良い。ヘーゲルは，前章で確認したように，

客体ということで，まず物理的な自然としてのモノを考え，また生物を，そ

して他の自己意識を考えている O 物理的な自然も生物も，主体から独立し，

主体にとって他者として現われる O つまり客体は他者である O

さらに次のように言っても良いだろう O 人は身体を通じて他者と接するの

だが，同時にその身体は私にとって最初の他者でもある O それは必ずしも自

己の言う通りになるものではなく，それ自体自立しそして人は上手に自己

の身体と付き合わねばならない。つまり人は身体を所有するが，しかし所有

したと思った瞬間，それは裏切られる O 身体はしばしば人の意志にそむき，

自ら自立していることを示す。つまりそれは主体とは独立した客体なのであ

るO

同時にまたその他者である自己の身体は他者にとっては自己そのものであ

る。人は身体を通じてしか，他者と付き合うことはできない。目で見，口，のど，

耳を使って，言葉を交わし握手をし，抱擁する O 身体は私にとって，最初

の他者で，それを通じて人は他者と接し，そして他者は私の身体を私そのも

のだと思う O つまり身体は自己である。そして再び言えば，この自己である

身体は他者を誘発する O

また次のことも付け加えられる。身体は人が他者と何らかの関係を結ぶこ

とを保証する O 身体が最初の他者で，人はそれを自己とすることで，他者と

付き合うのだが，そもそも人が他者と付き合うことができることを，その人

の身体が保証している O 人は身体を持っているがゆえに，他者と関係を結ぶ

ことができるのである O

かくして身体を通じて，主客が結び付けられる。この身体には，中項とし
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ての特徴が余すところなく示されているOまさしく身体は中項であるのだが，

この節の最後に再びヘ」ゲルに戻って とりわけ先に引用した「小論理学」

208節に戻って，中項一般について整理し本稿の目的である所有論につな

げたい。

中項という考え方は，すでに，初期ヘーゲルに見られた。第二章で三つほ

ど挙げられた中項の具体例の中で すなわち，子ども，道具，言語という中

項の中で，ここに直接的に関わるのは，道具である。それはまさに労働論に

おいて，主体と客体を結ぶ中項として考えられている。この議論は， r論理

学』で詳細に扱われる O またそれを簡略化した「小論理学」において，この間

の議論はより詳細で、ある1)。

先に，手段は中項であると言い，そして，身体を最初の手段と考え，また

手段を身体の延長上にあるものと考えた。ヘーゲルは，中項は，活動と手段

とに分裂すると言って，次のような整理を与える O

主体は目的を持ち 身体とい'う手段を使って，活動し客体に関わる O ま

ず主体は，身体を自分の物とし，つまり主体化し，それで、客体に関わって活

動をしさらにはその客体を手段にして次の客体に向かう。こうして，次々

と対象に関わって行く(以上「小論理学J208節のまとめ)。

このことを所有論に即してみると 理解は容易で、ある O 主体は中項を所有

し所有した中項は 主体の一部となる。中項は客体に向かつて，それを新

たな中項にする O 主体は，そうしてできた新たな中項を所有し，中項は新た

な客体を中項化する O かくして中項が充実し，そのことを通じて主体も充実

する O つまりこの「目的論」は明らかに所有論でもある O また，すでに初期

に見られた発想が，ここで完成する O

2-2-2判断論から推理論へ

先の節で解明した目的論には 推理論の論理が縦横に使われていて，今私

は，その論理は所有論のそれであると言った。しかし果たしてそれが本当に

所有の論理であるのか，そのことを確認するためには，その前に，判断論の

説明をする必要がある。ここでは，ヘーゲル『論理学』第三部概念論全体に
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2-2 r論理学』の所有論

ついて説明し，判断論から，推理論への移行を整理する O

ヘーゲル『論理学』概念論は，主観性，客観性，理念から成り立っている O

主観性は，概念，判断，推理から成り立つ。概念論において，概念が自己分

割して，普遍，特殊，個別になり，それらが判断論では，主語一述語関係と

して結ぼれる O しかし判断論においては， まだその結び付きは不十分で，そ

の結び付きが，根拠を持ったものとして十全になるのが，推理論の段階なの

である O

次の客観論において 客観はすべて推理論的な連結からできていることが

確認される。客観性は 機械観，化学観，目的観に分かれ，それぞれ推理論

的連結が深まる O つまりその最後の目的論は，これについて今まで議論して

きたのだが，最も推理論的である O そうして主客が完全に合ーして，理念に

至る O

ヘーゲルは，概念論全体が推理論であるとも言っている O そうして存在論，

本質論，概念論と発展する論理学全体の中では，この概念論が一番重要で，

またその概念論が推理論的なのだから，従って，ヘーゲルによれば，推理論

が論理学の中で一番大事なのである O もちろん，ヘーゲルがそう言っている

から，ということで，私たち自身もまた推理論を重要なものとみなす必要は

必ずしもないのだが，しかし私は本書全体でその重要性を示したいと思う O

さて，実は，所有そのものは推理論ではなく，判断論の論理である O 主体

と客体は所有において結び付くが，その根拠はまだ十分で、はない。そのこと

はヘーゲルが自ら.r法哲学』の中で明言している O 所有は一応は推理論的で

はあるのだが，まだその論理はきわめて不十分である O それはまだ判断論の

段階である。そうヘーゲルは考えている o 53節において，ヘーゲルは所有

論全体の見通しを与え，占有取得，使用，譲渡という所有の三段階がそれぞ

れ，物件に関する意思の肯定的判断，否定的判断，無限判断であると言って

いる O これについて簡単に説明したい。

「この物件は私の所有物である」という判断は肯定的判断である O しかL

その物件を使用し切ってしまい，その物件がなくなってしまえば，この物件

は私のものではなくなる。その物件は私の欲求に奉仕しその物件と私との
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関係は否定的なものとなる O これが否定的判断である O そして私が私の意志

を置き入れた物件を私が譲渡すれば私の意志は再び私の意志の元に戻り，

その物件からは引き離される。ここでふたつの判断が得られる or私の意志

は私の意志である」という肯定的な無限判断と， r私の意志はその物件ではな

い」という否定的無限判断がそれである O こうした判断が生じるのは，実は

私が真にその物件を所有していた証拠であって，それこそが所有の真理であ

るとヘーゲ、ルは言う O

さらにヘーゲルのおもしろい所は， r不法」の章でも，この判断論の論理で

説明をして行くことである O このことから ヘ}ゲル論理学が，客観的かっ

社会的な意義付けを持っていることが示される(例えば(小坂田)では，否定

的判断と否定的無限判断を区別するメルクマールが，民法と刑法を適用する

際の区別のメルクマールであることが示されている)。

主体と客体が，つまりここでは意志と物件とが，様々な形で互いに一致さ

せようとするのが判断論であり，それが所有である。従って，推理論的所有

論というのは矛盾している。主客関係が推理論に進むためには，所有論を超

えなければならない。

判断論は所有を正当化する論理である O つまり主体と客体は一応はつな

がっている O しかし中項も他者もまだ充実していない。私はこのペンを持っ

ている O 私はこのペンの所有者である O 私はこのペンを正当に所有すること

で，そしてこのペンを使って仕事をし，それによって私の自由は始まるかも

しれないが，しかしこれはまだ私の自由の始まりに過ぎない。判断論は人の

自由を保証するものだが しかし最初の自由に過ぎない。人はより自由にな

るためには，推理の長い道のりを必要とする。最初に身体が主体と客体の中

項としてあり，その上で，他者，客体が主体にとって重要な意味を持つこと

が認識され，その上であらためて主体の客体への働き掛けがあり，客体の主

体への関わりもあって 主客が統一される。それが自由である O

『論理学Jの判断論の終りを引用する。「しかし(事物の)規定性は，この普

遍性の中で，自分に折れ返って反照するものであるが， しかし同時に他者へ

も反照する O 従って，判断は，主語(Subjekt)の性格の中に，その根拠を持ち，
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2-2 r論理学』の所有論

その限りで必然的である O かくして今や規定された，充実した繋辞 (Kopula)

が出現するJ(p.350) 0 こうして判断は推理に進む 2)。

2-2-3 推理論から理念論へ

さらに先に行かねばならない。先の節までの説明で得られることのひとつ

は，中項の充実によって，判断の論理が推理の論理となったということであ

る。もうひとつの観点は，主体も客体も， ともに自立しているのではなく，

相互に依存し合う関係にあり，相互に相手の中に自己を見出し，従って，そ

れは自己関係であり，互いに承認し合うことによって， ともに自ら普遍的，

総合的な存在となる O

ヘーゲルは，判断論においても，推理論においても，伝統的な論理学の用

法をひとつひとつ検討しているが 3) しかし結論は自明である O 結局，推理

論の運動は主体一中項一客体の媒介作用であり，また同時にその媒介の止揚

である O 媒介は止揚されると，新たな直接性 つまり存在が生まれる。これ

が客観である。

その後，客観は，先の 2-2-1節で取り扱った目的論，これは推理論的構造

をしているのだが，それを経て，理念となる or小論理学J212節の補遺の説

明は，いかにもヘーゲルらしい。主観的な目的は客観世界の中で実現される

が，それは本来，客観世界の中に主観的概念があり，それが主観の客観世界

での目的実現を通じて 現れたにすぎない。目的は常に実現されているo そ

れが実現されていないという錯覚を止揚することこそが必要だ、と O

さて，そこで生じる問題は，この論理が，本書で扱う所有の論理とどう関

わるかということである。すでに何度も書いているように，この論理は所有

のそれを超えている O しかしそれは，所有論の帰結でもある O その説明をし

なければならない。

すでに自己=他者である O あるいは，自己=中項=他者である O 私たちは，

この結論に，ヘーゲ、ルに従って進む前に，再度，それを所有の論理に従って，

同じ結論を導く必要がある O

まず，所有のそれぞれの段階に他者が入り込んでいることを示したい。具

97 



体的には次のようになる。まず身体が他者を引き寄せることは， 2-2-1で書

いている O 従って，その身体を所有するということは，他者との関係をも所

有する， ということである。ここに必然的に他者が，そしてその総体として

の社会が想定されている O

次いで，労働が，身体を使う以上，これもまた必然的に他者関係を含み，

つまり現実的には社会の中での仕事は分業であることが導かれる O 人がひと

りで生きている訳ではない以上，労働はすべて分業である O

そして最後に，労働生産物が，社会の中で価値を持ち，またその所有は，

必然的に社会の中で承認が要求されることが確認される O 労働し，その後に，

生産物の所有が社会の中で認められるというのではなく，労働の前に，また

その中に，すでに他者との関わりがあり，そのことがその生産物の中に含ま

れていて，従ってその生産物の所有にあたっては，社会の中にあるという観

点、が重要な契機となっている O

つまり所有という概念の中には常に他者が入っているのである。所有とい

う人とモノの関係の中に，本質的に人と人の関係が入っている O そのことは

『法哲学』所有論でも，明示的に書かれていたが，ここ『論理学』では，中項

=手段の重要性から，そのことが主題的に扱われた。

ここでは，さらに，そうして手段=中項としての身体によって，誘い出さ

れた客体としての他者が育って行くということを見て行きたい。主体と客体

とは手段=中項を通じて 連結するのだが両者が連結されるためには，両

者がそれぞれ充実し かっそれぞれを手段=中項を通じて充実させねばなら

ない。この場合の客体は，まず私の周りにいる他者であり，その総体として

の社会であり，そして社会化されている自然であり，そして主体によって客

体化された生産物である。それらの充実とはどういうことか。以下に考えた

い。他者は所有を正当化するだけではない。また主体だけが成長するのでも

ない。主体と他者とは，中項を挟んで、 動的な関係にある O

ここで，他者の所有ということを再度考えたい。すでに，ヘーゲルの目的

論は推理論であり，それは手段の重要性を打ち出していた。さらに，手段と

しての身体は他者を呼び起こすと私は言った。ここでは，その呼び起こされ

98 



2-2 r論理学』の所有論

た他者は所有できるのかということを考えることによって，所有の論理を反

省してみたい。ここで考えねばならないのは，所有の論理の中にすでに他者

が入っているということである O つまり他者が認めないと所有はできない。

すると他者の所有は他者によって認められるのかという問題設定ができる O

ここでも結論は同じである O 繰り返せば，人は他者を所有したいと思う O

そうして他者に働き掛ける O さらにまた人は他者を所有したと思う瞬間があ

るかもしれない。しかし他者は自立していて，人の所有から逃げてしまう O

そして実はだからこそ，他者が自立しているからこそ，自己が成立する O つ

まり，他者もまた他者から見れば自己であり，一方，自己は他者の他者であ

るO 人は他者から他者の他者である，と認めてもらうことによって，自己で

あることが認められる O 人は他者を所有できず，むしろ他者は自己を成立さ

せるものである O そのことによって，人は自己を確立し，自由になる O

どのように承認されるのか。実はそれが『法哲学』全体の構造が説明して

いる o 2-1-1節の議論を復習しておく。所有が最初である or法哲学』は所有

論から始まる。そして所有は必然的に他者を要求する O 他者は結局のところ

所有できず， しかしかえって自己を成立させる。人倫の体系全体が，つまり

家族，市民社会，国家，世界史という体系全体が自己を成立させ，その中で

人は自由を獲得する O 所有から始まりさらに自由がより展開されるために

所有を超えて行く O 以上が， r法哲学』の要約である O

この議論と，前章の『精神現象学』の議論を，つなげることができる O

2-1-3節で，意識は，感覚的確信，知覚，悟性と進展しそれに合わせて，

意識の対象もまた，直接的な定在である「このもの」から，モノとその性質へ，

さらにはその両者を統ーした力という普遍性に変化した。その「力」は，感

覚的な此岸と超感覚的な彼岸とに分裂する O するとここに最初の三項図式が

誕生する O すなわち悟性，現象，超感覚世界という三項であり，これが所有

論の三項図式であることはすでに説明した通りである O これをここでは推理

論的構造と言い換えることができる。

さて，この現象と超感覚世界は，互いに反転し合う O これが矛盾であり，

この矛盾する存在は，まずは生命であり，さらに相互に自己関係することで，
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これは自己意識となった。

ここで対象は，モノから自己意識，つまり他者となる O 他者がここで導出

され，さらにここでは所有の正当化を超えて，他者に向かいあうことの正当

化も示されている。

さらにこれら『法哲学』と『精神現象学』の他者論を， r論理学』の中で確認

しなければならない。この際に決定的に重要なのは，中項を通じて他者が充

実しその他者が再び中項を通じて，主体を充実させるという仕組みであるo

これが推理論的連結である O 主客は中項を通じて，互いに結び付くだけでな

く，中項を通じて，互いに自立し，自分を充実させ，かつ中項をも充実させ

て，互いに影響し合う O そういう関係になっている。ここで客観は最初は自

然である O それは所有の対象となる O しかし推理的関係を通じて，対象は

発達する O そして主体が，そこに自己を見出せるものにまで生成する O そう

して，主客が結合する O

「推理論は媒介である」とへーゲルは繰り返し言う(例えば， r大論理学』

p.401) 0 しかしその推理論の運動は同時にその媒介の止揚である O 推理論の

運動の中で，両項は互いに関係しあって，他者の媒介によって成立するので

あるが， しかしさらにその運動は両項の自立を促す(同)。客観は，自然か

ら，他者へ，さらには，社会へと進展する O そしてなお，客観は進展し，同

時に主体も進展する。推理論は ここで諸個人と社会という対概念で考えた

場合，諸個人にとって他者たる社会的諸関係を育てるが，社会的諸関係もま

た諸個人の成長を促す。そうして両者は自立する(黒崎)0両者の関係は従っ

て所有ではないのだが所有の真理である。そしてさらにその論理は両者の

つながりを強調しその結び付きを，またそこから得られる自由の確認をし

て行く O

私はこれを，イデアの問題と捉える O すでに示したように (2-1-2)，類個

関係という自己関係が確認されると，その関係にイデアが宿る。ヘーゲルは，

それを理念と呼ぶのである O ここでイデアは所有されると言っても良い。そ

れはすでにロックが栄養物を所有して 身体の一部とし従って自己の一部

とすると言い，また同じく財産と知識を所有じて，自己を作ると言ったとき
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2-2 r論理学』の所有論

に考えられていたことだ。

さて，次の章に移る前に，ここで次のようなまとめをする O 所有は判断論

の論理であり，そこで正当化された。それは必然的に推理論に移行し，理念

に行き着く。以下の章で扱う，そして，ヘーゲル所有論が必然的に辿り着く

所である知的所有論は，推理論的である。それは所有であって，所有を超え

ている D 正確に言えば，モノの所有が狭義の所有であるが，知的所有は広義

の所有と言うべきであり，それは所有に他ならないが， しかし所有の論理を

超え，他者との関係や，類と個の関係への考察の道を開く o ヘーゲルはあく

までモノの所有を中心に所有を考え，それを社会構築の基盤においたが，私

たちは，さらに知的所有を考えることで，より一層明確に，社会構築の基礎

を作ることができるはずであり，さらに情報化社会の基礎を適切に考察し得

るであろう。

議議注

1) I小論理学」の方が， r論理学』よりも，身体については，記述が明確である。

(牧野紀之)を参照せよ口

2) ここでヘーゲルは，論理学の伝統に従って，主語-繋辞-述語という関係

を考えている口それを私は主体←中項-客体と読み直す。それは推理論の次

が，客観論であり，さらにその後は理念論となって，そこで主体と客体の統

ーが論じられることから，その読み直しの可能なことは明らかである O また

ヘーゲルの最終的な帰結が，存在と認識の統ーである以上，ヘーゲルを，存

在論的かっ認識論的に読み込むことは正当である口

3) 推理論についての研究は比較的少ない。それは判断論の研究に比べても，

そう言うことができるo さらに，先にも書いたように，存在論的に読むのか，

認識論的に読むのか，マルクス主義の立場で読むのか，キリスト教の解釈と

して読むのか，ヘーゲ、ル研究は，立場が異なると一般に相互の対話は行われ

ず，研究の蓄積が難しい(赤石)。その中で、役に立ったのは， (竹村)である。
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2-3ヘーゲルの知的所有論

知的所有はまさしく所有である。それは今まで論じてきた所有の概念に合

致する。さらに所有を巡る諸々の問題をそれはより明確にする O つまりヘー

ゲルに倣って言えば，所有の真理が知的所有であると言って良い。所有は主

体と客体を直接的に結ぶ。その場合の客体というのは，他者であり，またそ

れは私たちでもある O そうして主体も またその対象である私たちも，所有

によって自らの価値を増やすことができる O

それは私たちの作ったものを私が私の頭の中に所有することだから，類個

関係である O 類個関係は，分裂の段階から 統一の段階へ進み，ヘーゲルの

場合も，カントと同じく，その最終段階は，平和への展望に至る O そのこと

を解明したい。

2-3-1知的所有の諸概念

この節では次のふたつのことを説明する。すでに所有の諸概念については，

明らかになっている。最初の段階が，労働と承認という始原的定義であり，

次いで，使用という現実的な定義があり，最後に交換，譲渡，売買という，

一見パラドクシカルであるが， しかし所有の本質を言い表す定義がある O そ

れぞれが，所有の特徴を説明している O これらの諸概念がすべて，知的所有

にも当てはまる O このことを説明する O

もうひとつは，ヘーゲル『法哲学Jで，明示的に知的所有について触れら

れている個所がある O それをもう一度読解したい。

前者について，詳細に説明する O 知的財産を獲得するためには，人は労働

しなければならない。それは場合によっては，苦痛を伴うかもしれない。例

えば英単語ひとつ覚えるのに 私たちは ずいぶんと苦労する O その苦労が

なければ，知識は身に付かない。

脳が最初の所有物であり，脳という中項を使って，人は労働をし，その産

102 



2-3 ヘーゲルの知的所有論

物を所有する O その構造は，身体を使って，労働し，その産物の所有をする

のと変わらない。

そしてまた，それは，個体によって獲得されるということが確認される。

個々人の脳によってしか，所有は行われない。知的所有は本質的に私的所有

である O

また， どの程度，知識を持っているか，それを運用できるかは，社会的に

様々な仕方で評価される O 一般に試験は，受験生を選抜するために行われる

が，その選抜は，多くの場合， どの程度知的財産があるかを測ることによっ

て行われる O 社会は諸個人の持つ知的所有の度合いについて，それを計測す

る様々な指標を持っている。

また知識は使用しなければ意味がない。使えない知識は無用である O ま

た知識は常に使っていないと，忘れてしまう O 使用の中に所有が確認され，

それを離れては所有できない。

またここは，知的所有の特殊性であるが，知識を使用すればするほど，そ

の知識は確実で有効なものになり，つまり所有は増える。使用すれば擦り減っ

て，その価値がなくなってしまうモノとは異なる O ここで，所有における使

用の意義が，モノの所有よりも，知的所有において，一層重要になっている

と指摘することができる O

最後に，知識は交換・譲渡・売買ができる O 私たち教師はそれを生業にし

ている O 教師に限らず，サーヴイス産業が中心の時代において，それは必然

的に情報化社会であるのだが，そこにおいては，知識を売買することで，多

くの人々は生計を立てる O それが主たる産業となっている O

しかも実際に，人に知識を教えてみれば明らかなように，知識は人に交換・

譲渡・売買することで，一層豊かになる O 教師が生徒に教えることにより，

一番その物事の理解が深まるのは，実は教師なのである O 人に教えることに

よって，単にその物事の概念が分かるだけでなく， どのようにして，その概

念が頭の中に吸収されて行くのか，その仕組みも分かるようになる O 概念の

生成史を理解することは，概念そのものをより深く理解するのに資する O

ここでさらに，モノの所有よりも，知的所有においては，一層この，交換・
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譲渡・売買という概念が重要であることが指摘できる O

以上，知的所有は紛れもなく，所有である。

後者については以下の通りである O

ヘーゲルは『法哲学』の中で，直接著作権に触れている O ヘーゲルはまず，

著作は社会の中で，鑑賞され，解釈され，新しい書物を書くことに利用され

ることによって， I無主になる」と論じている (64節注)。無主とはここでは，

すなわち，公共の所有と取って良い。つまりまず¥知的所有物は，共有財産

だというのである O

しかし同時に，著作者個人の知的財産権を守ることも重要だと言っている O

68節と 69節の要点は次のようにまとめることができる。書物をコピーした

り，印刷したりすることは容易である。著作家は，一冊の本を書くことにより，

その本を所有しているのみならず，この印刷，コピーという，普遍的な方式

をも所有していると見なすべきである。本を読むために，本を購入したもの

は，それを占有し，使用し，譲渡する権利を持つが その本を印刷，コピー

して，新たな富を作り出す権利までは持っておらず，その権利は著作家のも

とにあると解釈すべきである O 従って，著作家の著作権を守ることは，国家

の仕事である O

もっとも，著作というのは，そもそも他の著作を基に書くものであり， ど

の程度，前の作品に手を加えたら，新たな創作となって，自己のものと見な

せるのか，その基準を決めるのは難しく，従って，票日窃は法の問題ではなく，

これは名誉の問題である O 以上のように，ヘーゲルは言う O

ここにすでに，知的所有についての本質的な事柄が考察されている。作家

は本を書くことにより，その本についての知的所有権を持つ。しかし同時に，

読者は，その本を本屋で買ったり，図書館で借りたりして，読むことにより，

もしその本の内容を理解すれば，それについての知識を所有することになる。

読者の読書という労働を経て 読者がその作品の内容を理解してくれない限

り，つまり読者がその本の内容を所有してくれない限り 作家の所有権は価

値を持たない。つまり他者が所有してくれない限り， 自己の所有物の価値は

発生しない。そのように，本質的に，この所有には他者が必要である O
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2-3 へーゲルの知的所有論

つまりこういうことである O 著作権の場合，著作権を持つ人と，それを使

用する人は別の人である O 本を書いた人は，本を読む人がいなければ，その

価値は認められない。著作権の場合は，本来的に他者が必要で，他者によっ

てその本の著者であると認められなければ，著作権の意味がない。著作権は

私的所有であり，それは正当に評価されなければならないが，しかし本来的

に読者の存在によって，それが認められているo 読者がその本から得るもの

がなければ，その著者もまた報われない。従って読者の一層の利益を図るこ

とが，もし著作権所有者の利益を損なうものでないのならば，促進されるべ

きである O そのことによって，著者は一層評価されるであろう O

これは，以下の節で説明されるように，そもそも個人の生成の問題に直結

する O 個人の意志を物件に入れることが所有であるのだが，それは個人と物

件の関係に留まらず，本来的に他者がそこに必要となる O そもそもヘーゲル

の個人は，社会との関係において決定されるものである O 社会的諸関係が個

人に収束し個人化が完成し，そしてその個人は，例えば著作活動によって，

社会の中に新たな価値を生み出し，再び，社会の中に入って行く O そういう

構造をしている O 著作権はそういう視点で考えるべきである O

さて，これでこの節を終える O 私たちはすでに，物の所有においても，そ

の所有権が認められるためには，そこに承認が必要であり，また個人が生成

するためには，そこに不可避的に他者が要請されることを確認しているが，

知的所有においては，そのことはより明瞭である O そもそも知識とは，他者

との関係性から発生する。物について，言語を媒介した他者との了解，及び

他者を対象にした了解の総体が知識である O

2-3-2 知的所有の諸特徴

以下の三点は，前章 (2-2)の『論理学』分析から得られたものである。

今までの議論から帰結される所有の特徴は，第一に所有物が中項であると

いうことである O 中項は，主体と対象を結ぶという意味である O 一般的な財

の場合，意志、という精神的なものと，自然という物質的なものとを，身体と

いう中項が結ぶ。そしてさらに，そうしてできあがった所有物が，次の所有
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のための中項となる。それは精神的なものと物質的なものとの橋渡しをする

ものである O ところが，知的所有の場合は，これが，意志という精神的なも

のと，同じく精神的な対象とを直接結ぶ。そのことから生じる問題について

は，次節で述べる。ここでは，知的所有もひとつの所有であるという，前節

の結論の確認をする O さらにこの場合は 直接的に，主体という精神的なも

のと対象となる精神的なものとを，所有が結んでおり，主体と他者との結び

つきという役割は明瞭で、ある。つまり モノの所有の場合，それはしばしば

主体とモノとの関係であるかのように誤解をされ，そしてこれが誤解である

ことは，今まで十二分に説明してきたのだが，知的所有の場合は，その種の

誤解が生まれる余地はないだろう O

第二は，この他者の問題である O 知的所有をする場合，他者との関わりは

不可避である。本を読む場合は，著者との対話があるし，教師から教わる場

合も，教師との相互交流がそこにはある。そうやって，知識は脳に蓄えられ

る。また所有物は使用しなければならずそこにも他者は不可避的に関わる O

自ら本を書いたり，人に教えてこそ，知識は役立つ。そうして，人に教えた

り，本を書くということは，知識を人に譲渡するということである O ここで

は，その行為は，読者や生徒の存在があって，初めて成立するものである O

読者や生徒が評価してくれなかったら その行為は成り立たない。さらにま

た，本を書いたり，教えたりすることで 社会全体の教養を高めることに貢

献している O そういうことが，知的所有においては，一般の所有よりも明ら

かである。

つまり，所有を論じる際に，また自己を論じる際にも，そこに他者が不可

避的に関わるという指摘をするだけでなく，自己が他者に影響を与え，他者

を作って行く，また他者の総体としての社会を形成しているということが明

らかになる O これが重要である O

第三の問題は，人格の問題である O 知的所有をすることで，その所有者の

人格は豊かになる。たくさんの知的財産を適切に使用すれば，その人は人格

者だということになるし 著作権保持者の人格も尊敬されるべきである。

ロックが所有といった場合に，念頭においていたのは，一定の土地を所有
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2-3 ヘーゲルの知的所有論

しているブルジョアジーである O ある程度の財産を持って初めて，人格者と

して社会に認められるという考えがそこにはある O 残念ながら，私たちの時

代に，財産を持っているだけで，人から尊敬されることは少ないが，知的財

産なら，まだ尊敬を得るのが容易だろう O それは本質的に，所有が人格に関

わり，かっそれが，第一と第二の論点，つまり他者に関わるからである O 分

かり易く言えば，知識は他人のためにあるし，人格者とは自分の財産を人の

ために使う人のことを言うからである O

ここにおいて，知的所有が自己を作るという観点が明瞭になる O 物質的財

産であっても，本来はそうであるけれども，知的財産の方が分かりやすい。

そのことは繰り返し指摘されるべきであろう O

以上，三点で，所有の持つ根本的な性格がより明確になる O このことは次

節以降でさらに考察されるが，とりあえず，ここでは，本来所有一般が持っ

ている性質が，知的所有において，より一層明瞭になったと考えるべきであ

るO それに対して 以下では 知的所有ならではの特徴が考察される O

第一の特徴は，以下の通りである。知的所有物は，中項であるが，精神と

しての主体と精神としての客体を直接的に結ぶ，自らも精神的な中項である O

それは所有物がそうであるように，主体と客体の両方に関わる O ここで知的

所有の場合，客体は，その知識を共有する他者，及びその総体である共同体

である O そうすると，知的所有物は，主体の私的財産であると同時に，それ

を共有する共同体の共有財産であることが分かる O それは知識を共有するメ

ンバーの数が増えても減ることはなく，むしろ逆に増える。物理学の専門知

識を有する知的共同体は，そのメンバー聞で，競争して知識を増やすことに

よって，各々の持つ財産は増え，全体としても一層増えるはずである O ある

いは，知識は，人に教えることで，一層自分の理解が深まり，知識はより確

実なものになる O 教師は何よりもそのことを自覚しているはずである O 所有

は本来的に私的所有であるという根本的な特徴は確認した上で， しかし知的

所有であれば，それは同時に共同所有である O

さらに，知的財産は，通常の財産と異なって，排他的でないために，人に

与えることによって，一層自らの財産が増えるという特性を持つ。また，原
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則として，誰に対しでも，聞かれている O 本来的には知的共産主義が，つまり，

万人の発展と個人の発展が矛盾しない世界がここに訪れるはずである O 現実

的にはきわめて困難であるが 1)。

第二の特徴も，この，共有が同時に私的所有であるということに関わる。

知的財産は，基本的には，個々人がそれぞれ努力して習得するしか他に，習

得の仕様がないのだが，同時に ある集団が共有する知的財産の総体が重要

になって来る O

ヘーゲルは， しばしば教養 (Bildung)という言葉を使う or法哲学jI市民

社会論」で，市民の持つ諸々の欲求を普遍的なものに高めるのは教養である

と言う (187節)。また「司法活動」では，法を具体的に運用するには，やは

り教養が必要だとされる (209節)。そうして市民は，それぞれの職業を通じ

て，教養を高め (252節)，教養を持った国民の総体が，まさしく国家に他な

らない。「国家の実体性は教養の形式を通過した所のものとして，自らを知り，

かっ意志する精神であるJ(270節)。その国の法体系は，基本的には，国民

の教養の総体に依存する O カントもまた 『永遠平和のために』において，一

国の文化，民主主義の度合いについて論じている O それが平和に向かわせる O

また私たちは今日， social capitalという名で，ある共同体の持っている知的

財産の総体を，その共同体の政治参加の度合いを測る (Putnam)0 これらは，

知的財産が，個人によってしか担われないのだが，重要なのはしかしある

共同体の持っている知的財産の総体であるということを示している。

第三の問題は，第二の問題と逆に 知的財産が共同体の共有財産でありつ

つも，結局は，個人の能力によって，個人に身に付けられるしかないとい

う，最も基本的なことに関わる O そしてそこからふたつのことが確認でき

る。ひとつは，知的所有物は，個人によってしか身に付かないという点から，

リベラリズムの原理が基礎付けられる O その陥りやすい危険性については，

1-1-1ですでに触れ， 3-2-2で再度触れるが， しかし基本的には，私たちは，

リベラリズムを採用するしかない。

ふたつ目の帰結は，個人所有が必然的であるために，才能のある者とない

者，運の良い者とそうでない者，そしてその結果，たくさんの財産を持つ者
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2-3 ヘーゲルの知的所有論

と，少ししか財産のない者との格差が生じる O これは私的所有を肯定すれば，

当然出てくる問題である O しかし知的財産の場合，その格差が一般的な財

産に比べて，格段に大きくなるということは指摘すべきである O

知的財産の場合，格差がどうして大きくなるのかということについて，こ

れは. 3-3-1-bで扱われる。また知的所有の格差是正について，または情報

化時代の格差是正について，様々な試みが提案されている O そのことも，以

下に扱われる O

さて，ロックとカントにとって，所有の問題とは，正当化の問題であった

(1-1と1-3)0それがさらに，ヘーゲルにおいては，イデアの問題になる O

2-1-2の初期ヘーゲルに即してすでに論じられ.2-2-3の『論理学』を論じた

結論部でまとめられる O それは潜在的にはカントの問題でもあった。個人が

私的所有をしても良いという問題から，その所有が，他者との関わりを要求

し，かつ他者の発展を促し，自己をも発展させる O そういう機構が所有であ

るしそういう役割を所有は持っている。

また同じく 2-1-2で論じたように，ヘーゲルにおいて，自己関係の論理が

承認の論理を，両者同ーのものとして含み，それがイデアの臨在に関わるこ

とが確認されねばならない。それが所有の真理である O まず所有物をどう作

り，そして社会をどう作り，その中でどう個人を作るか。そのことが論じら

れるべきである O

人類が，私的所有をすることで，類の維持を可能にし，類が発展する O そ

れが所有の正当化の議論であった。諸個人が自由に活動することで，類が発

展する。

こういったことをヘーゲ、ル『論理学』の中で確認しそれを知的所有につ

なげたい。もう一度，自己関係の論理が承認の論理と同じだということを考

えたい。私は以前，自己関係と個体化と，そのふたつが，ヘーゲルの論理で

あるとまとめている(高橋2001)0それを簡単に振り返っておく O そしてそ

のことが，知的著作権の問題を通じて，あらためて論じられるだろう O

まず自己関係について確認する O 自己関係は，発展の論理である or論理学J

を構成する存在論，本質論，概念論という三部から，それぞれ以下の論理を
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取り出すことができる O 最初の存在論からは，個々の有限の運動の中に，い

かに無限を内在させるかということ，また次の本質論においては，本質と現

象という運動の中に，いかに本質を体現させるかということ，また最後の概

念論においては，類と個の関係において いかに類を受肉させるかというこ

と，総じて，いかにイデアを臨在させるかということが， r論理学』のポイン

トであるとした。またシステムが，そのようにして発展するということを論

じた。これが自己関係の論理である O

2-1-2で，私はハーパーマスを批判して，自己関係に三つあることを論じ

たが，それは，この『論理学』の三つの部に由来する。また，そのそれぞれ

が同時に承認の論理となっている O つまり，自己が他者に変わって行く悪無

限において，変わって行く相手は，実は自己であると気付くことが，真の無

限になるという論理，また，本質と現象が互いに相手を自己とみなす論理，

そして類と個が，推理論的につながって，相互に相手の中に自己を認める論

理と考えることができる O

さでもうひとつ，考えるべきことがある O 私は，以前にヘーゲルの類個関

係の論理構造を DNAの比聡を使って説明したことがある(高橋2001)0 人

類全体は DNAを要素とする ゲノムと呼ばれるシステムであり，個人もま

たその DNAを要素とする，人類全体とは別の，ひとつの生物システムであ

るO 人類全体というシステムと個人というシステムは，それぞれ相異なるシ

ステムであるが， DNAを共有するシステムである O あるいは他人もまたひ

とつのシステムであり，個人は別の他人と一部の DNAを共有している O し

かし要素を共有していても，システムというのは，要素の一部でも異なれば，

まったく別のシステムとなる O 従って 各主体はそれぞれすべてまったく異

なるシステムである O

この DNAをコミュニケーションと行動とみなせば，それらは個人と社会

の共通の要素である O このことは，個人は他者及び社会全体と，コミュニケー

ションと行動という要素を共有しているということ さらには，そもそも個

人はそれらを要素とするシステムであるが，ひとつひとつの要素を他者と共

有することによって，他者と関わり，他者との関わりの総体として個人が成
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2-3 ヘーゲルの知的所有論

立するということである O つまり社会というシステム，個人というシステム，

及び他者それぞれのシステムは，各々独立しており，従属関係にはないが，

相互に影響を与えるのである。

しかしヘーゲルの類個関係の論理は，すでに論じ，また 2-3-3と3-2-3で

さらに詳しく述べるが，それ以上のものである O 第一に，その関係は自己関

係である O つまり個も類も，相手の中に自己を見出す。そして相互に，相手

を豊かにすることで，自己が豊かになるという仕組みになっている。これが

システムについて理解すべき第一点目である O 個人というシステムを豊かに

することでしか，つまり個人というシステムの中に，類というシステムが凝

縮されて内在しているから，そこを豊かにすることによってしか，類は豊か

にならないし，類が豊かになることで，個は充実する。ここに，先の自己関

係の三番目の論理が，この個体化の論理に他ならないことが了解される 2)o

所有を通じて，まさにこの行為が確認される O つまり，知的所有において

は直接的に，一般の所有においては，間接的に，このことが明らかになる O

それは社会の原理である。ヘーゲルは基本的には，モノの所有に基づいて， r法
哲学』を書き，所有に始まって，社会が進展し最後は類と個の関係について，

そのダイナミズムを考察した。このことは 再度次の節で整理される。そし

て知的所有を考えれば，他者関係から，類個関係へと，そしてそれが自己関

係であることが，直接的に考察が可能である o

ここで，知的所有=知識として良い。これが主客図式の中項になる O 中項

を充実させ，そのことによって，主体と対象の両方を充実させる。これが知

的所有論の課題であった。

もうひとつ考えるべき点がある O それはこの自己関係が否定的な自己関係

であるということである or精神哲学Jaエンチュクロペデイー』第三部)の

381節(岩波文庫の翻訳では，第 5節となっている)の長い補遺は，この間の

事情を探るのに格好の題材を提供している O

動物は，性関係において，相手に，自己と共通の類を感じる O 動物はこう

して，新たな有限の個を生み，自らは死ぬ。動物の場合は，これだけの話で

ある O 有限の個を通じて無限の類が生じる O ここに個と類の，つまり有限と
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無限の論理的な関係はすでに出ている O しかし動物はそのことを自覚してい

ない。この自覚の有無が自然と精神とを分ける。人間の自我は，精神活動に

おいて，動物と同様に他者と出会い，そこに類を感じる。他者から認められ，

他者を認めることで 自らが類であることを自覚する O 自我はこのことを自

覚することにより，有限の運動から無限の運動に移行する。有限の個は，い

ずれは死ぬが，無限の，類としての精神は無限である O ここに，個と類の関

係は，単に自己関係であるのではなく，否定的な自己関係になっている O

知的所有は，所有で、あって，しかし類個関係であり，その活動は，有限が

無限になる運動である O ひとりの個人は有限だが，精神活動をすることで，

類としての無限の運動に参入する O

さて，本書の最後(3-3)の三つの節では，具体的な政策提言に踏み込みたい。

イデアを個人が個人の内に宿すこと O ヘーゲルにとって，無限，イデア，自

由は同義である O 無限を個が内在させ，イデアを臨在させ， どう自由に生き

るか。他在の中の自在，つまり他者とともにあって，自己の個性を発揮する

という，ヘーゲル自由概念が具体的な場面で，これから考察されねばなら

ない。しかしその前に 2-3の最後の節として以上の普遍と個別の問題を，

ヘーゲルの『論理学』だけではなく 『精神現象学』と『法哲学』に即して扱い，

そのことによって，まずヘーゲルの説明を完了させたい。そうして次に，ヘー

ゲル以降の所有論具体的にはマルクスのぞれとマルクス以降のそれとを扱

いたい。

2-3-3 普遍と個別

すでに知的所有論の論理構造は前節で確認した。知的所有とは，私が，私

たちの作ったものを，私の頭の中に所有することである O これは必然的に，

私たちと私の関係，つまり類個関係となる O つまり先に述べたように，所有

は狭義にはモノの所有を指すが しかし知的所有も 紛れもなく所有の定義

に合致し， ここに知的所有を含めた広義の所有概念が得られる O この広義の

所有が類と個を直接的に結び付ける O

類個関係が分裂の段階から統一の段階に進む，その進展を詳細に描いたの
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2-3 ヘーゲルの知的所有論

が，ひとつは『精神現象学』であり， もうひとつは『法哲学』である。前者は，

精神の内部の問題として抽象的に考察しそれを具体的な社会の中で、扱った

ものが，後者である。そのことを見て行きたい。

『法哲学』市民社会論の評価は一般に高く，国家と市民社会の関係について，

現代でもなお有効な議論を提供しているが，そのあとヘーゲルは論理を進め

て，国家の中に諸個人の自由が溶解する O そこではカントの平和論が批判さ

れて，戦争が肯定される O そうなると，たちまちヘーゲルは嫌われる。ヘー

ゲルを肯定する側では，市民社会論は活かせるが，君主制擁護，戦争擁護の

ヘーゲ、ルは時代の制約があったと，そこは切り捨てる O 一方ヘーゲル批判の

側は，まさにそこにこそヘーゲルの本質が現れfていると考える O

私は，その両方の，つまり国家の中で市民社会が機能する論理と，戦争を

する国家と，その両方をヘーゲルの論理として肯定し，さらに世界史の中に

位置付けられる国家像を提出し，ヘーゲル国家論のまとめとしたい。そして

その議論をする前に，それと並行的な議論が『精神現象学Jに見られること

を確認する。今まで述べた知的所有論から，普遍と個別の議論が， r精神現

象学』と『法哲学Jとでなされる O

『精神現象学』の「事そのもの」の議論は， V I理性の確信と真理Jの最終章

で行われ，知的所有物を巡って，どのように普遍と個別が関係をするか，そ

れが主題となっている。それは『法哲学』第三部「人倫」の第二章「市民社会」

から第三章「国家」への移行に対応する O ここで普遍と個別が最初に統一さ

れる 3)。 ここである知的所有物を制作しようとする個人を考える O 例えば

ある青年が小説を書こうとしたとしよう O 労働して所有物を得た個人が， ど

のようにその所有を社会の中で正当化してもらい，社会の中に自らを位置付

けるかというのが，ロック，カント，ヘーゲルの問題意識であり，その場合，

土地の所有，農作物の所有が念頭にあったと思われるが，ここでは，所有は

知的所有である。そのことによって，普遍と個別という問題が明瞭になる。

まず近代社会では，普遍と個別は分離していて，青年が小説を書こうとし

た場合，それは共同体の代表として，あるいは共同体意識に即して書くので

はなく，個人の内面に向けられる O つまり一旦ここで，個体は普遍から分離
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していて，小説家は自らの個性を描こうとする。しかし作品ができ上がると，

それは他者から評価されねばならない。つまりここで個体の意志は普遍性の

領域に投げ出される O そうして主観的な理想は，他者との相互承認の世界に

入って行く O つまりその小説が価値のあるものかどうかは，他者の評価に委

ねられる O この論理を自説の展開に活用した竹田青嗣は，これを「フェアな

承認ゲーム」と呼ぴ，それが批評のゲームを含むことで「承認の普遍性」がよ

り聞かれた構造として存在すると言う(竹田 2009p.234f.) 0 そうして， r個体

性(人間の個性)と普遍性(社会的なほんとう)との『統一』があ」る，と言う

(同 p.235)0 一応はここで普遍と個別は， r相互浸透 (Durchdringung)Jして

いる O この「相互浸透」という言葉は， r精神現象学』のこの節のキーワードで，

何度も使われる〈例えばp.297=p.404)。普遍と個別の最初の「統一」と言って

良い。あるいは，両者は調停されていると言うべきであろう O

この間の論理は興味深い。個体はきわめて自閉的である。「意識は元気良

く，自分から出て行くが，ある他者に向かうのではなく，自分自身に向かつ

て行く O 個体性が自分自身において現実的なので，働き掛けの素材や行為の

目的もいずれも行為自身においてある。だから行為は，ひとつの円環の運動

の様相を呈し，それは自由に空虚な空間を，自分自身に内において運動する

…J (p.293=p.398) 0 これはどういうことか。つまり個体が何かしようと思っ

たとき，その個体は自らの目的を現実化するにはどうすべきか，またそのた

めに社会はどのような仕組みになっているのかを考える O つまり実現される

前に，その個体の意識の中で，すでに実現されている必要がある O ここで言

われているのは，そういうことである O これは， 3-2-3で検討されるが，現

代のシステム論の論理を街備させるぺこのようにして，自律したシステム

としての個体が，普遍に晒され，その中で調停される O

かくして作品を作ることにより，個人の内的本質は，公に，つまり普遍的

に批評される O しかしこの普遍と個別の「相互浸透」はまだ，はなはだ不十

分なものである O 資本主義社会の実態が ヘーゲルの念頭にある O 個人は普

遍を目指すと言って，ただ単に個人のエゴイズムを追求するかもしれない。

しかし社会は互いに，そういうエゴイズムから成り立ち， うまくそれらを調
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2-3 ヘーゲルの知的所有論

停し，そこに普遍性が成り立っている O

その後は『精神現象学』を引用しつつ，ジープに導かれて，続きを扱う (Siep

1993)0 

個人の自己意識は，人倫的な実体にまで高まっている oI人倫的実体が自

己意識の本質であり， 自己意識が人倫的実体の現実態であり，定存在であっ

て，また人倫的実体の自己であり，意志であるJ(p.323=p.441) 0 かくして精

神が生成する O 個人は共同体の一員として，その精神を体現し，その作品は，

「普遍的な作品J(p.325=p.733)である 5)。

ここで類個は，一旦は統一されている O それからそれは世界史の歩みに入

るO そうして再びその類個の統一は分裂しその後長い道のりを経て，もう

一度統一が目指される O 古代ギリシアでは，人倫はまだ自然性が強く，個人

の自覚的な行為を包摂し得ない。ローマでは，法の前での平等な人格とその

所有権とが認められるが，それはあまりに抽象的で，個d性を持った個人は成

立していなしミ。近代に入って初めて，人は教養を身に付け，そこから国家権

力と富が生じる O 個人は再度，エゴイズムに基づいて，労働をし，消費をす

るが，社会は分業システムを通じて，うまくそれをまとめる。「人間は他の人々

をうまく利用し，また利用されているJ(p.416=p.873)。

この近代の論理は複雑で，本当は長い説明を必要とするが，ここではそ

れを省略して，一気に結論に入る o VI章「精神」の最終節は， I良心」である O

そこで個別的な自己は，そのままで普遍的なものと一致し かっそのことを

個人は知っている O 個人の行動は他者から承認されており，現実的である O

そうしてさらにまだいくばくかの道のりがあり，この「良心」の節の最後で，

精神は他者と和解し，自己を成立させる O

ここをジープは次のように説明する oI個人の個人としての完成が共同の

道徳的文化の表現であるということ，そのことこそが，ヘーゲル『精神現象

学』の今日なおアクチュアルな遺産と評価しうるものではないでしょうか」

(p.545) 0 彼は続けて， I道徳，法権利および政治的文化とは，たんに私的な

利害の衝突を回避したり調整したりするに留まるものであるべきではない」

(p.545f.)と言う O 個人の充実が普遍の充実につながるのである O 単に「事そ
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のもの」の論理に留まらず，ヘーゲルの積極的な意義をそこに見出すべきで

ある O

以上でヘ}ゲルの論理はすべて出ている O ヘーゲルを理解しようとすると

き，次のことは，常に念頭においた方が良い。つまり，潜在的または未分化

の段階，矛盾が表面化し分裂する段階，それが統ーされる段階というトリ

アーデは，ヘーゲル理解には必須で、ある O しかしそれを固定化しではならな

いしまたそれでヘーゲルの論理が汲み尽くされる訳ではない。ヘーゲルの

論理構成については，この第2部で、扱ってきた。それは最終的には，普遍と

個別の議論に収飲していく O 個別と普遍が未分化の段階分裂している段階，

統一されている段階と三段階を経るということは，まずは押さえておく。し

かしそれでは，具体的に社会の中で，類個が統一される段階とはどういうこ

となのか。その議論が十分になされねばならない。

『法哲学』の第三部，人倫の構成は，家族，市民社会，国家となっている O

これが論理的には，家族の中で諸個人間の一体感が強調される段階，社会に

入り，様々な欲望がぶつかり合い，諸個人が分裂する段階，その分裂が国家

の中で統一される段階とそれぞれをみなす。この理解は間違っていなしミ。し

かしそれだけでは不十分である O

国家は， さらに次の三段階を持つ。国内公法，国際公法，世界史の三つで

ある O ここで以下，その三段階を確認したい。まず市民社会の中で，個別た

る諸個人は，普遍としての国家を求める O 市民社会において，すでに国家は

現れているが，それはただ単に，市民社会の分裂状態を調停するだけであっ

た。しかし諸個人は，国家の普遍性をより強く求め，国家もまたそれによっ

て自らの普遍性を強める O これが第一段階である O この段階の国家は，直ち

に戦争に突入して行く。というよりも，戦争を前提に，国家は統一され，戦

争とともに， しかし類個は分裂して行く O そうしてその後，諸個人は，国家

が最終的な普遍ではないことに気付き より上位の世界史という普遍を求め

るようになる O 以下，詳細にこのことを確認したい。

『法哲学の講義録(ハイデルベルク大学 1817/18Hによれば，次のようで

ある 6)0 I市民社会は個々人の生命と所有の保護を自らの基礎に持っていて，
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2-3 ヘーゲルの知的所有識

そこに自らの存立があるJ(114節)。つまりホッブズとロックの主張はここ

で意識的に位置付けられている O ただし，ヘーゲルは 欲望の体系は，司法

活動や福祉政策によって，私的な欲望を社会化すると言い，個人が市民社会

では，中間集団によって，育てられると言う O そうして育てられた個人は，

さらに国家を要求し国家から承認されたいと思う O 諸個人の欲望の体系と

しての市民社会で，人は労働し，資産を作るが，その際に，個人は法に従う

べきことを自覚する。再び『法哲学』に戻って，その 209節をパラフレーズ

すれば，人は労働の際に，人は他者との相互依存の関係にあることを自覚し，

それが教養を身に付けることによって，単なる関係という抽象性が法という

具体性になる O そうして 230節では，人は次のふたつの類個関係に入る O す

なわち福祉行政と職業団体である O

このことを類個関係に即して説明する O まず，市民社会において， I職業

団体や地方自治体」が最初の類である。「だから個人は普遍的なものに対する

自らの，現実的で生き生きとした使命を，第一に職業団体や地方自治体といっ

た，自らの諸圏において達成するJ(308節注)0 しかしその類はまだ，ただ

の調停役にすぎない。そうして市民社会から国家の段階に移る O 国家よりも

個人を束縛し個人のアイデンテイティを確保する上位のものはない。だか

ら，この国家の第一段階では 国家が最終的な類である O

このことを国家の側から見てみる O 国家もまた，他からの承認を必要とす

る。それは圏内と国外で得る必要がある O つまり国家の正当性は国民及び諸

外国からの承認による O 国家はもはや「国民の生命と所有の保護」を目的と

はせず，圏内的には国民に教育をして，個人を育て，さらに国家維持の義務

を植え付ける。また対外的には自国の独立主権を主張する。そうしてその際，

国家を超える上位の主権はないから，国家間の調停が困難であれば，あとは

戦争しかなくなる。

しかし戦争というのは，国家が他の国家と関係を持つことであり，そう

であれば，国家は絶対的なもの，実体ではない。そうすると，その上位のも

の，つまり国家間の関係があり，それを超えた段階をヘーゲルは世界史と呼

び，それこそが実体であり，その中に国家が位置付けられるという段階があ
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るはずである。私は国家間の戦争の段階を第二段階として，これを第三段階

としたい。

ここで世界史は，上位の概念であるにもかかわらず，ヘーゲルも，そして

また私たちも，国家を超える上位の概念はないと d思っている O ヘーゲルの時

代において，また現代でも，世界は主権ではなく，軍隊も警察を持たないか

ら，国家が最上位の実体だと考えられている。それはどうしてか。

『法哲学』の，第一節囲内公法の後半，対外主権と，第二節国際公法は，

カント平和論批判が眼目である O これは一言で言えば，それぞれの国家は，

それぞれの歴史，経済発展段階，つまり特殊意志を持ち，それらは連合でき

ない。連合するとすれば，それは偶然的であるとヘーゲルは言う O ヘーゲル

のこのあたりの論の進め方には，最初から戦争を肯定しようという発想が強

く見られる O

戦争の理由は次のふたつである O ひとつの理由は，次の通りである O 市民

は職業訓練を受け また教養を積み それによって次の段階に進み，国家を

求めるようになる。その国家は立憲君主制である。なぜ立憲君主制なのかと

いう説明をする前に，ヘーゲルが民主制をどう思っていたかということから

説明する O 先の『法哲学の講義録.]135節注と 137節注をまとめれば，民主制

だと市民社会で完成した自由な自我に全面的に基づくことになる。しかし

ヘーゲルは，それはギリシャ・アテネで見られたもので，そこでは芸術や学

問は花開いたが，国家は崩壊した。従って，今ここに必要なのは，その自由

な自我を組織する国家であり それは立憲君主制に他ならない。個人は自己

否定によって，国家の一員になる O

再び『法哲学Jから引用する O ヘーゲルは次のように言う or (国家という)

実体が一切の個別的なものと特殊なものに対する，絶対的威力として，生命

と所有とその権利，ならびにその他の諸々の仲間集団に対する絶対的威力

として，これらのものの空であることを存在と意識にもたらす…J(323節)。

これが個と類の否定的自己関係である O

個を活かす国家だから，その国家が危機にあれば，個は国家のために死ぬ

覚悟が必要だ。自分を活かしてくれるもの 自分がそこで自分として認めて
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2-3 ヘーゲ1レの知的所有論

くれるものを助けねばならないと考えるからだ。これをヘーゲ、ルは， I戦争

の倫理的契機J(324節注)と言う O つまり個が国家という類を自覚するため

に戦争は必要なのである O

もうひとつの理由は，国家の側の問題である O まず国家は類であるとされ

るが， I国家は個体で，否定の働きがあるJ(324節補遺)。つまりそれは， Iお

のれにとっての対立物を生み出し，敵を生み出すに違いないJ(同)。これが

類そのものの持つ否定的自己関係であり，まさしくこれが，国家から見た戦

争の理由である O

国家は独立しているが，それは他国からそのように承認されていることに

他ならない (331節)0しかし国家はそれぞれの特殊な意志を持ち，それらは

時としてぶつかり合い，合意が見出されなければ，解決手段は戦争しかない

(334節)。

この個人と国家の関係は，ヘーゲルの場合，一貫して，戦争を念頭に考え

られている O 初期ヘーゲルの『人倫の体系』にも，後の『法哲学Jと同じ内容

の記述がある(第3章第 1節 1) 0 

しかし私は，この戦争観は，二重にヘーゲルらしくないと思う O つまり，

ふたつの理由のどちらも，ヘーゲル的でない。まず，個人は市民社会で発展

し国家でさらに発展する。しかしその個人を最大限発展させる仕組みは，

民主制であって，そのことをヘーゲルは認めている O しかし戦争に負け，崩

壊してしまう古代民主制ではいけないと言うのである。つまり，ここから言

えるのは，戦争が無ければ，それはそれで，個人はちゃんと発展するのだか

ら，民主制の方が良いということをヘーゲルは逆説的に認めている O ただ戦

争がないということは考えられない。だから民主制を低く考える O

とは言え，私がヘーゲルから学んだのは，個人の発展という観点である O

先の『精神現象学』の類個関係では，個人が最大限発展することで，類を充

実させる O とすれば，やはり民主制の方が本当は良いはずである。

第二に，国家を，先ほどから繰り返しているように，実体とし，またこの

文脈で言えば，最終的な普遍としているが，国家は戦争という形であれ，そ

うでない場合であれ，他の国家と関係を持つ。実体というのは，それだけで
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成り立つもので，また最高の段階のものだから，国家は実体ではあり得ない。

実体は，ヘーゲルの体系では，世界精神のはずである O また国家は普遍のひ

とつだが，最終的な普遍ではない。国内公法国際公法世界史と展開し，ヘー

ゲルの体系では，最後のものが，一番段階が高いのである O しかしヘーゲル

は，戦争のためには，国家に個人が命を捧げなければならず，最高の段階に

対して，自らの命を捧げる訳だから，国家を実体，または最終段階の普遍に

する必要があった。そしてそこで 普遍と個別が統一されたと考える必要が

あった 7)。

しかしヘーゲルは本当は自覚している oI (民族精神の有限性を示す)弁証

法から，普遍的精神，すなわち世界精神が，…自らの法を，その法が至高の

法であるのだが，世界審判としての世界史において，各民族精神に対して執

行するJ(340節)。さらに次のようにも言う oI世界史は…普遍的精神の展開

であり，実現であるJ(342節)0また， I人類の完成可能性J(343節注)とい

う指摘も重要である O 世界史においてこそ 類と個は完成される O これらの

記述は，上の二点をヘーゲルが自覚していることを示している O

個人が国家と一体化している第一段階と，戦争という第二段階を経て，そ

れから国家と国家の聞にネットワークができて，個人が直接そのネットワー

クに関与して，国家を超えたものが示唆される第三段階を考えることができ

るO それはつまり世界史の中にある諸国家に他ならないのだが，私たちは，

それを打ち出すことができる O 世界政府と呼ぶべきものができている O それ

は世界国家ではない。しかし 先に市民社会において 中間集団の中で教育

された個人がより高い自由を求めて，国家を求めたように，ここでも個人が

世界政府を求める O それは暴落を防ぐためであり戦争を防ぐためでもあり，

また環境問題などに対処するためである O 詳しくは 3-3-3で議論されるが，

ここで，様々な中間集団，国家，及び諸国家のネットワーク的世界政府の中

の諸個人という概念をヘーゲルの解釈からも得ることができる O つまり中間

集団，国家，ネットワーク的世界政府という三段階の類を抽出できる O そう

してそれぞれのレベルでの類個関係が吟味されるべきである O

またこのネットワーク的世界政府は，国家を止揚してできるものではない。
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2-3 へーゲルの知的所有論

このことはすでにカントが論じていた。つまり，諸個人は国家の中で育ち，

その国家が他国と関係を持ち，諸個人は様々な国を超えて，ネットワークを

作る O また，ヘーゲルの記述に従えば，この世界政府は，国家の次に出て来

るものではなく，国家の最終的なあり方に他ならない。国家は類であり，諸

個人にアイデンテイティを賦与する役割を持ち続けるが， しかし諸個人を活

かすためには，国家はさらに上位の類，つまりネットワーク的世界政府を必

要とする O それによって，またその中で，国家も活かされる。国家は，ネッ

トワーク的世界政府という普遍の下では，個となるからである O

ヘーゲル『法哲学』においても，カント『法論』と同じく，その論理は所有

論に始まり，その帰結は平和論である。しかしこれがほとんどそう考えられ

ていない。ヘーゲルの市民社会論は評価されるが， しかし国家論は，この第

一段階と第二段階の戦争する国家しか考えられていないから，ヘーゲルが評

価されることはない。しかし第三段階まで考えるべきである O また先に述べ

た， r精神現象学』の「良心」での，類個統一の段階は， r法哲学Jでは，ここで

初めて実現される O

最後に，前節で挙げた「精神哲学J(rエンチュクロペデイー』第三部)の議

論を再度引用する。 381節(邦訳『精神哲学』では， 5節)の補遺において，精

神の誕生が説明される O 生物において，死は，類と個の矛盾である O 死は個

別の否定であり，動物においては，それはただの否定であるが，人は精神を

持つことにより，自己の有限性を克服するとヘーゲルは言う O つまり人は，

精神活動をすることにより，自己の有限性を意識しそのことによって，自

らの内に，無限の精神を宿す。この論理は，先にも『論理学』の説明の中で

述べていて，ヘーゲルの観念論の最も重要なものとなっている O

『法哲学』の議論で，人は国家が戦争をすることにより，その国家の中で，

普遍性を意識した。しかし戦争によらなくても，人は有限で死すべき存在

である。精神活動，つまり知的所有の行為の中でそのことは意識され，その

自らの有限性の自覚が，普遍性の意識につながる O その普遍性は，ここでは

まさしく国家を超えた，人類の精神そのものである O このことは，ここでは，

ヘーゲ、ルの記述に従って議論されたが，同じ結論を 知的所有の議論から直
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接的に導出することも可能である O

ここまで来て，初めてリベラリズムの基礎付けができる O リベラリズムは，

その定義も含めて， 3-2-2で詳述する O それはそもそも きわめて欠点の多

いものだけれども， しかしこれは否定できず，私たちはリベラリズムを承認

するしかない。

普遍のもとでの，個の有限性と可塑性が確認されている O ここでは特に，

有限性の自覚に焦点を当てる。これがヘーゲルの言う，否定的自己関係にな

るO この自覚が精神の歴史，つまり普遍性を要求する。

個の権利に力点をおくのではなく むしろその有限性に力点をおくリベラ

リズムこそ，ここでの議論である。有限性を自覚しその上で個の最大限の

権利を認めて行く。普遍と相互浸透し相互に生成発展するだけでなく，そ

もそも，両者がどう相手を要求し，自らを成立させるかという，根源的な関

係を問うことが重要で、ある O それをヘーゲルは否定的な自己関係と言ったの

である O

警警注

1) これは 3-3-1で触れる，個人の有限性と可塑性，及び私が「情報の全体主義」

と呼ぶもののためであるo

2) このことは， 3-2-3で扱うシステム論を使って，さらに整理される O

3) この間の整理には，竹田青嗣を使う oI事そのもの」を評価する竹田の論(竹

田2009第5章3節)は，ユニークなものだが， しかしこれはやはり分裂の段

階のものであって，それは『法哲学』の市民社会の論理である O この点で， ri法
哲学Jの市民社会論のみを評価する多くのヘーゲリアンと変わらない口

4) ルーマンもまた「相互浸透J(Interpenetration)という言葉を使う。ヘーゲ

ルとの違いは，これも 3-2-3で扱われるD

5) r精神現象学』の「人倫」と『法哲学』の「人倫」は，同じものではないD これ

については，様々な研究があるが，滝口清栄が分かりやすい(滝口 2007a)0

簡単に言えば， r精神現象学』の「人倫」は，ギリシア的な人倫で， r法哲学』の

「人倫」は近代的なものであるD

6) 福吉勝男によれば，この講義録が最も『法哲学』の考えを表している(福吉
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2-3 ヘーゲルの知的所有論

2002，2006)0 

7) 以上は， (福吉 2006)を参照した。また，実体概念については，加藤尚武を

参照した(加藤 2006)0またこのあたりのことは， (加藤 1999第 12章)にも

ある。
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第3部現代所有論



3-1 マルクス主義の所有論

マルクス主義についてもまずその所有論を整理したいと思う O 疎外論的所

有論がその最初のものである O そして，物象化論がその批判として出て来る O

そして最後に推理論的マルクス理解を挙げる O 見通しを挙げておくならば，

疎外論的所有論の克服として，他者性を重視した物象化論が出て来て，さら

にそこで失われた自由の回復が求められる O 私はマルクス主義の所有論の，

あの膨大な資料を全部整理することはできない。またマルクスの著作をすべ

て解明することもできない。しかし以上の観点から，マルクスの解釈を試み，

それを以って，マルクス主義の所有論の整理をすることはできる O そしてそ

れが，マルクスの理解，及びマルクス主義の整理において，根本的なものに

なり得るのではないかという感触は得ている 1)。

3-1-1 疎外論的マルクス主義

ヘーゲ、ルは貧困について明瞭に語り，かっそれを市民社会における本質的

な問題だと考えている。『法哲学』の，まさに市民社会から国家へと説明が進

んでいる所，具体的には， I福祉行政と職業団体」の所で，ヘーゲルは次のよ

うに言う。「他方では，特殊な労働の個別化と，制約とが増大し，それによって，

この労働に縛り付けられた階級の隷属と窮乏とが増大し，そのことと関連し

て，さらなる自由と，特に市民社会の精神的な便益を甘受し，享受する能力

を失うJ(243節)。このことがマルクスの中心的な課題となるのではないか。

つまりヘーゲルにおいては，この貧困の問題は，まずは市民社会の中で解決

され，普遍と個は調停される O そしてその上で，個は一層の統一を求めて，

国家を要求する (2-3-3)0しかしマルクスにおいては，これは，資本主義の

論理が持つ必然的な帰結であって，ここから，資本主義的な所有のあり方の

根本が反省されねばならない。私は，以下，マルクスの問題，及びマルクス

主義の問題を，所有の問題として考え，その大枠を押さえたいと思う O
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疎外論の整理から始める。幾人かの紹介をする。最初に，平田清明を取り

挙げる。日本のマルクス解釈の歴史の中で，疎外論は彼が， 1968年に， I私

的所有」と「個人的所有jとの区別を打ち出したことにより，主として 1970

年代に議論された。彼は， I私的J(private)とは共同利用の土地を，それぞ

れの人が奪って，自らのものとしたということを意味するのに対し， I個人的J

GndividuaI)とは共同体との関わりを意味していると言う01私的人間」は従っ

て，相互に排他的に対立し合う人間であり， I個人jは共同体を前提に，集団

性を自ら形成している人聞を意味するのである(平田 p.l35正)0

このことによって，マルクスの言う「個人的所有の再建」が理解される O

マルクスは， r資本論』第一巻最終章 (24章)で言う O

「資本主義的生産様式から生ずる資本主義的取得様式は，従って，資本主

義的私有は，自己の労働に基づく個人的な私有の第一の否定である O しかし

資本主義的生産は，一種の自然過程の必然性を以って、それ自身の否定を生

み出す。これが否定の否定である O この否定は私有を再建するのではないが，

しかし確かに資本主義時代の成果を基礎とする，つまり協同と土地の共有，

及び労働そのものによって生産された生産手段の共有とを基礎とする，個人

的所有を作り出す」。

平田の解釈では，資本主義社会において，私的所有が資本家的私的所有と

F なったが，その中で人は，人間の本源的な個体性を再獲得しようとする O そ

う解釈することで，マルクスによって述べられているふたつの観点，つまり

「個人的所有の再建」と「否定の否定」とが矛盾なく，説明される。

実際，このマルクスの観点をどう解釈するかという問題は，様々に議論さ

れてきた。例えば通俗的な理解ならば，マルクスの所有論は次のように考え

られていた。つまり，最初に共同体所有があり，資本主義社会の中でそれが

否定されて，私的所有となり，再び，否定の否定によって，共同体所有にな

るというのである O しかしこの理解では，否定の否定によって出現した段階

で，この共同体所有と「個人的所有の再建」とが矛盾してしまう O

あるいは「諸個人の自己労働に基づく分散的私有」から「資本主義的所有」

へと一旦否定が行われ，そして「社会的所有のもとでの個人的所有の再建」
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3-1 マルクス主義の所有論

という「否定の否定」がなされるという理解もある(例えば， (林p.173f.))。

この場合， I社会的所有」とは生産手段の所有であり， I個人的所有」とは個人

的消費財の所有を指す。この解釈はエンゲルスの解釈に基づくものである

(Engels第1編第 13章)。この解釈は，しかし後に整理するが，きわめて

不十分である O

論争の中で最良のものは，福富正実のものである O 彼は，マルクス自身の

研究段階を分け，それぞれの段階におけるエンゲルスとの相互理解やその限

界を確認しかっ資本主義以前の社会の諸形態と，社会主義から共産主義へ

の段階をそれぞれ分類して整理し，個人的所有が社会的所有の一種に他なら

ないことを指摘した。つまり私的所有は社会的所有の対立物であるが，個

人的所有は集団が所有の主体となるような所有である O 歴史的には，個人的

所有は，共同体的所有から私的所有への過渡的形態であるとし今度は逆

に，社会主義的所有においては，私的所有から共同体的所有への過渡的形態

であるとする O それは労働者集団，具体的には「共同組合工場」の成員全員

が所有の主体となる，そういう所有形態であるとした。ここで「個人的所有」

と言うときの「個人」は，集団の成員として位置付けられる個人なのである。

この理解で， I個人的所有の再建」は矛盾なく理解される(以上， (福富 1970

第一章第二節)，及び(福富 1984)のまとめ)。

マルクスは， r資本論』第一巻第 1章の最後部で次のように言う。「最後に

私たちは趣向を変え、て，自由な人間のひとつの連合について考えてみよう O

そこで人々は，共同の生産手段を以って労働し，人々の多くの個人的な労働

力を意識的に，ひとつの社会的労働力として支出する」。

以上の解釈は，このマルクスの文言とうまく合致する O

さて，この疎外論の主張を私は基本的には正しいと思うし，魅力的だと思

う。しかし現実的には，その後省みられることがまったくなくなってしまっ

た。後にそれは，第一に物象化論と 第二にさしあたって私が「現代思想的」

と呼んでおく所有論に取って代えられた。疎外論には後に述べるようにいく

つかの理論的な不備はある。しかしその不備を克服しようとして，その長所

も捨てられてしまった。あるいは もっと優れた理論に包摂された訳でもな
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く，ただ単にマルクス主義の衰退とともに忘れられてしまったように私には

思われる O

この段階でのまとめをしておく O 平田清明の主張以降，私的所有は個人的

所有の疎外態と考えられる O また福富正実によれば個人的所有とは，労働

者が集団を媒介として，再び自らの労働を自分のものとして考えることので

きる，そういう所有であり 従って 個人的所有は，集団所有の一種である

ということになる。ここは後の吉田民人の整理を待って， 3-2-1で再度考え

たい。福富の考えに，基本的には同意しつつ，しかし実際の所有形態は，個

人的所有と集団所有をスペクトラムで考え，その聞に，対象を分割して所有

したり，所有の内容が分割されていたりということがあり，個人が集団性を

自らの内に持っているという平田の定義の上で，その都度所有の現実的な形

態が決められると私は考える。

こう考えれば，エンゲルスの整理も間違いではない。現実的に，消費財の

多くは個人所有で，生産手段の多くは社会的所有となるからである O しかし

それはきわめてあいまいな言い方であり，福富が言うように，生産手段の所

有の場合は，個人が共同体の中で，共同体と関わりつつ，所有しているのだ

し，消費財の場合は，これはさらに， 3-3-1cで扱うが，社会の中で，また

社会によって，個人に所得が再分配されてその結果所有するものである 2)。

その意味で，集団所有と個人所有は 本来は両者同じであり，しかし現実態

としては，様々なスペクトラムに分かれて，表出して来ると考えるべきであ

るO

3-1-2 物象化論的マルクス主義

物象化論の整理をする O 物象化 (Versachlichung)という言葉は本来，疎

外 (Entfremdung)と同義である O 疎外は外化であり，主体が対象を自己の

外にあるものとして定立しそれを自己と対立するものとみなすことである O

そしてそこから自己は疎外され.る O

疎外は物象(Sache)の自立である O 客体は主体から自立し，そのことによっ

て，物象となる。資本主義社会では，商品は主体である諸個人が産出したも
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3-1 マルクス主義の所有論

のであるが，それが外的に私的所有されることによって，物象として自立す

るOさらにその上で，貨幣によって媒介されて，主体から完全に切り離される O

物象化論はその上で，疎外論に対する批判として生まれた。この言葉を有

名にした虞松渉の言葉を使えば，社会は諸個人の諸連関，諸関係のー総和

であるが，その社会は固有の実体であるかのように「錯視」される O そこで

は諸個人は， r物象化的錯認の相」に規制されて行動する O そこから疎外論の

議論が，物象化的な錯視に陥っていること， r間主観的な対象関与的連関態」

の屈折した「仮現Jに舷惑されたものであることとされて，これらの物神性

(Fetischismus)が「対自的」に批判されねばならないとされるのである(以上，

(庚松1983pp.57 -67) ) 0 

このことをマルクスに即して言えば，初期の人間観はヘーゲルに即して疎

外論的であったが，人間観の変化，すなわち，人間の現実的本質を「社会的

諸関係の総体」としてから，疎外論的発想を捨てたとされる。というのも，

人間の本質をそのように捉えると，人間は歴史を能動的に作っていく主体で

はなくなり，人間の意志とは独立した，歴史的に規定された社会的諸関係の

中で，規定される存在に過ぎず，そういう人間を疎外の克服のための主体と

みなすことは，まさに「顛倒」に他ならないからである(以上「マルクス主義

と疎外論」の要約， (慶松 1974)所収)。

康松渉以外の物象化論についても彩しい文献があるが，要約すると次の諸

点にまとめられるだろう O まず間主観的な社会的諸関係の物象化的自立が強

調される O そしてそこから人間の行動が規定されていること，つまり諸個人

の感じる自由が幻想であること 先の疎外論で論じられた事柄が物象化的な

錯視として現れること O これらがその主張である O

この物象化論の立場で所有論を展開することもできる。青木孝平の繰り返

し主張するのは，所有とは， r資本主義の流通，生産，分配という生産諸関

係のアンサンプルがそのような倒錯相でうつしだす法イデオロギーにほかな

らないものJ(青木p.95)となる O

そこでは人が歴史貫通的に自然に働き掛けたり，所有したり，そのこと

によって自由を感じたりすることはすべて，社会的諸関係がそうさせている
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のにすぎないのに 人は誤って それを真実だと誤解してしまう。そう主張

される O それは正確に言えば，所有論ではなく，所有論が錯覚であると説く

ものであり，非所有論である O

現代社会の諸関係，諸制度が人を自由にさせているという指摘は重要であ

ると私は思う O しかしそのことを否定的に捉えるのではなく，つまり単に，

諸個人の能動性は幻想であり，社会的諸関係が主体化して，諸個人を規定し

ているのだということだけを強調するのではなく，その社会的諸関係の能動

性を肯定すること O つまり社会の中で人は自由の能力を育てられ，実際にそ

のことによって諸個人は自由になるということを主張すべきではないのか。

確かに資本主義社会の中で 自由が失われているので，克服しようという

疎外論の発想よりも，それはず、っと現実的である O しかし物象化は克服する

ことはできないとするのが物象化論である O それが物象化論の限界であると

思う O 物象化論に対して批判できるのは，まさにそのことで，またそのこと

に尽きると言っても良い。それはまた疎外論を完全に物象化的錯視として切

り捨ててしまい，その活かすべき側面を見ない。

例えば，前述青木は繰り返し初期マルクスにある疎外論的発想を，ロッ

クとヘーゲルの残津として切り捨てる O つまり彼の理解では，ロックとヘー

ゲルと初期マルクスとが 労働論的所有論に基づく。そして恐らく意識はさ

れていないが，後期マルクスはカント的である。それらはヘーゲルに対する

無理解，あるいはカントとヘーゲルの功績に対する 低い哲学史的な位置付

けに起因する O

この欠点をさらに推し進めると，現代の様々な諸思想が出て来る O もちろ

んここでは，現代思想の諸理論をいくつも扱うことはできない。しかし私が，

現代思想的と呼んだ所有論，つまり非所有を志向する所有論は，ひとつの現

代思想の典型だと思う(本書 1-3-3，3-2-2，及び(鷲田))。それは所有概念が，

資本主義社会の中で人々を拘束する諸制度を支え，権力関係を正当化するも

のであるとしている O そしてまた社会主義の共同所有もまた，所有というこ

とでは同じ罪を犯していると考える。

それは必然的な運動だとは思う。それは単純に社会主義になれば良いと考
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3-1 マルクス主義の所有論

える素朴さと異なり，現代社会の複雑さを十分に認識しているからである。

また物象化の議論を踏まえていて，社会の諸関係のシステム論的連関を理解

し諸個人がその連関の中にいることを自覚している O その論点は，労働し，

所有することで人が自由になるという考え方そのものに対する批判である O

まず労働中心の考えが批判され，その上で例えば，消費概念が出される O ま

たは非所有が主張される O そして自由を獲得するという考え方そのものが批

判される O

しかしいくつかの観点でこれを批判できる O 自由が物象化的錯視である

として，その存立の基盤を問うのは分かるのだが，あるいは目に見えない，

無自覚な社会的諸関係が自由を成立させていることを指摘するのは良いのだ

が， しかし近代哲学が積極的に作り上げてきた自由についての議論の蓄積を

認めていない。つまり人はそこからでは自由になることができない。

さらには，現実の社会的諸関係が，不条理な権利の行使，支配，差別に満

ちているという指摘それ自体は事実であり，またその不条理の原理は商品，

貨幣，資本という諸関係の中にあり，諸個人はその中にあって，支配と差別

のただのエージ、ェントに過ぎないという認識は，正しいのだが，本当はそこ

からどう諸個人が主体化し，自由を獲得するのかと問うべきなのに，そうな

らない。

3-1-3 推理論的マルクス解釈

諸個人ではなく，社会の方を主体と考える物象化論の考え方は重要である O

その上でヘーゲ、ルの推理論は展開されるからだ。疎外論は誤っていたのでは

なく，物象化論が指摘する観点に対する考察が足りなかったのである。しか

しそれはまた物象化論が捨て去ってしまった，諸個人の自由を取り戻すため

の運動への観点を持っている。私はこのふたつを踏まえて，推理論的マルク

ス解釈を展開したい。必要なのは，資本主義社会が人間の自由の能力を育て

ているという，その肯定的側面の把握である(以下の議論は， (有井)， (黒崎)

の主張にヒントを得た。それらに私は全面的に同意する)0

2-2-1において，中項について論じている O 例えば，身体は中項であり，
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それは主体の側が客体に働き掛ける際に，手段としての役割を果たし，同時

に客体の側が主体に向き合うときに，最初に主体として認識されるもので

あった。ここで，再び、，諸個人と社会という対概念を考えたときに，その中

項は社会の中で，諸個人を育て そこで主体が認められる，何らかの社会的

関係である O 資本主義社会の中で，そのような中項が育っていて，そこを肯

定することから，社会改革運動は始まる。物象化論はその中項を認めた。

物象化論は諸個人が社会的諸関係の中に規定されていて，そこから人間の

力では，自由になれないとする O しかし社会的諸関係に規定されているから

こそ，つまり人聞が社会的諸関係を作ったのだが，そうして作られた諸関係

が諸個人の力を離れて自立し，逆に人聞を拘束するからこそ，実はそこに自

由を取り戻す契機がある。諸個人と諸関係はそのようにしてつながっている O

今や単純に，労働者は自らが労働した生産物に対しての所有権を正当に

持っていて，それが資本主義社会では失われているから取り戻せという主張

では説得力を持たなくなっている。資本主義社会が作り出した，充実した社

会的諸関係の意義をあらためて問うべきである O

有井行夫は，そのマルクス解釈の中で，株式会社に意義を見出す。株式会

社は，資本のシステムが，私的所有をその物自体として自立化させ，形態化

させたものである(有井p.210)0 単なる私的所有では，未分化で無媒介かっ

不可視であったものを 分化させ媒介させ可視化する O 株式会社こそ資

本のシステム自身が自己を定立させる必然的な自己形態だと彼は言う(同)。

それは商品，貨幣，資本という社会システムの中で，私的なものでありなが

ら，同時に社会的なものとして自ら展開して来たものである O

労働者はその中で，私的所有者として自覚性を身に付けている O この自覚

性の上に，社会関係を形成しその社会関係の自覚があって，労働者は民主

主義を担うと彼は言う(同 p.349)0 社会的なものと自己との統ーが必要であ

る。株式会社において，諸個人は分割して労働するのではなく，共同的に行

われている O そしてその資本のシステムは 諸個人の陶治を強制している O

ただしまだ資本システムは，公共性に達し得ないでいるが，それは資本シ

ステムの内部で資本システムの自己認識として，その内部で行われるもので
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3-1 マルクス主義の所有論

ある O

この有井行夫の論を受けて，黒崎剛は，明確にヘーゲルの推理論の必要性

を訴える O 推理論が重要であるということは，先にも述べたように，ヘーゲ

ル自身が言っているのであり，そのことはヘーゲルを読む者ならば誰もが

知っていることであるが，ヘーゲル論理学が認識論的のみならず，存在論

的にも読まれるべきであること，また単なる矛盾の指摘に留まらず，そこか

らその回復に向けるべき指針としてヘーゲルを読むべきであることを指摘し

て，あらためて彼は推理論を重視する O その指摘に私は同意する。

社会は，例えば現代社会ではそれはグローパリズムという形を取るのだが，

その，諸個人を抑圧するという側面だけを見るのではなく，根底においては

それは人間の，知的労働を含めた，すべての労働が作り上げたものであり，

その根底の同一性を確認しそれが生み出す肯定的側面それを彼は「公共性」

と呼ぶのだが，そこを確認する O その公共性という言葉で，社会保障制度や

公教育，公共政策一般が考えられている。

これらの論によって，先の，疎外論と物象化論の両方の利点が摂取されて

いる。個人は，株式会社という共同体との関わりの中で 育てられる O そこ

において「個人的所有の再建」は十分成され得る O そもそも社会を諸個人が

作っているのだから，社会と個人は根底に同一性を持ち，従って，社会が諸

個人のために作ったものは，諸個人の能力を育てるもので まさしくそれが

社会と個人をつなぐ，手段=中項であり，それによって，個人的所有と社会

的所有が両立する。また社会的諸関係が諸個人を作っている， というのが，

物象化論の主張であった。

私はこれらの論を承けて，さらに展開したいと思う O それは，社会的諸関

係から諸個人への働き掛け，諸個人の育成という側面だけでなく，同時にも

うひとつの側面，つまり諸個人の社会的諸関係への働き掛けという側面をも

見るべきであるということだ。

近年使われ始め，かつ時には過剰な，思い入れを以ってもてはやされている

社会関係資本 (socialcapital)という概念は((諸富2003)，' (Putnam)などを

参照せよ)，まさに，この意味での手段=中項を成す。それはそもそもは諸
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個人の人間関係を作る能力の，ある地域での総体を指す言葉であったが， し

かしそれが政治参加の能力と密接に関係を持つことが示されている O 諸個人

は様々な人間関係を育てながら，同時に政治参加の能力を高めて行く O それ

はまさしく現代社会が諸個人に用意したものであり，従って，それは諸個人

と現代の社会的諸関係との聞の中項であり，同時に，それは諸個人の現代社

会への働き掛け，及びその変革の可能性を示している o 3-2-1.<'で扱うが，こ

のことは，直接民主主義と代議制民主主義の両方に当てはまることである(ま

た，政治参加の具体的実例については，私はすでに(高橋2004)で論じてい

る)。

それは当該地域社会の持っている資本であり 従ってそれは財産であり，

まさしく所有である O しかし同時に，それは他者との関係性の総体であり，

それによって諸個人に自由を与えるものであって 狭義の所有概念を超えて

いる O

すでに 2-3の各節で論じているように，ひとつ示唆できるのは，知的所有

において，個人的所有と共同所有とは両立する O 物質的な生産力が十二分に

あり，知的生産物が優位な位置にある社会では，それは可能だ、。これは，最

初は，生産を社会の原理としなくても良い社会，つまり消費社会として現わ

れる O そこにおいては戸消費を決定するのは 生産ではなく，商品のイメー

ジであり，従って，消費社会は必然的に情報化社会となる O そしてその情報

化社会の主役である情報は ある個人のものであると同時に，他者との共有

が可能であり，むしろ他者と共有されることによって その価値が増すもの

なのである。社会関係資本も 自分の財産を増やせば，それが同時に他人の

財産を，延いては自分の属する集団の財産を増やすことになる O 財産を増や

すのは自分のためであり，同時に他人のためでもある O それが矛盾しない。

もちろんこれはひとつのイメージに過ぎない。しかし最も貧しい者，奪わ

れた者が，その奪われたものを取り戻すために 社会変革の主体となるべき

だという，マルクス主義の一変種に私は同意しない。資本主義の生み出した

成果を享受して良い。情報化社会は資本主義の生み出したものである O その

高度に発達した社会における 情報の所有論は私たちにとってヒントにはな
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るO

そろそろまとめに入ろう O 人が支配や権力から解放されることを願うとき

に，単純に資本主義社会を否定して，社会主義になればそれで解決するだろ

うという楽観の中に私たちはいなし=。現実的にかえって，社会主義国家が著

しい権力の偏りと 全体主義的な支配機構とを持っていたという歴史を私た

ちは知っている。そこから非所有や脱権力，さらには，脱主体に向かう気持

ちも理解できる O しかし私たちは，もっと肯定的なことに踏み込むべきでは

ないだろうか 3)。

ヘーゲルの所有論において，所有は主客を結び付け，自由を基礎付けるが，

それはまだ不十分だからとして，中項と中項を通じて接触できる他者の充実

の必要性が考えられ，そこから所有論=判断論は，推理論へと展開された。

所有は中項と主客両項が自立し，充実して行くことによって，自らを超えて

行く O

資本主義の中で培われた諸個人の能力に期待すべきである O 私たちはそこ

から脱出することはできない。貨幣を使用し，権力の行使-被行使という関

係の中で，人は自由を感じる O それらが自由を保証している O その意義を認

識することが，それらの限界を超えることにつながるのである O

以下のようにまとめることも可能で、ある O マルクスの解釈の帰結として，

資本主義によって育てられたものを重要視するという結論は興味深い。私た

ちは資本主義制度の中におり， ここでも資本主義の様々な欠点，うその最たる

ものは，私は格差の拡大だと思うが，それらを自覚しつつ，その意義を評価

する以外に，私たちには道が残されていない。

第二に，その資本主義の育成するものとしての民主主義もまた，不可避の

ものとして受け入れるべきである O 土記の様々な説は， どれも民主主義にナ

イーブかもしれない。衆愚政治に陥るという欠点は直ちに気付かれるものだ

ろう。 3-3-2で述べるような，民主化がなかなか進まない場合や，後退する

場合などがあり，他者に対しての非寛容も，民主主義の欠点と言うべきもの

かもしれない。そういう欠点がありつつ しかし私たちはそれによるしかな

しミO
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このふたつに加えて， 2-3-3に最後に書いた，ヘーゲルの普遍と個の観点

に触れるべきだろう O ここから得られる結論は リベラリズムの不可避性で

ある O 資本主義は，リベラリズムにその根拠をおき，そこから発展して，今

度は個を育てる。ここでも私たちはリベラリズムの欠点を自覚しつつ，それ

以外の道を持たないことに思い至るべきである O

番多注 吋

1 ) マルクス主義の文献は彩しいものがあり，また所有論はマルクス主義の根

幹に関わるものだから，それをこの短い章でカバーすることは困難である O

基本的な説明は，例えば， (渡辺憲正)を参照せよ D また，この中では，マル

クス所有論では，次章で述べる所有と経営の分離という問題や，本書の主題

である知的所有などの問題に，対処し得ないとしているが，私は，次章の吉

田民人の論点、を導入することで，十分にマルクスを使うことができると思う D

2) 市野川容孝は，この社会的な生産過程と財産の再分配に基づいた個人所有

という論点は，ルソーとともにマルクスが示したものだとしている(市野川

p.114f.) 0 その指摘は正しいが，その際に，ヘーゲルの弁証法では， i共同性が，

私的なものへの解体という受難をくぐり抜けて，再生するJと解釈しこれ

をルソーやマルクスの考えと根本的に異なるものとしているが，これはヘー

ゲルに対するまったくの無理解を示している O 本書が示すように，ルソーと

マルクスの聞にヘーゲルをおくことによってのみ，所有についての理解が可

能になる。

3) i前書き」で書いたように，所有論は大きく，ロックに関するもの，マルク

ス主義のもの，それから現代的所有論に分けられるが，これらは基本的に資

本主義を肯定するもの，資本主義を否定して，社会主義を打ち出すもの，そ

の両者に対して疑念を呈するものとなっているo それら三つに相互の対話が

ないと私は嘆いたが しかしそれは当然のことであるかもしれない。
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3-2 マルクス主義以後

最初に吉田民人の議論をまとめる O これが，すでに述べたマルクス論の結

論と合致する O

マルクスの類個関係を整理し集団の様々なレベルを確認しその上で，

所有の主体，客体の他に，所有内容という観点を打ち出す。さらに自律的，

他律的所有という観点も出して，マルクスの問題意識と，その後の社会を捉

えるための視座を提供する。

結論として得られる，企業のような職能集団の重視，地域主義の重視，及

びそのミックス，また，参加体制と委任体制のミックスという指摘は，すで

に本書で述べてきたものである O

これらは，とりわけ情報化社会において，つまり，資本主義が必然的に，

消費化社会になり，それが情報化社会になるというだけでなく，所有を巡る

様々な問題が社会の形態に合わせて変化し，行きつく所は，私の提唱する知

的共産主義社会である O

またマルクス主義解釈の歴史の中に すでに非所有を志向する動きはあっ

た。それをもっと一般化したのが， 3-2-2である O さらに， リベラリズムの

陥りやすい疎外態についても扱う O

最後に，ルーマンのシステム論こそ，現代社会学の成果のひとつであり，

ヘーゲルの動的な体系と，それに影響を受けたマルクスの構造変動論の現代

的定式化を可能にするものである。それを 3-2-3で扱う O υ 

3-2-1 吉田民人の所有論

吉田民人をまとめる(吉田 3章， 4章)。マルクス主義を現代社会学から解

釈し再編成する吉田の理論は興味深い。まずマルクスにおいては，類個関

係が，あいまいかっ未彫琢であると彼は指摘する O そこではそもそも疎外概

念が不十分で，類つまり共同性からの剥奪と個体性の剥奪が区別されていな
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いと彼は言う O つまり，ある個人が疎外されているのか，ある集団が，また

はある国家の成員全体が疎外されているのか その区別がないと言うのであ

るO 本書3-1-2で取り挙げた平田清明の「社会的所有として再建される個体

的所有」は，この問題に対する試みのひとつだが，吉田はそれを基にして，

さらに整理する O 必要なのは，まず個人から見れば類だが，国家や国家から

見れば個的な存在である企業や地方自治体という中間集団をどう扱うかとい

うこと，つまり，類的主体のレベルの整理である O

この問題意識の上で，所有についての整理を与える O そもそも所有とは，

すでに本書において，ロック，カントを引用し長々と論じてきたように，

吉田もまた，人とモノとの関係と人と人との関係の二重性に求められると言

うO 対自然関係と対人間相互関係の相互媒介が，マルクスの基本的視座その

ものだと言う O

まず，所有は，所有する主体と所有される客体から成るが，さらにそこに

所有内容という概念を加える O つまり所有される客体に対して， どんな内容

の関係があるのか，それが問われる O そうして客体に対して，主体の自立的

な関係行為の可能性という概念を導入することで，所有の内容が論じられるo

具体的には，これは第一に， どういう意思決定の領域があるのか，つまり先

のヘーゲルの用語を使えば，労働，使用，譲渡という領域のどこで意思決定

がなされるのか，そして次に どういう水準で決定がなされ，また最後にど

ういう局面で決定がなされるかということを考え，それらをまとめて関係行

為の可能性の内容と言う O そうしてこの所有の内容が分割されているのが現

代の課題であるとされる O 例えば，マルクス以降の所有が論じられる際に必

ず引き合いに出される「所有と経営の分離」という問題においても，ひとつ

の客体に対して，内容分割所有が実現されていると考えるべきである O この

ことはこの後に扱われる O また労働者の経営参加においても同様である O さ

らに，先の類的主体のレベルの分化，つまり国家と企業や地方政府などの中

間集団という区別をここに導入すれば，それは集権と分権の問題となる O

もうひとつの問題は，自律性と他律性の問題である O 所有を多次元的に規

定し，まず対象を完全に排他的に帰属するものを所有と呼ぴ，不完全排他的
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3-2 マルクス主義以後

なら，それを準所有と呼ぶ。この両者が自律的な関係行為である O それに対

して，対象に対して他律的な関係行為の可能性を非所有と呼び，まったく関

係のない場合を無所有と呼ぶ。両者は合わせて不所有と呼ばれる O さらに自

律的な所有だが，対象が空気や水などの希少性がない自由財の場合を脱所有

と呼ぶ。

こうした整理の上で，自律的な所有だけでなく，他律的な所有の重要性も

指摘される。一般にマルクス主義者にとって，所有構造の自律化は根本だが，

吉田は，自律化だけでなく，社会決定に必要な情報処理能力を持った主体に，

他律的に決定を委ねるシステムもまた必要だと主張する。労働者の自主管理，

住民参加という自律的所有と並んで，間接民主主義という委任制度もまた積

極的に評価すべきであると考えている。さらにその上で，集権と他律，分権

と自律を内容分割所有のもとで統合することである。

結論を書く。所有される客体を国家や地方自治体，または企業など，さら

には諸個人が分割して所有することがある O これは類個問客体分割の所有で

ある O それから上で述べた，類個間内容分割の所有，つまり関係行為が，国

家や地方自治体，または企業など，さらには諸個人で分割される場合がある O

そしてこのふたつの複合体制に対しては，類個を媒介する中間集団として，

企業のような産業主義的編成と地方自治体のような地域主義的再編のミック

スが要請される O 最後に，参加体制と委任体制の，つまり自律と他律のミッ

クスも要請される1)。

以上の吉田の整理には全面的に賛成する。私は，これをロック，カント，ヘー

ゲルを経た所有概念の再検討と，そこから出て来た知的所有の整理から，同

じ結論に至りたいと思う O

まず，所有理論を振り返ってみる。所有を考える際に，生産力中心の時代

においては，ロックもカントもヘーゲルも，その発想の根底においているの

だが，労働が所有の基本的な概念になる O それが消費化社会では，使用が所

有のキーワードとなる O 作れば必ず売れる，つまり労働力に見合った限りで

生産がなされて，生産されたものはすべて消費された時代から，作っても売

れなくなって，それを無理やり売る時代が消費化社会である O どのくらい生
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産できるかが問題ではなく， どのくらい消費を促せるかが問題となる O つま

り，無理やり消費をさせる段階が消費化社会である O 需要と供給の関係で言

えば，現代社会では，常に供給過多であり，多めに作っておいて，売り切れ

る可能性を減らす。そうして需要に応え，さらにその上で，今度は，その需

要そのものを作り出して，売って行く O その際に必要なのは，広告である O

必要以上に，あるいはその必要性そのものを無理やり作り出すためには，消

費者にその気にさせる広告が必要である O かくして 消費化社会は，必然的

に情報化社会になる O そして，情報化社会では，所有概念の根本は，譲渡で

ある O 情報を所有しているというのは，どのくらい 情報を生産しそれを

使用できるかということだけでなく，その情報を譲渡できるかどうかが問題

となる O 私たちは，誰かの書いた小説を，友だちから または図書館で借り

たりして読むことができるし，必要な分だけコピーすることもできる O また

それを引用して，引用先を明示すれば，自分の論文に使用することもできる O

しかしそれをコピーして販売することはできない。つまり情報を所有して

いるということは，それを譲渡する権利を持っていることに他ならない。

そして知的所有においては，譲渡しても，自分の所有が減らず，むしろ増

大する。そのために，これを経済的に生かせば，原理的には無限に儲かる O

その特殊性は，以下， 3-3-1で論じられる。

同時に，所有が，吉田が言うように，一方で内容分割所有があり，他方で，

準所有，非所有，無所有，脱所有とあって，その特殊な形態として，共同所

有がすなわち，個人所有であるということもあり得る 2)。知的所有を導入す

れば，それは簡単に実現する。

さらに論ずべきは，先に述べた「所有と経営の分離」という問題である。

これをあらためて論じなければならない。バーリーとミーンズの『近代株式

会社と私有財産』において，株式保有者が大衆化，素人化して，ひとつに

は，会社支配は株式所有者ではなく，経営者に移ったという指摘がされる

(Berle&Means) 0 これは疎外，階級というマルクス主義の問題の中で議論

されるべきである。つまり資本家とは誰かという問題に他ならない。それは

会社を所有している人ではなく，経営している人なのである。そしてその経
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3-2 マルクス主義以後

営も組織で行われるし，労働者の経営参加もなされる。つまり先に論じたよ

うに，所有の内容の面で，分割されている O つまり，多くの人が，その経営

=所有に関わっている O

もうひとつは，株式保有者が大衆化し，株価が大衆の予期で動くように

なる O これはケインズが論じていることである(ケインズ)0 r雇用，利子お

よび貨幣の一般理論』第 12章において，株価は素人の群集心理に左右され

著しく不確実な状況に陥る O さらに株から為替にと，扱う金額が大きなも

のへと，投機の対象が移って行く。この価格の変動が扱われるべきである O

3-3-1bでは，高安秀樹の議論が参照される。また，その制御のために，世

界システムを考案する必要が出て来るが，それが3-3-3の議論である O

3-3-1は直接的に知的所有の問題である O さらに情報化時代の所有論が扱

われる。 3-3-2はカントを受け，所有論が平和論に帰結することが論じられ

る。 3-3-3は今，述べた通りである O しかもこれが平和論に寄与する。以上

3-3の三つの各節が，マルクス主義とマルクス以後から出て来ることを説明

した。

以上三つの問題が同根であることは少しく説明が要る O つまり，知的所有

は，その対象が情報であり，従つで情報とは何かという問題が議論されねば

ならない。また，金融の問題は貨幣の問題で，平和論はネットワークの問題

である O 情報と貨幣とネットワークと，いずれもモノを離れて，抽象化され，

従って，それらに対する議論も，メタレベルのものが必要となる O 同根とい

うのはそういうことである O

一方で，所有の対象も，複雑である O 吉田の類個関係は，個人と国家の聞

に，中間集団をおいて，それがどのように所有に関わるかを整理している O

私的所有と共同所有というこ分法ではなく，様々な形態の所有を示唆してい

るO それは有益なものだが，しかしさらに，個人がどのように発展するのか，

またこの発展が類の発展につながるという視点がないと，政策提言ができな

い。また個人を最終的に発展させるには，様々なレベルでの格差是正と，平

和は必要で、，それが本稿の最終的な目標となる O また それが3-3章の課題

である O
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3-2-2 所有論の現代的な疎外態について

所有論の疎外態というべき理論があり得る O これにはふたつある。

自己は他者との関係を必要とし，他者の他者として成立し，さらにその他

者との関係を自己の内に持つことによってのみ，主体として確立するのだが，

その際に，ひとつは自己が他者との関係の中に溶解してしまい，自己として

成立しないということがあり得る O あるいは意識的に主体化を拒み，他者と

の関係のみを残そうとする場合もある O

所有が人とモノとの関係であるだけでなく 人と人との関係でもあり，そ

のふたつの関係は相互に媒介されている O その際に後者の関係のみを残し，

それを主体へと収殺させないで，他者の存立のみを重視するということがあ

り得る O そうなると当然，所有も正当化されない。また，所有の対象がモノ

から生物へ，そして他者へと移るということはすでに説明した。その際にも，

同じことが起きる O

熊野純彦については， 2-1のヘーゲル論の(注3)で扱った。彼は，所有の

成立するぎりぎりのところまでを見極めて 非所有を示唆し主体化の論理

に本質的に他者性が入り込ーんでいることを指摘する O それは所有を超えた，

また主体に収飲して行かない思考方法を示唆している。実際，熊野純彦の，

哲学史を踏まえ，非所有を声高に叫ぶのではなく，所有と非所有の「はざま」

を見て行こうという姿勢には，その柔軟な思考力が感ぜられて，所有に捉わ

れている私たちのこわばりを少しずつほぐしてくれるように思われる(熊野

2002，2003) 0 また， 3-1-1で，非所有を志向する所有論として取り挙げた鷲

田清ーにしても同様である(鷲田)。彼は，他者を所有できないだけでなく，

本当は，モノや自然すら所有できないのではないかと問いかける O あるいは，

柄谷行人も， 1-3-3で扱ったように，主体化を拒み，その結果，代議制の否

定と貨幣の止揚を夢見る(柄谷)。これもここで扱うべき考え方のひとつの

例となる O

立岩真也については，その大部の『私的所有論』よりも，簡便な「停滞する
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3-2 マルクス主義以後

資本主義のためにーの準備(抄)J (立岩 2006)に，その考え方が分かりやす

く出ている O

まず，自ら生産したものについては，所有をして良いとする私的所有の正

当化について，何の根拠もないものだと立岩は考えている O ここが根本であ

る。この考えの根拠は，先に書いたように，所有には必然的に他者との関係

性が入っているのだが そこでその他者との関係のみを残して，自己の成立

を考えないということにある O 言わば，ここには他者しかいない。そうして

主体化とは，近代社会が人の生産力を高め，消費を促すための装置にすぎな

い。人を無理やり働かせるために作りだされた，仕掛けにすぎず，それは，

資本家が消費の扇動をし，政府が景気対策を煽るが，それと同列のものにす

ぎないと考えている O

さて，この考え方に私は全く同意しないが，ここから得られる帰結は，奇

妙なことに私のものと似ている O 無理に生産性を高め，消費を促すのは無駄

なことであり，必要なのは，分配であり，傾斜配分である O つまり必要なも

ののひとつは収入の少ない人たちに対しての社会保障であり，もうひとつは，

多くの人に仕事を分割，分配するための，いわゆる(マルクス主義の議論で

使われた言葉で言えば)r時短J，ないしは(今の言葉で言えば)ワークシェア

リングである。これだけで良いというのが，立岩の結論である。

私はヘーゲル的な主体化を主張する O その主体は，本来的に他者との関係

の中で生まれるものだし，現実的に他者と所有を巡って，様々な関係を持つ

し，また最終的には，その主体化を通じてしか，社会の発展はないとされる

ものである O しかしこの主体は，可塑的であると同時に，有限で、あり，諸個

人間の仕事の能力には大きな格差があるし，またその能力を発揮できる環境

に恵まれているかどうかという点でも差がある O そして所有は，社会の中で

のみ，つまり社会の中での議論によってのみ正当化されるものだから，仕事

の成果に応じて，分配される必要はなく，社会の発展は，諸個人の発展によ

るしかないということを確認して，どの個人もその能力を発展できるよう，

十分な社会保障は必要だしまた誰もが個性を発揮できるよう，環境は確保

すべきで，従って，仕事の分割，分配をすべきだということになる O この限
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りで，立岩真也の結論と重なる。まして情報化社会では，必然的に格差が大

きくなること，そして社会が諸個人に要求する仕事が減ることは，次の節で

明らかになる。つまり稼ぐ人は稼ぎ，仕事のない人はまったく仕事がないと

いう社会が到来する O そうしたときに，その格差は，社会保障と仕事の分割，

分配によって，是正されねばならない。

あり得べき疎外態について， もうひとつの考え方は，自己が他者との関係

を本質的に含まないで成立してしまうというものである O また所有について

も，人と人との関係を捨象して，人とモノとの関係だけで成立すると考えて

しまうものである O

これは， リベラリズムが陥りやすい穿である o J.S.ミルはその『自由論』の

中で， リベラリズムの原理について，簡潔に次のように述べている or人類

がその成員の誰かひとりの行動の自由に，個人的にせよ，集団的にせよ，干

渉することが，正当な根拠を持つとされる唯一の目的は，自己防衛である」

(Mill p.15=p.24) 0 これは人に迷惑がかかることが明らかなときは，その人

は自己防衛のために，相手の行動に干渉して良いけれども，そうでないとき

には，相手が自由に行動するのを妨げてはいけないというもので，これをパ

ラフレーズすれば，人は「他者に迷惑をかけない限り，何をしても良い」と

いうことになる O これを ].S.ミルの原理と呼ぼう O そして現実の社会では，

人の行動は，すべて他者と関わっているから，他者に迷惑をかけないことは，

この世界ではあり得ず，何をしても他者に迷惑をかけていると思うべきだ。

私はさらに，この「他者に迷惑をかけない限り」という言葉を， rミルの但し

書き」と呼びたい。つまり「他者に迷惑をかけない限り」というのは，原理的

にあり得ないけれども 一応思考実験として考えておくということである O

近代物理学では，ある物体の運動を考えるとき，その物体に地球からの重力

や，様々な他の物体聞に働く電磁力やら，空気中の分子からの摩擦力が働い

ているが，一旦そういう力を無視して，真空空間の中に物体があると仮定し

て，運動方程式を立て，その上で，他の諸力を考慮していく O それと同じよ

うに，一旦他人が周りにいなしミかのように考えて，個人がどう行動するかを

考えるのが，リベラリズムである O その際， ミルの但し書きを軽視すると，
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3-2 マルクス主義以後

人は法を犯さない限り，何をしても良いということになってしまう O これが，

リベラリズムの陥りやすい穿である O

この「ミルの但し書き」という言葉は，ノーヅイツクが「ロックの但し書き」

と言ったのに倣って使いたい(これは， 1-1で、扱った)。ロックは，個人が労

働すれば，その生産物はその個人のものだと考えたが，その際に，自然法は

遵守しなければならないし，他人のことも考慮しなければならないしまた

自然は大切に活用しなければならないと考えたが，この後者ふたつを， rロッ
クの但し書き」と言う O ところが，ノーヅイツクはこの「ロックの但し書き」

を軽視してしまった。そこがノーヅイツクの根本的なミスとなる o 1-1では，

ノーヅイツクの主張は一貫しており，私の彼に対する批判は，その論理展開

に対してではなく，他者を含まないで自己が成立するという，彼の所有論の

前提と，そこから帰結される社会構想に対して向けられている O そしてそれ

はそもそものロック解釈が間違っていた，つまり「ロックの但し書き」を軽

視し過ぎてしまったことに起因する O

リベラリズムは， J.S.ミルによって定式化されるけれども，その原理はす

でにロックにあった。 1-1の三つの節で，私的所有の正当化の上に，人格が

形成される。ここにリベラリズムが基礎付けられる。ただしこの基礎付け

は，直ちにその個の可能性，可塑性のみならず，その有限性も確認するもの

である O つまり，その不可避性とともに留保が，その意義とともに限界が確

認されている O

補足的に言えば，そのノーヅイツクを受け，リバータリアン的結論を修正

するために，ロックの「但し書き」を重視し平等原理を導出するものもある。

これが左派リバータリアンであるが，これに対しては，私は 1-1で，次のよ

うに批判した。つまりそもそも矛盾する自己所有権原理と平等概念を両立さ

せようとししかしそれに成功せず，その結果，そこで提出される社会構想

が不十分である。またそれは逆説的に，自己所有権原理の持つ不十分性を明

るみに出してしまった。

私は平等原理を何の基礎付けもしないままで，打ち出すことに対しては疑

問を持っている O 上で述べたように，誰もが個性を発揮できるよう，社会が
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配慮すればそれで良い。それはかなりの程度の平等化政策を事実上要求する

が，平等という原理を求める訳ではない。

ルソーは『社会契約論』で平等概念を提出するが それは， rすべての人が

いくらか持ち， しかも誰もが持ち過ぎない限りにおいてJ3)と言っている。

この程度の平等が，個人所有が所有の根源である限り，その所有論の帰結と

して出て来るだろう O

3-2-3 システム理論における普遍と個別

ヘ}ゲルの論理とシステム論は 私の整理では 良く結び付く O ここでシ

ステム論というのは，ルーマンの理論をその代表と考えている。まず，ルー

マンの整理が必要である 4)。

ルーマンのシステム理論において 重要なのは，システムとシステムの関

係である O 今まで，システムと要素と考えられたものが システムと他のシ

ステム，またはシステムとその環境という観点で考えられるようになる O 個

人というシステムと他の個人システムの関係，個人システムと社会システム

の関係はそのように考えねばならない。個人は社会の要素ではない。社会シ

ステムは，生成消滅するコミュニケーションから成り立っている O 諸個人が

コミュニケーションをし続けることでダイナミックな安定性を得る O 一方，

心的システムは，意識を要素とする O

そのことを考える前に扱うべきことは，これらのシステムは，すべて閉鎖

的であるということである。この閉鎖システムとはどういうことか。ルーマ

ンを引用する前に，心理学者の浜田寿美男の説明を使えば次のようになる O

モノが見えるというのはどういうことか。モノに当たって跳ね返った光が眼

のレンズを通って屈折し網膜の上に移される O それが神経電流に変換され

て，視神経索を通って後頭葉に運ばれ，モノが見える(浜田 p.64)。ここで

もちろん，モノが直接目の中に飛び込んでくるのではない。網膜の上に刺激

があり，そのことによって，私たちの体の外にモノがあると認識する O

触覚でも同じである O モノは私たちの身体の外にあると私たちは感じるの

だが， しかし実際には，皮膚の表面の触覚器官がそう感じているに過ぎない
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3-2 マルクス主義以後

(同 p.65)0 Iただの物質にすぎない脳には， <内〉とかく外〉とかという心的現

象の入る余地はないJ(同 p.68)0 ただ神経システムは，自己内で生じている

刺激を，外にあるモノの像だと思う O 神経システムそれ自体は，外にあるは

ずのモノを直接確かめることはできないのだが，神経システムは，実は唯物

論者であって，神経システムという閉鎖的システムの中で生じている像を外

にあるモノのイ象だとイ言じている 5)。

個人の心的システムについては ここではこれを神経システムとして論じ

ているが，これはヘーゲルの観念論そのものである O 外部を内部に直接取り

入れるのではない。内部に外部の反映物を作り出す。意味付けをして，内部

に外部を作り出す。つまり，この神経システムは，外界を直接神経システム

内部に取り込むのではなく，あくまでも，その作動は内部で閉じられている

が， しかし外部に実体があることを確信している O

さて以上は，心的システムの閉鎖性を，神経システムから説明をしたが，

このようなものとして考えるべきである。その上で，一般にふたつのシステ

ムの関係を考える O

ここでルーマンは「相互浸透 (Interpenetration)Jという概念を出す。それ

は「あるシステムと他のシステムとが交互に他方のシステムの環境の一部と

なっている，そうしたシステムとシステムの聞に成り立つシステム間関係」

(Luhmann1984第6章第2節)のことである O それが個人と社会というシス

テムについて当てはまると考えている O

この考え方をもう少し詰めて行こう O 以下， r社会システム論』の「社会化」

概念を確認する (Luhmann1984第6章第8節)。

社会化とは，心的システムと他の心的システムの聞の，または心的システ

ムと社会システムとの聞の相互浸透によって，ある心的システムが形成され

る過程のことであるo

心的システムは心的システム独自のダイナミズムで、変わって行く O 自己言

及的に再生産される。つまり，心的システムは自らの意味把握能力を高める

ことによって，社会化を加速する。

ルーマンはこう言っている。「人々の心理システムとそれによってコント
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ロールされる人間の身体的行動が， (心的システムと他の心的システムの聞

の， またlはま心的システムと社会システムとの間の)相互浸透を通して，作

られる過程を全部ひつくるめて，杜会化と言い表わしたい(( )内は筆者)汁」

(ibid.λ ル-マンはこの文に続けて，社会化は，良い結果をもたらす事象で

はないと断っているし 教育とも異なる概念であると言っている。

ルーマンの社会化概念をまとめた田中智志は，次のようにこのあたりをま

とめている。これは個人から見て 社会規範を個人の心に内在化させること

でもないし，社会から見て，有用な人材を作ることでもない。個人は個人で，

社会は社会で勝手にやって行くしかないのだが，それをうまく両者折り合い

をつけるということである O あるシステムは他のシステムに直接入りこむこ

とはできない。それぞれシステムが自分で 自己変化するしかない。社会化

は，従って，教育とは異なる O 教育もひとつのシステムであり，それは，教

育者と子どもとの聞のコミュニケーションのシステムである O 教育とは，教

師が，子どもの自己創出を認めること O それによって 教師と子どもの相互

浸透があること O それぞれふたつの意味システムが，それぞれ相手を認めて

自己創出することである(田中・山名第 1章)。

さらに続けて，この心的システムの自己創出性は，構築性と個体性という

ふたつの特徴を持っと田中は言う(同第9章)。構築性とは，個人が生成す

るということであり，個体性とは，他のシステムと代替不可能なことである O

私はこれを個人の可塑性と 有限性と言いたい。可塑性は個人がこれからど

う発達するかということだが，同時にそれは，そこにそもそも個として存在

するものであって，他のものではなく 他のものに自らの力でなり得るが，

現在あるものは現在あるものでしかないということである O

さて，ルーマンの遺稿 (Luhmann2002)では，相互浸透ではなく，次のよ

うになっている O ここでは構造呼応(structural.drift)という言葉が使われる O

自己生成システムは閉鎖的なのに，つまり作動に関して環境との接触を持た

ないのに，なぜ環境に適応し，そのように特殊化された構造を形成するのか，

それを説明するのがこの言葉である (Luhmann2002第1章第 3節)。この方

が，システムの閉鎖性の理解がしやすい。
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3-2 マルクス主義以後

このようにも説明される O つまり心的システムは，それ固有の記憶を生産

し再生産する O そこに人格という，社会的に記憶が帰属するとみなされた，

心的システムの短縮された形式が，導入される O その人格は，社会というコ

ミュニケーションシステムの中で生み出された構成物である O 一方で，心的

システムの側でも，社会システムの写像を，心的システムの内部に作り出す

が，これが社会化の成果である。社会システムの側では，社会化された人格

が心的システムに相当するものとして社会システムの内部にあり，心的シス

テムの側には，社会化された結果生じる社会の像がある O どちらのシステム

も作動において閉鎖的で， しかしこのように，自己内部に他者を持ち，その

複雑性を縮減しようとする。

さらにルーマンは 先の「相互浸透」という概念は，パーソンズのものだ

と断り，この概念でも構わないと言いつつも， しかし個人の心的プロセスと

社会システムとは全く別のシステムであり，自己の内部における他方のシス

テムの複雑性の縮減だけが問題であると，論点を明確にしている O そして

それをわかりやすく表現するには， rオペレーションの閉鎖性」と「構造連結

(strukturelle Kopplung， structural coupling) Jという表現が良いしさらに

「オペレーションの面で閉じられた心的システムがどのようにして社会シス

テムというシステムとの構造連結に反応するか」ということが関われるとき

に，構造呼応が生じ，心的自己の可塑性が社会に適応できる構造を選ぶとし

ている(同第 2章第 1節)。

以上の観点を今までの文脈と対応させよう O 文字はまさに意識の心的シス

テムとコミェニケーションの社会システムの中項である。文字が読めるとい

うことは，両システムの中項を充実させられるということである。かくして

個と社会の両システムが充実する O

心的システムから見て，自らの主体内に，文字を媒介に，他者を作り出し，

その自己内で自他関係ができる O そうしてその自己内の自他が充実すること

で，自己の外にあると想定されている他者に影響を与える O そういう仕組み

になっている O

一方社会システムの方でも，その中に個人システムに相当するものを作り
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出し，それで社会システムが機能する O この観点がルーマンにある。個人シ

ステムの側については十分に考えられている O 同時に社会の側にも個人が位

置付けられる O

もう少しルーマンを引用してみる o1.あるシステムは，自らの自己創出的

な再生産によって，自己がオベレートする領域に適応している場合だけ，自

身の固有の構造によって，自己を規定し得る。しかもそのシステムは，自

身の構造が不断の構造連結によって 環境との接触を保つ限りでのみ，自

己の固有のオペレーションを継続していくことができるJ(Luhmann 1995 

p.40=p.61)とルーマンは言う O そして続けて次のように言う。「社会的なコ

ミュニケーションの進化は，意識状態との絶えざるオペレーションの連結

によってのみ可能である。この連結は，まず言葉によって，それから文字

と，遂には書籍印刷による目覚ましい効果増大によって，達成されたJ(同

p.41 =p.63) 0 

最後に確認すべきは以下のことである。私は，類というシステムと個とい

うシステムの関係を， DNAの比聡で、扱った (2-3-2)0 ルーマンのシステム

論は，これを改良したものではないか。個と社会システムは要素を共有しな

いが， しかし両者は相互浸透，ないしは構造呼応する O

さて，その 2-3-2節と次の節で，私は精神と生物の違いについて言及して

いる O 生物は類個関係の論理を持っているが，そしてそれは DNAの比暗記で

表せるが， しかし生物はそれを自覚していない。この自覚の有無は重要で，

それが無限性につながる Oルーマンのシステム論ではそこまでの言及がない。

ルーマンは，相互浸透と言い，構造呼応と言う O ふたつのシステムは相互

に影響し合う O そこまでは良い。ここでこれをヘーゲルの論理と比べる。直

ちに言えるのは，これは市民社会の論理だということである o 2-3-3の議論

をここで思い起こすべきである O 市民社会というシステムと個人というシス

テムの関係ならばまさにこれで説明が付く O しかし国家というシステムは，

諸個人に死を命じる O そうすることで，両システムが充実する。これが否定

的自己関係である O 個の否定的自己関係があるかないかが，市民社会の論理

と国家の論理を分ける基準となる O そうして私もヘーゲルに倣って，この観
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3-2 マルクス主義以後

点がなければ，それはやはり，社会構築の論理として，不十分であると考える O

私はさらに，その論理は国家でなくても，まさに世界史という類そのもの

でも成り立つし， しかもそれこそが最終的な類個関係であるとした。類は諸

個人の死を要求する。死すべき存在であること，つまり自らが有限な存在で

あることを自覚して，だからこそ，類というシステムに関わる O 自らの有限

性が類を要求し一方類は，自らの存続のために，諸個人に対して，死を要

求する O 戦争によらなくても，人は死すべき存在であると私は書いた。その

死は精神の誕生のためには，必須の条件である。これがヘーゲルに言わせれ

ば，国家の論理であり，私はヘーゲルの意を汲み取って，それは世界史の論

理であるとした。

ルーマンのシステム論を超えて，ここまでヘーゲルの論理を必要とするの

だろうか。ひとつには，これが情報化社会の論理だということ，情報化社会

において，諸個人と社会はそのような関係にあるということ O つまり，諸個

人の有限の自覚が諸個人の，精神という無限の活動に入るための根本的な

条件になっていること O もうひとつには，戦争を克服する論理を私たちは必

要としているということである O これはヘーゲルの論理を私たちは必要とす

ること，そしてそれは修正されたものでなければならないということを示し

ている O

以上J 個人というシステムと社会システムの関係が明らかにされた。これ

は以下の議論では，具体的には， 3-3-2bで論じられる識字率と民主化の話

でもある。識字率がなぜ民主化につながるのか。個的システムの中に，社会

が位置付けられる O 同時に，社会の中に，諸個人が，十分意識を持って政治

に参加できるものとして位置付けられる O それが民主化の条件となる。

一方で格差と非民主化が議論になり，平和について議論がされる O それら

は，何よりも，個の発達を促す。そうしてそのことによってしか，類の発達

はない。個人システムの充実が社会システムの充実を促す。これがシステム

論の帰結である。
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番多注

1) IT (情報技術)の発展に伴って， ITを使った直接民主制の可能性について，

議論が出始めているD 確かに ITを使えば，直接民主制の持つ物理的困難は

解消されるo しかしより根本的な問題は，諸個人の持つ政治参加の能力の

差であって，すべての個人が平等に政治参加の能力を持つという前提に基づ

き，直接民主制ですべての問題を解決しようとするのは間違いである。これ

も所有の問題と考えるべきであり，吉田が言うように，自律と他律と，様々

な所有形態があり得，つまり参加体制だけが望ましい政治の関わり方である

のではなく，直接制民主主義と代議制民主主義とのバランスが必要である。

2) この議論は， 3-1-1の平田 福富の議論とはレベルが異なる O 原理的に個

人が共同体の中で位置付けられて，その所有の具体的な形態が決まるという

のが，先のマルクス主義者の議論であり，ここでは，さらに，知的所有にお

いては，具体的な形態において，個人所有がそのまま共同所有になっている。

3) このことは， 1-3の(注 2)でも引用した (Rousseau第 l編第9章の注他)。

4) システム理論については， (高橋2001第7章)にある。しかしこれは，

1995年に書かれたものであってそれ以降のルーマンの著作に触れていない。

5) 浜田は，生まれたばかりの赤ん坊や，重度の障害を持った子どもはそうで

はないこと，つまり目を聞けているのに，モノが見えない，外のモノが外の

モノとして把握できないことがあり得ることを論じている(浜田)。
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3-3 所有論の可能性

この3-3章に限って，各節(3-3-1，3-3-2， 3-3-3)の中に，項(a項， b項， C項)

を設け，各節を独立させる O 今まで，章毎におかれた冒頭のまとめは，ここ

では，各節の冒頭におかれる O

3-3-1 情報化社会の所有論

aにおいて， 2-3のヘ}ゲルの知的所有論を受け，まず，現代の知的所有

論として，レッシグのものを挙げる。これは興味深い知見を提供している O

知的所有権は，生産者に帰属するが，しかしまたその使用者の権利も守られ

なければ，次の生産物が作られない。誰もが自由に知的生産物を活用できる

よう，配慮しないと，社会は活性化しない。

続いて bでは，情報化社会では，必然的に格差が大きくなることを証明

する O ここでは再び数理モデルが使用される O そしてその結果， cにおいて，

そもそも人はどの程度の所有をして良いものか，また所有に対しての制限が

正当化されるのか，さらには，本来的な所有のあり方はどうなっているのか

ということが議論される O

a.著作権への制限

2-3-1のヘーゲル『法哲学』の議論から，いくつか得られることがある O 著

作権は正当に評価されるべきであるが，しかし時限を区切られるべきであ

るO 一般の物件ですら，時効がある O つまりその物件を使用せず，かっその

所有者であるという権利を主張し続けなければ，時効を過ぎてその所有権は

失われる O まして，社会の中で役立つことによって その価値を表す著作権

は，よりその時効が他の物件よりも短いものであって良い。

第二に，著作権によって，著作家が利益を維持するのならば，その意思表

示を常に明示する必要がある O 本来著作は社会のものであり，一時的に著作

155 



家のものに過ぎないと考えるべきであろう O いつまで個人のものかというこ

とは，その最高限度を法が決めるが，それ以前でも 著者が積極的に意思表

示しなければ，社会のものにすべきである O

以上から，アメリカの法学者レッシグの主張と同じものが得られる。知的

所有物は，創案者にその所有権が帰するが，知的所有物を使用する人もまた

自由に，その小説なり，音楽なりを活用することができる。レッシグは，現

行のアメリカの知的所有権について，さらに自由主義経済を促進し，諸個人

の創造力を高めるためには，もっと知的所有者の権限を少なくして，共有部

分を大きくした方が良いという主張をしている。つまり資本主義経済の効率

を高めるためにも，知的所有権については， もっと共産化した方が良いとい

う逆説的な主張をしている。

具体的には，その主張は次の通りである O アメリカの現行の著作権は著者

の死後70年であるが レッシグはそれを 著作権が発生してから 5年の期

間として， もし5年後にさらに所有者がその権利を延長したければ，延長手

続きをし最大 15固までの延長を認めるというものに変えるべきだと主張

している1)。そして，実際にアメリカ議会に働き掛けている O 所有者が意識

的に所有権を主張する限りで，その権利は所有者のものであるが，権利を主

張しないのならば，あとは共有にすべきであると言うのである。本やレコ}

ドも売れるのは最初の数年であり，そこで著者や作曲家は十分利益を得られ

るだろう O 私的所有は肯定されるべきであるが，不必要にそれが保護されす

ぎると，社会にマイナスだと言うのである。

レッシグ三冊目の大部の rFreeCultureJl (邦訳の題名も原著と同じ)では，

前著『コモンズJで論じたように，ディズニー自身がその創造的な物語を展

関するのに，過去の遺産を参考にしているはずだ、が， しかしディズニーの

アメリカ議会への働き掛けが功を奏してアメリカでは著作権は延長され，

著作権の適用範囲も広がり，インターネットの複製は厳しく制約される O そ

のために過去の成果が活用されにくくなれば，これは革新も創造もしにくく

なる O こういう主張をしている O

主張のふたつ目は，著作権延長法を違憲とする訴訟にレッシグ自身が敗訴
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3-3 所有論の可能性

するが，その詳細な分析と，今後の方針の確認である。様々な実践的な案が

出されており， 日本でも支持され始めていると思う O 一方で， 日本でも，著

作権を延長しようという動きがあり，それに対しての反対運動も広がってい

る。レッシグの具体的な影響は相当に大きい。

私はレッシグの主張は，全面的に正しいと考えるが，議論の力点が，私の

ものと少し異なる O レッシグは抽象的な自由とは何かという話はせず，現実

にアメリカで著作権を保護し過ぎているために生じる弊害とそれを克服す

るための対策を具体的に論じる O しかし抽象的な考察も本当は必要で，と

いうのも情報化時代の所有は確かに特殊なものではあるが，しかし所有一般

が持つ特徴をより鮮明に明るみに出しているという面もある O その点は考察

すべきである O

ひとつは，著作権の所有だけでなく，使用する側の所有権も重要だという

視点である。つまり著作物を読者の側も使用する権利を持っているというこ

とである。この，利用者の自由を保護するという視点が， レッシグにおいて

も，革新，創造を促し，延いては，経済活動を促進するためということで説

明される他，個人の自由を守るためという理由で必要になってくる O つまり

使用者が，創造者に対しては敬意を払いつつ，自由にそれを自分のものとす

ることが保障されていないと，知的活動は活発にならない。しかしこのこと

はもっと一般化して良く，ロックにおいても，所有物は適切に使用されねば

ならなかったしヘーゲルにおいても，使用されるかどうかが，所有の現実

的な定義となり得た。

またそこからさらに，著作物というのは他人が使用することで活かされる

という観点が得られる O つまり，著作家は著作物が他人に利用されることで，

その仕事の意義が評価される O つまり彼は他人が自由にその著作物を使用す

ることで，自ら自由になるのである。自分ひとりが自分の作ったものを所有

することで，つまり自分ひとりが使うことで自由になるのではなく，他人に

イ吏ってもらって， 自分が自由になるのである O そういう観点が必要だ。だか

ら他人が使いやすいようにするというのは，著作権の場合の根本にあるべき

考え方なのである O その根本の上で，経済的利益を得る自由についても考慮
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すべきであろう O

確認される O

ここで， 使用者と著作家と双方の個入の自由ということが

先の吉田民人の類個関係論を受け，知的所有権については，個人と様々な

レベルの共同体とが複雑な分割をしていると考えるべきである O とすれば，

特定の個人や法人に，その所有権が全面的に帰す訳ではない。また，所有権

の価値，つまり，その印税や特許料がどのくらいの割合なのかとか，その権

利の及ぶ時期がどのくらいかを，市場が決めるものでもない。公共の利益を

考えて，国や地方政府レベルで議論をし，決めるべきである。

この，知的所有においては，共同所有がすなわち個人所有であるという点

については，それは内容分割所有のひとつの特殊な例と考えるべきだしま

た自律的所有のひとつの特殊形態としての脱所有の問題としても考えるべき

である。知的所有は，情報を作り出して，その所有権を持つ場合と，情報を

受容し，自分のものとする人と，二通りの所有が論じられねばならない。前

者すなわち情報の創造者はしかし必ず情報の受容者である O ある情報を

作り出し，その情報の所有権を所有する場合，先人のたくさんの情報の世話

になっており，それは内容分割所有と言うべきである。また情報を受容する

場合，それは排他的で、ないから，脱所有と言うべきである O レッシグに倣っ

て，知的所有を共同所有にしようと提案するのは，情報の創造者の所有権を

フリーにしようということである。それはそもそも受容が排他的でないのだ

から，その受容の上で，創作をしたいと思い，情報の創造者となった場合に

も，その所有権も排他的でないようにしようということである。

ヘーゲルならば，ここで否定的自己関係が成り立っていると言うだろう

(2-3-3と3-2-3)0有限な自己が先人の長い伝統の中で仕事をする O これこ

そが知的所有の活動である O

b. ベき法則と格差

情報化社会の進展に伴って 情報化社会を記述すべく 数理理論が発達し

て来ている。とりわけここでは，ネットワーク論の進展と，その帰結である，

べき法則に示される格差論も紹介する。
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3-3 所有論の可能性

まず，パラパシとアルパートによる理論(以下 BA理論)を紹介し，その

解釈をしてみたい。パラバシはその刺激的な本『新ネットワーク思考』を，

ローマ時代にいかにキリスト教が広がったかということから始めている

(Barabasi)。いかにパウロがネットワークの構造と，そのつながり具合を熟

知し，活用したかということがここでの問題である o BA理論は，そのネッ

トワークの構造とつながり具合を調べるために，シミュレーションを行い，

その上で，その特性を説明して行く D 私はその理論がそれ以前のネットワー

ク理論とどう異なるのか，またどのような利点を持つのか， }II真に解説して行

きたい (Albert&Barabasi，増田&今野)。

ランダム・グラフ (Erdos-Renyi)がネットワーク理論の最初と言って良い。

これはネットワーク内にノードがあり(このノードは諸個人と考えて良い)， 

ノードとノードの聞が，離れているか，近いかに関係なく，そこにリンク(人

と人とを結ぶコミュニケーション)が結ぼれるというものである O そこでは，

第一に，すでにノードの数は一定である O しかも第二に，すべてのノードは

対等だとされ， リンクは，ランダムにノード間で結ぼれる O この理論の後に

定式化され，かつ本書 1-2-3で詳述したパーコレーション理論では，正方格

子上を隣人とのみリンクできるという設定であったが，ランダム・グラフの

方が，設定から言えば，より現実的である O また，ボンドパーコレーション

モデルは，基本的にノードを考えず，リンクのみを考え，どのくらいリンク

の伝達性があるかということを考えたモデルであったが，ここでは，サイト

パーコレーションと同じく，ノードにネ見点を当てるO そしてノードのクラス

ターを考え，そのクラスタ}の大きさで，伝達性を考えて行く O

パーコレーション理論は，確率モデルとして，様々な形態で，また二次元

だけでなく，三次元でも考察されて，理論が精級化されるが，同時に，ラン

ダム・グラフも一般化されて その理論化が進む。そうしてその次に現われ

たのは，スモールワールド理論である (Watts&Strogatz，Watts) 0 これは，

その結論だけを簡潔に書けば，世界中のすべての人々は，クラスターでつな

がっているというものである O 例えば，私はアメリカに友人がいて，彼は，

ある下院議員の秘書と知り合いであり，その秘書はブッシュ大統領のすぐ近
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くで働いている友人を持っているという具合に ブッシュ大統領と私とは 5

人位のリンクを経て結ぼれている O このように世界中の人々が，間接的に結

ばれているという理論である。

さらに，これらの理論を経て，興味深い研究がなされている O それは，私

見によれば，マルクスの階級間格差の指摘を受け，その後の情報化社会の中

で，より深刻になった現象を説明する O それは次のようなものである O まず，

先のバラバシたちのしたことは 上述のランダム・グラフ理論に対して，第

一に，ノードが成長するという仮定の導入である。第二に，リンクされるノー

ドは，ある種のものが優先的に選択されるとしたのである O これは，すでに

たくさんのリンクを張っているものが選ばれやすいという前提を作る。こう

してできたものが，スケールフリーと呼ばれるネットワークである O

つまりゲームに参加する人がノードで表されるが，それが次第に増え，そ

してそのノードはリンクをたくさん持つが その個々のノードが持っている

リンク数には格差が生じる O そしてその格差が一旦生じたら，あとはどんど

んその格差が広がるという設定にする。すると，その格差の拡大は，予想を

超えたものとなる O これが有名なべき法則である O

このべき法則とは次のようなものである。先のフリースケール・ネットワー

クで，ノードで表される個人は，次数kの，リンクで表される人間関係を

持つが，その kの人間関係を持つ人が全体の中で何人いるか数えてみる。

その割合を表にすると次数分布が得られる O ここで注目すべきは，その k

の次数分布のばらつきが非常に大きいということであるo kの次数を持つ人

の数はある程度まで増えるが，その後急激に減る Oつまり人間関係が，例えば，

10人程度の人が一番多いとすれば， 10人を過ぎて， 30人の友人を持つ人の

数はず、っと少なく，さらに 100人の友人を持つ人だと，急激にそういう人は

減っていく。この減り方がべき法則に従う O つまり x軸に次数kを取り，

y軸にその次数の人の割合を考えて，グラフを書くと，それは， kの3乗分

のlのグラフとなる O

一般に， kのr乗分の 1という式で現象が表せるとき，べき法則が成り立っ

ていると言う。 BAモデルは，簡単な式で多くの現象が， kの3乗分の l
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3-3 所有論の可能性

の割合で減少して行くこと，逆に言えば， kの3乗分の 1しかいないが， し

かし k倍の数のネットワークを持っている個人がいるということを示して

いる O

所得で考えると分かりやすい。例えば，私の周りに， 300万円くらいの年

収の人が多いと仮定する O 一方で，それら年収300万円の平均的な多数派が，

さらにその周りを見たときに，その中に 27分の 1くらいの割合でしかいな

くても，実際に年収900万円 (300万円の 3倍)の人がいて，さらにもっと少

数で， 1000分の lしかいなくても，年収が300万円の 10倍，つまり 3000

万円の人がいる。そういう割合になっている。

ここで，たくさんのネットワークを持つ人が，ハブ，またはコネクターと

呼ばれる。この概念は，先の，パーコレーションを使ったアクテイヴイスト

モデルよりも，そのリンクを結ぶ能力が成長するという点で，より現実的で

あろうと私には思われる。パラバシは，アメリカの諸都市を結ぶ航空会社の

ルートマップを例に挙げている。多くの都市は，二本か三本のリンクしか持

たないが，シカゴやアトランタ，ニューヨークなどは，数百のリンクを持っ

ている。この格差がべき法則で表されるのである O

彼らはさらに，ノードにリンクを作る能力を持たせ，一層ノード間の格差

を付けるようにしたモデルも作っている O つまりすでにどのくらいリンクを

持っているかということだけでなく，それにそれぞれのノードに適応度を与

え，その適応度と先のすでに持っているリンク数を掛けた割合で，新たなリ

ンク数が得られると仮定する O すると格差はさらに大きくなる O そしてつい

にはそのネットワークで，ひとり勝ちするものが現われる O 以上，これらの

簡単な前提で，劇的な変化の見られる結果が得られる O

きて，ここから私の考えているのは，次のことである O つまり，情報化社

会はこうなっているということである O あるいは情報化社会の競争はこのよ

うになっているということである。

競争には様々な形態がある Oここで取り挙げるのはふたつのタイプである O

ひとつは，経済学が今までその上に成り立っていたもので，希少価値を巡っ

て，奪い合いが起き，少数の勝者が多くを奪い，多数の敗者が生じる。そし
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て格差が生じる O もうひとつは，情報における競争がそうであるように，競

争する者同士がともに価値を蓄積していくというものである。限られた財を

巡る競争ならば，勝者と敗者が生じるが，競争して英語を勉強すれば，誰も

が英語の知識を増やしていく。競争が激しくなれば，誰もが大きく知的財産

を増やすことができる O

このように考えると，情報化社会の競争はそれが他者収奪的でないので格

差を生まないし，誰もが情報を増やしその情報を享受できる。情報のこの

肯定的な側面は，魅力的なもので，私は 「各人はその能力に応じて(働き)， 

各人にはその必要に応じて(配分される)Jという，マルクスが『ゴータ綱領

批判Jで描いた共産主義社会は (p.21=p.39)，このような情報化社会の先にあ

るのかと，まずは考えられる。しかも，情報は，他者を収奪しないだけでな

く，自然をも収奪しない。つまり環境破壊をしないから，それは理念的には

理想的なものであると考えられる O

しかしこの側面は情報の半分の性格しか見ていないものである O 今述べた

BA理論によれば情報は必然的に格差をもたらし しかもその格差は増大

する。情報化社会は必然的に格差社会となる。

第二に，次のことも示される O 格差は多様性を疎外する O そのことは以下

に簡単に示される。例えば様々な種類の商品が生産される O 消費者にとっ

て，選択の幅が増えれば増えるほど，一体何を基準に商品を選んで良いのか，

分からなくなる O それで，先に述べた BA理論のモデルにあるように，すで

に売れるものと売れないものとの格差が大きく出ているはずだから，消費者

は，売れているものを無批判に選ぶようになる O そして多くの人が，その商

品が売れているからという理由で選ぶようになると，ますます多くの人がそ

れに追随する。かくして，商品が多様になればなるほど，消費者の選択能力

は失われ，判断力が鈍り，売れるものだけがますます売れるようになり，売

れなくなったものはますます売れなくなり，そうすると，庖としては売れる

ものをたくさん庖頭に並べるようになり，かくして，庖頭の商品の多様性は

失われる。これは実際に今，コンビニの庖頭で起きていることである O そし

てここでも実は，べき法則がそれを支配している O
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3-3 所有論の可能性

様々な問題が派生する。人は情報が多くなると，自分で選択できなくなり，

他人の多くが選んでいるからという理由だけで選ぶようになる o BAモデル

はそういう設定で作られている O さらに，その多くの人， というのは， 自分

と同じ判断をするだろうと考えられている人のことである。つまり自分に近

い多数者の選ぶ選択肢は，自分にとって一番快適なものである。自分にとっ

て異質な人，少数者の判断は受け付けない。かくして誰もが，同じ判断をす

るだけでなく，同じ判断をする人だけと付き合うようになる O そういう人の

判断だけを受け付けるようになる。かくして，人の付き合いの多様性も失わ

れる O このパラドックスもまた，べき法則に拠る O

第三に，格差が高じると，ついには，たったひとつだけのノートがすべて

のリンクを独占し，他のリンクが消えてしまうことがある O 実際に消えるの

ではなく，ひとつがあまりにも多くを持ちすぎているので，他のリンクがまっ

たく意味を持たなくなるのである O これを私は， I情報化時代の全体主義」と

呼びたい。パラバシは，マイクロソフトの独占を例に挙げている O 情報が増

え，選択肢が増えると，実は私たちの選択できるものは限定され，ついには

たったひとつの選択肢しか持たなくなるということはあり得る。

ここから得られることは何か。ひとつは格差が生じるということそれ自体

は仕方がないということである。私たちは情報化社会そのものを否定するこ

とはできず，できるのは，その性格をよく理解して，その利点を享受し，そ

の欠点を是正して行くことだけである O 格差が生じたときに， どうそれを少

しでも少なくすることができるのか，またその弊害を少しでも減らせるのか

と考える他はない。

私が現在，考えているのは，どういう場合に，このべき法則が当てはまる

のか，また当てはまらないのか，またどう条件を変えれば，当てはまらなく

なるのか，また当てはまるようになるのかという場合分けである O さらにま

た，格差があまりに大きくなって，弊害があれば，それをどう工夫して減ら

せるか，また逆に格差のあることをどう活用できるか， ということである。

つまり，このべき法則には利点もある。そして私の考えでは，その利点を活

かすことが，この欠点を是正する一番良い方法である O
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この情報理論は，以下のような考え方を示唆する。つまり自己の考えを広

げたいと，思ったとき，選挙のように，敵対陣営を倒すことで，自分が勝つと

いうやり方でなく，経済競争のように，他者から価値を奪うことで自己の財

産を増やすのでもなく自分の魅力を高めることで支持者を増やすのである O

それは確かに過酷な競争であるけれども， しかしまずは，とにかく絶滅しな

いように， 自己主張を続け，あとは様々なチャンスを見て，いかにこの主張

が魅力的かということを示し，そのことによって支持者を増やすのである O

パラパシは次のような伝播の例を挙げている 2)。ひとつは，関値のない広

がり方がある。つまりじっくりと広がるという広がり方もある。もうひとつ

は，その運動の質を高めるというやり方である O 質が高ければ，それは，い

つかは確実に広がり得る O

さらに私は，以下のことも考えている。このべき法則ということ自体は，

何もパラパシが最初に言ったことではなく，物理学では良く知られている O

例えば，水が氷になるとき それは相転移と言うのだが無秩序な水の分子

は， 0度になると，自発的に秩序立つ。これは自己組織性とも呼ばれ，そこ

においては様々な系の振る舞いが，このべき法則に従うことが知られている O

先のパーコレーション理論において，関値を超えるということもまた，この

相転移のひとつである。そこにおいて，様々な現象がべき法則で説明できる

(高安)。このことは社会現象にも当てはまるだろうと私は思う O 社会が急激

な変化を遂げるときに，このべき法則は現われるだろう O

急激な変化のひとつの例は，恐慌である。 3-2-1ですでに論じている，パー

リーとミーンズの『近代株式会社と私有財産』において，株式保有者が大衆化，

素人化して，株価が大衆の予期で動くようになる (Berle&Means)0 ケイン

ズも『一般理論Jにおいて，株価は素人の群集心理に左右され，著しく不確

実な状況に陥る (Keynes)0 さらに株から為替にと，扱う金額が大きなもの

へと，投機の対象が移って行く O この価格の変動が扱われるべきであるo

ここで，高安秀樹の議論が参照される(高安 3章)。最も規模の大きい市

場は，外国為替である O 為替価格は，その直前のディーラーの予期で決まる O

3分間隔くらいで，その予期は変動して行く O ディーラーは先読みをしそ
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3-3 所有論の可能性

の結果，売買取引の過程には，確率的な振る舞いが生じる O そのためそれは

不安定になり，時に暴落，暴騰を引き起こす。その制御のために，世界シス

テムを考案する必要が出て来るが，それが3-3-3の議論である O

最後に補足的に述べておけば，以上のようなネットワーク理論はさらに進

展して，様々なタイプの複雑ネットワーク理論が出て来ている。その中のひ

とつがカオス理論である O 先のカント平和論の帰結は，まさしくこのタイプ

の複雑ネットワーク理論であった (1-3-2)。それは新たな，かつ，動的な秩

序を説明するものである O カウフマンは，カオスの縁(秩序とカオスの境界)

において，自己組織化現象が起きるという主張をしたが (Kauffman)，まさ

しくカントの言う平和は，変化しつつ，柔軟性と恒常性を備えた，自己組織

化現象に他ならない 3)。

C. 情報化社会の政策所有に対する制限

レッシグの主張は，パラドクシカルなものであって，人を刺激するが，そ

れに留まらず，情報化時代の所有論を示している O これは同時に消費化社会

の所有論でもある O 知的所有は，所有のひとつとして，所有一般が持つ様々

な問題を共有するが しかしさらに知的所有において，それらの問題の意義

と限界が先鋭化する場合がある O そのことを良く示している。

とりわけ情報化社会で格差が広がることは，以上で示した通りである O 格

差は，人が所有をし，かっその所有が個人所有である限り，どんな社会でも

あるが，それが知的所有においては，著しく拡大することが確認された。

その指摘の上で，再度所有の問題を考える o 3-2-1で吉田民人を引用して

確認したように，所有は，所有する主体と客体，及び内容面から考えるべき

で，そのどれにおいても，分割されて所有される O 単純に私的所有か，共同

所有かという問題ではない。第二に，自律的な所有の他に，他律的な所有も

あり得，また自律的所有だが，脱所有と呼ぶべきものもある O

とすれば，第一に，この段階で，所有権の大きさとその及ぶ期間とを決め

るのに，市場のみに任せて良いという訳には行かず，決定主体は，その個人

の属する集団や地方政府，国家によってなされるべきである O 知的所有権で
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あれば，その保持者の権利を守りつつ， しかしその所有権は，排他的にひと

りのものに帰するのではなく，先人の努力の継承という面も考え，社会の中

ででき上がっているのだし，従って多数者との共同であると考えるべきであ

るO また，それを使用する使用者の権利も守るべきである O これはすでに述

べた通りである O

第二に，所有には制限を掛けて良いという正当性問題は，知的所有だから

成り立つ話ではなく h 所有一般に成り立つ話である O 法外に大きく，長い期

間に亘る知的所有権には，制限が掛けられる O このことが正当なのは，この

知的所有においては，分かりやすい形で現れている O それはまた，資本主義

が自らの矛盾を自らの力で是正しようとしているかのようである O つまり，

資本主義の必然的な帰結として情報化社会になり，そこで知的所有が問題と

なり，その矛盾が露呈する O また情報化社会では格差が大き過ぎて，つまり

資本主義の矛盾が分かりやすいまでに現れている。そういったことがここに

現れている。

個人の自由を守るために 他者の所有に制限を付ける。これは，多数の貧

乏人の自由を守るために，少数の金持ちの自由に制限を付けるということで

はない。知的所有権を持つ者は，多数の読者に支えられて，それで、価値を持

つのであり，不当にその所有権を独占しては，読者は不自由になり，著者に

とっても，自分の存在する由来をも脅かしてしまうことになる O 著者と読者

と，両者の自由を守るべきである O これが，消費化社会の福祉国家の正当性

論につながるはずである O

類個関係については，すでに論じている (2-3-3)0そこでは，ヘーゲルが

使われ，市民社会論において，国家と中間集団の関係についての議論があっ

た。さらに，その後，国家を類とする段階から，世界史を類とする段階への

移行が，従って，国家のために戦争で死ぬことが要求される個人から，世界

史の中で，類を自己内に体現しようという個人への移行が論じられた。前者

は，吉田民人の議論にも，その整理があった。また後者まで論じて初めて，

類個関係は完成する O つまり，ローカル，ナショナル， トランスナショナル

と多重な類が論じられ その中での個との関係が論じられねばならない。ま
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3-3 所有論の可能性

たそれらの類が，反転し複合的な関係になっていることも，最後の節，つ

まり 3-3-3で論じられる O

さらに踏み込んで，第三番目の指摘をする必要がある O 分配の問題がここ

3-3-1で論じられる O類個関係において，個の充実が重要である O個は有限で，

可塑的である O 個が社会に貢献するかどうかということは重要であり，当然

どの程度貢献したかで，分配はなされるが， しかし個の有限性と可塑性を最

大限尊重すれば，個自身がどの程度分配を必要としているかという観点でも

また分配はなされねばならない。つまり社会に貢献していなくても，その個

にとって，生きるのに必要な分配はなされねばならない。個の能力は有限だ

から，人によっては十分社会に貢献できないかもしれない。しかしそれでも

その個は生きる権利を持つ。またその個の能力は可塑的で，一時的には，同

じく十分社会に貢献できないかもしれない。それでも，個の様々な試行錯誤

をできるだけ，社会は許容すべきである O その包容力が社会の成熟度を示し

ている。前節のマルクスの，理念的に考えられた共産主義のイメージ，つま

り「各人はその能力に応じて(働き)，各人にはその必要に応じて(配分され

る)Jというのは，ここで現実的なものとして考えられねばならない。

まとめに入ろう O 所有の分割と所有の形態の問題に加えて，個人の充実と

いう観点が必要であり，その上で，再度所有が議論されるべきである。

第一に，個人がどこまで所有して良いのかということに対しては，社会の

中でその程度が議論されるべきである。第二に，格差是正のための，地方政

府，国家の介入は正当化される O 第三に，配分は，能力に応じてという観点

と必要に応じてという観点とが両方必要である。格差是正はかくして二重に

行われる O ひとつは，例えば印税は何パーセントであるべきか，著作権の年

数は何年であるべきかという議論である O 先に，知的所有の場合は，消費者

を育てた方が，結局は所有権を持っている側にも得になり，なるべく使いや

すくした方が良いという結論が得られている O またもうひとつは，税， とり

わけ累進課税とその配分，つまり福祉，教育政策であり，その正当性は，個

人の最大限の保護にある O

ここで格差は，諸個人の格差 及び国家の中の中間諸集団の格差，そして
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最後に諸国家間の格差があるだろう O 諸個人の格差を是正するものとして，

福祉国家の役割が確認され，諸個人の所有に対する制約が上で確認された。

また地方政府などの諸集団の格差の是正にも国家の役割は大きい。これはつ

まり，教育や福祉の実際の担い手は，国家という大きな集団ではなく，小さ

な地方政府という集団が扱った方が，諸個人間の格差是正の観点から望まし

いが，しかし今度はその諸集団聞の格差が出てしまう O それを是正するのも

国家の役割である O

そして残された最後の問題，つまり諸国家間の格差については，これは以

下の節で扱う O 私の考えでは，国家間の格差が， 20世紀後半の戦争の一番

大きな理由である。そうすると上では，個人の所得の再分配機能を持つ国

家の役割に期待したのだけれども，ここでは国家の弊害にぶつかる O それが

3-3-2の課題である o 2-3-3で論じたように，諸個人の所有を保護するもの

として現れ，しかしそれ以上の価値を持ち，ついには戦争に突入する国家に

対して，あらためてその対応が検討される O

また， もうひとつ重要なのは，金融危機の問題である。 3-2-1ですでに論

じられ，また 3-3-3の主題となる問題だが，ここで先のべき法則が関係する O

先に論じた群集心理は，つまり予期の増幅は まさに情報化社会の問題に他

ならない。市場に任せておくか，国家が介入するかという問題と考えられる

が，そのどちらも有効でない場合がある O

所有が原則として個人所有であれば，資本主義の出現とその進展は必然的

である。しかし同時にその弊害もまた必然的であり，そのこと自体と，同時

にその対策とを考察しなければならない。それは 3-1ずですでに扱ってはい

るが， 3-3-3において具体的な課題となる O

議議注

1 ) レッシグの最初の著作は 1999年のもので (LessIg1999)，これは相当に評

判になり，続けて (LessIg2001)，(LessIg2004)と著作を刊行している O ここ

に引用したのは， (LessIg2001第14章)であるD

2) この説明は， (BarabasI)の第 10章にあるD この他にも，この本には，様々
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なタイプの伝播の例が挙げられている。

3) 数理モデルの発達を述べるのは，本書の主題ではないが，これを記述する

ことによって，本書の展開を裏で支えているとでも言うべき，道筋が見えて

来る O それは， 1-2を受けて，ホッブズ，ロック，ビューム，カント，ヘーゲル，

マルクスと本書で取り挙げた思想家の主題を，数理モデルで説明することが

可能だということを示唆している O 詳細については， 1-2の(注9)で述べたが，

本書とは別の試みを 現在用意している O

3-3-2 リベラルな民主主義は戦争を防ぐか

リベラルな民主主義が戦争を防ぐという命題は，カント以来のものである O

カント以後200年たって，実際に民主主義の国々が世界にいくつも誕生し，

データが揃う O その実証が a項である。しかしそこで示されたのは，民主

主義国間では戦争がきわめて少ないが，民主主義と非民主主義の間では戦争

は起きるということである o b項のトッドによれば，むしろアメリカは民主

主義を広めるという名目で戦争を起こしている O しかし一方で，アメリカの

思惑に反して，民主主義は確実に世界中に広がっている o C項のロールズの

主張は，再びカントの主張に戻るかのようである。非民主主義国への寛容に

基づき，緩やかな枠組みが国家を超えて作られる。それは修正されたカント

主義と言えるだろうし， 2-3-3の議論を踏まえれば修正されたヘーゲル主

義でもある O

a. ドイルとラセット

現代政治学の最も優れた知見のひとつが，ラセットによる実証研究であろ

うO ラセットは次のように言う O

民主主義の国が非民主主義諸国に対して，戦争を起こす可能性が低い，つ

まり民主主義諸国が一般に平和的であるということでは決してないが， しか

し民主主義諸国間では，戦争がほとんど起こっていない。これは 19世紀末

から見られる現象である O

このことはまず経験的な事実である O つまり実際に，英仏米の間では戦争

169 



は起きていない。その理由はそれらの国の間で，リベラリズムと民主主義が

共有されており，互いにそれらの価値を尊重し合っているという意識が共有

されているためではないか。

また他の諸国でも， 1970年代までに民主主義を採用する国は増え，そこ

でもこのことは成り立つO もちろん 繰り返すが これは民主主義諸国が非

民主主義諸国に対して，戦争を起こす可能性が少ないということではない。

ここで民主主義の定義は明らかである O それはダールによるもので，以

下の通りである (Dahl1章)。市民の大部分が投票による選挙権を持つこと O

政府が競争的な選挙を通じて権力を得ること O 行政府が市民によって選挙さ

れる(大統領制)か，選挙に基づく立法府に対して責任を負う(議院内閣制)

かのどちらかであり，またそれらに伴って，言論の自由が保障されているこ

とである (Russett1章)。

ラセットはさらにこのことの理由を，制度と規範の両面から説明している O

制度は例えば，民主主義の諸国では 国際間の制度が作りやすい，また民主

主義諸国では，政治的経済的に制度が安定しているといったことが，互いへ

の平和を促す要因かもしれない。しかしラセットはさらに，実は民主主義諸

国が相手国に対して互いに共有しているだろうと考えられる規範の方が，平

和を促しているのだろうと結論付けている O これはまさに，先の 19世紀末

からの英仏米の関係がそれを示している(同 2章)。

実際，この本が書かれた後 2001年にアメリカが戦争を起こしたことを，

私たちは知っている。民主主義の国が，民主主義を非民主主義の国に広げる

という名目で，戦争を起こしたことを知っている O しかしアメリカの言い分

に従えば，これは民主主義と非民主主義聞の戦争であって，民主主義間の戦

争ではなく，この本の主張の反例とはならない。

さて，ここにはいくつもの問題が横たわっている O まず，民主主義は，す

でに述べたように決して平和志向を意味しないし，非民主主義に対しては，

アメリカが実際そうなのだが，却って，戦争を招く危険性は高いかもしれな

い。また，一般に民主主義諸国が，必ずしも最善の選択をしないことはしば

しばある。第二に，これも後に述べるように，民主主義だと d思っていた国が，
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3-3 所有論の可能性

容易に非民主主義に転ずることはあり得る O

これらの考察が必要だが，もうひとり，こちらの方がより，カント平和論

を意識しており，付け加えておくことが有益だろう O ここで取り挙げるのは，

ドイルの「カント，リベラルな遺産，そして外交」という論文である (Doyle)0 

ドイルの主張は 1983年のもので，先の 1993年のラセットの主張と同じで

ある O ラセットはドイルを受けて，その実証をしたと考えるべきである O ド

イルもまた，リベラルな諸国間では戦争の可能性の少ないことを説く O リベ

ラリズム諸国は決して平和愛好ではない。しかしリベラリズム国家は，同じ

リベラリズム国家に対しては，非リベラリズム国家に対するのとその対応を

変えるのである O

リベラリズムは個人の自由を重視する。ドイルは，それはカントに由来す

るものだと考え， r平和論』を引用する O それからカントの後，この二百年近

くの間，世界にリベラリズム諸国の数が増えたことを挙げ， リベラリズム諸

国間では，戦争のほとんどないことを実証する O 戦争があるのは，非リベラ

ル諸国同士，またはリベラルと非リベラル聞のみである O

b. トッド

前項のふたりの主張は，アメリカ人による，アメリカ人のための，アメリ

カ的な平和論であるように見える。しかしこの主張は，その主張の意味する

限りで，私は正しいと思う O これをさらに検討するために，一見，このアメ

リカ擁護論に対する最も痛烈な批判とも思えるトッドの主張を見てみたい。

トッドの主張は，まず識字率の上昇を近代化の最も重要な要因と見

るO その近代化の中には民主主義化も含まれる or民主主義と個人主義の

進展の核心に大衆識字化という独立の説明変数が横たわっているJ(Todd 

p.33f. =p.39)。それが，出生率の低下を招き，近代化を促進する。そのよう

にまとめることができる O

もうひとつの主張は，そこから帰結するアメリカ批判である O 世界の半分，

つまり開発途上国では，必然的に識字率の上昇と，それに伴う出生率の低下

と近代化が起きているが，しかしすでに近代化を達成した，アメリカ，イギー
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リス，フランスは，今度は，大学に進学する層とそうでない層との格差が進

行しさらに階層が固定化し非民主主義化が進んでいるというものである。

そこからさらに，決定的なトッドのアメリカ批判は，アメリカが何もしなけ

れば，世界の近代化，民主主義化は進むのに，それを却ってアメリカが妨げ

ている O アメリカは世界に君臨するために，悪役を作らねばならず，近代化

に向かっているイスラム諸国を悪役のままにしておきたいとしているという

ものである O

私は，このアメリカ批判をもっともだと思い，同意する。実はトッドのア

メリカ批判は，何重にも亙っていて，例えばハンチントン批判はよく知られ

ている，そのひとつである O 世界をいくつかの文明圏に分け，その衝突を煽

るのがアメリカであるという主張に対して (Huntington)，むしろ世界の各

文明は，接近していると説く O しかしこのハンチントン批判は，アメリカ批

判のひとつに過ぎずしかもより本質的なアメリカ批判は，先の論理である O

トッドは先のドイルを引用し，批判する。それにフクヤマの，世界中にアメ

リカ型自由主義的民主主義が広まってといるという意見 (Fukuyama)に対

する批判が加わる。その両方の意見からの帰結は，世界中が平和に至るとい

うことになってしまうが， しかしアメリカは世界の平和を担う役割を担って

いて，世界中が平和になってしまっては，アメリカの役割がなくなってしま

うO アメリカはそのパラドックスに気付く O 同時に，アメリカは実は民主主

義的でなくなっているのである O

トッドの主張は一貫している O それは識字率を近代化，民主主義化の重要

な要因と考えるということだO 一方で世界中の発展途上国は，初等教育が充

実して，大衆の識字率が上がり，民主主義が進む。しかしアメリカをはじめ

とする先進国は， トッドは，そこにイギリスとフランスを加え，私はさらに

そこに日本を加えたいのだが，中等・高等教育が発達し，その結果，高等教

育を受けた層とそうでない層との格差が広がり，民主主義が妨げられる O そ

こでは，寡頭制が進み，エリート主義とポピュリズムが対立する。するとア

メリカ，イギリス，フランス(と日本)には，先のドイル，ラセットの説が

適用できなくなる O
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3-3 所有論の可能性

彼は簡潔に次のように言う or世界が民主主義を発見し政治的にはアメ

リカなしでやっていく術を学びつつあるまさにそのときに，アメリカの方は

その民主主義的性格を失おうとしており，自らが経済的に世界なしでやって

行かれないことを発見しつつあるJ(Todd p.38f.=p.44) 0 

かくして，実はここで， トッドの考えは，先のラセット及びドイルの説と

むしろ接合できる O

トッドの主張は，詳細な実証分析に基づいている O そしてどの国でも，ま

ず女性の識字率の上昇が近代化の要因の根本で，副次的に，男性の識字率の

上昇も考慮に入れるべきで，さらにそのことを保証する限りならば，国民一

人当たりの GNPもその要因に入れても良く，というのも，そういったこと

があると，近代化の最も重要な指標である出生率の低下が起きるからだ。そ

うまとめることができる O

ラセットとドイルの主張は，リベラル民主主義聞では戦争が少ないのだか

ら，アメリカは，世界に対し，リベラル民主主義を促さねばならないという

結論につながり，結局これがアメリカの戦争を正当化する論理として使われ

てしまっている O かくしてアメリカはアメリカ型のリベラル民主主義を非民

主主義諸国に普及させるべく，戦争をする。そのことはトッドに倣って，批

判されるべきだと私も思う O

しかしその，アメリカ擁護とアメリカ批判の論理は，同じものではないか。

爆弾とともに民主主義化を促すことはできないという戦略的なミス O 自国が

民主主義的であると慢心している内に，非民主主義化が進んでいることに気

付かない倣慢さ O 一方で，非民主主義的だと思っている開発途上国の民主主

義化の動きを正当に評価できない狭隆さ。その三点は批判されるべきである

のだが。

つまり，第一の問題はプラクテイカルなものである O 戦争をしてはいけな

いという倫理的なものではない。効果が少なく，またマイナスの効果が予想

されるものはすべきではない。この第一の問題と第二の問題は重なる。他国

に干渉をするのではなく，まして戦争を引き起こすのではなく，自国の民主

主義化こそ，他国に良い影響を与えると考えるべきである O まして，自国の
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非民主主義化に気付かない鈍さでは 他国がその外交方針に納得するはずが

なく，そこに干渉が加われば，ただ反発を招くだけである O さらにこのこと

は第三の問題につながる O 他国を民主化するために 暴力が使われるべきだ

という主張は，他国がすでに民主化していることを正当に評価できないため

に生じるものであり，それは，自国の民主主義概念があまりにも狭く，自国

型の民主主義しか評価できないからである O その非寛容が再び他国の反発を

招くだろう O

柔軟に民主主義の進展を見守ること O その上で， しかしやはり民主主義を

促すことが考えられねばならない。それを見守るということも含めて，戦略

的な促進は必要だ、。他国への干渉で民主化が進むと考えるのではなく，民主

化をその国の，自立したシステムの発展の中に位置付ける O もし他国に関わ

るのなら，それはその国の発展に寄与する経済援助しかない。そうして一方

で，自国の民主主義化こそ最も重要であることに気付くべきである O また最

後に，民主主義の定義をもう少し緩やかなものとし，多様化を促進すること

が必要で、ある O つまりアメリカという民主主義的なシステムの国が，他の非

民主主義的なシステムの国に爆弾を落としても，相手国の民主主義化は促せ

ない。相手国の内生的な発展を待つしかない。民主主義というシステムは絶

えず，生成消滅しており，他国に戦争を仕掛けている聞に，自国の民主主義

が劣化していることに気付くべきである。

識字率の上昇という，それぞれの個人の心的システムの充実が，社会の諸

システムに大きな影響を与える O この観点、で以上を整理することができる O

もちろん，アメリカ擁護とアメリカ批判という正反対のものを接合する必要

はないかもしれない。ラセット達の主張からの帰結は アメリカが強引に民

主主義化を進めることを擁護する。それは根本から間違っている。世界がす

べてアメリカ型の民主主義になる必要はないしそれは不可能である O しか

しその帰結が間違っているからと言って，前提となる主張が，つまり民主主

義諸国間では戦争がきわめて少ないという主張は，間違っている訳ではない。

少し修正すれば，それは有益である O

アメリカ型の狭義の民主主義ではなく 広義の民主主義概念を作ること，

174 



3-3 所有論の可能性

また民主主義が万能なものではなく，欠点だらけのものであることを自覚す

ること，しかしその上でなお，民主主義を重要視したいと私は思う O つまり，

戦争を民主主義が直接的に防ぐ訳ではないのだが，また ドイル，ラセット

ほどの楽観は私にはないのだが，しかし民主主義は平和につながるはずであ

るO

C. ロールズ

この節の最後に，ロールズの『万民の法』を加える。画期的と評される『正

義論』に比べ，評判は著しく悪いが，私はもっと評価されるべきだと思う1)。

彼の考える社会形態は五つある。1.リベラルな諸国， 2.良識ある諸国， 3.無

法国家， 4.重荷に苦しむ社会， 5.仁愛的絶対主義国家，以上である。

その区別の上で，各国の民衆の代表者が，万民の法を選ぶとされている。

それは，各国の民衆が自由でかつ平等であり，各国間では条約が守られ，独

立不干渉であり，自衛以外の理由で戦争をすることが禁じられ，またその戦

争にも一定の制限があり，人権は尊重され，不利な条件に苦しむ民衆には援

助が差し向けられるというものである O

このロールズの提案する万民の法のイメージは 先のヘッフェの第一の国

家，つまり超最小国家だろうか 2)。これは世界共同体を考えたときに，その

共同体には法だけがあり，それを強制する権力は持たない，そういう共同体

である。ト3-2で書いたように， もっと拘束力を持つ世界共和国を志向する

論が多い中で，緩やかなネットワ)クとも言うべき， r万民の法」の提案はま

ず評価されるべきである。その共同体の中で，国家が消滅するのではなく，

最後まで残るということもカントの主張と同じである。この万民の法は，カ

ントの強い影響のもとに書かれている 3)。ロールズの主張のふたつ目のポイ

ントは，先の1.のタイプの民衆が，この万民の法を是認し， 2.の諸国の民衆は，

それを受容し，遵守すると考えていることである。1.のタイプの諸国の民衆

が，それを是認するのは，これもカント以来の伝統である O カントならば，

いずれはすべての国家が，ないしは，主要な国家が1.になり，その上で万

民の法が実現できると考えるのだろうが，ロールズの特徴は， 2.以下の諸国
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を前提としていて この 2.の諸国は 決してリベラルではなく，政教分離

も行っていないが，人権は保護されており，万民の法を受け入れる要素は持っ

ているとされている O そして重要なことは1.のリベラルな国家は，この 2.の

良識ある国家の民衆に対して，きわめて寛容でなければならないとされてい

ることである O

1.は，ロ}ルズ自身は明言しないが，欧米の先進国を指しているだろう O

そして， 2.は，穏健なイスラム諸国が考えられている。先進国は，穏健なイ

スラム諸国に制裁を加えたりしてはならないというのが，私がとりわけロー

ルズの功績として評価すべき点である O

しかし先進国は， 3.以下の，無法国家に対しては，戦争をしても良いこ

とになっている O すると， どうしてもこの点で，私はロールズ案を不十分だ、

とみなすしかない。つまり，ここで指摘できるのは，相手が無法国家だとみ

なしたら，戦争を仕掛けて良いことになり，先の節の， トッドによるアメリ

カ批判がそのまま当てはまってしまうということである。従って，ロールズ

の寛容という観点、をさらに推し進めて，すべての国々に対しでもそうでなけ

ればならないと考えることが必要だ。

三番目のロールズの論の特徴は，先のドイル，ラセットが国家主体の外交

を考えている節があるのに対し ロールズの主体は民衆であるということで

ある O カントはそのあたりは両面的だと思う O カント『平和論』第二確定条

項で，諸国はネットワーク的な国際連合を作るが，第三確定条項で，各国民

衆が，自由に出入りができるとしていて 国際連合を支えているのは，自由

に行き来する民衆であるという主張をしているが，そのことが想起されるべ

きである O またここでは各国の国民が，文化的になって，平和に至ると考え

られているから，かなりの程度，国家ではなく，諸個人に力点があったと思

われるが， しかしあいまいと言うべきである。そこをはっきりと民衆主体に

したのは，ロールズの功績である O

もっとも，森村進が指摘するように，ロールズは， peopleという言葉を

使い，その邦訳では， r民衆」となってはいるが， どうも国民という意味にそ

れは近く，国家主体に考えている節がある O そこは不十分であろう O 国家を
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超えて活動する人のことも また国家の内部で少数民族であるために苦しむ

人々のことも，あまり考えていない。きわめてナショナリスティックである

(森村2007)0

四番目の特徴は，上の三つの観点、すべてに関わるが，ロールズは， 2.以下

の諸国の存在を考えてはいるが， しかしカントと同じく，主要な国家が，万

民の法を構想することができる程度には，十分リベラルになっていることを

前提としやはりリベラルな国家があり，その上で，リベラルな世界連合が

できると考えている点である O つまり最初は，リベラルな諸国間で，その国

民が主体となって，ネットワークを作る。政治や経済政策の主体は，国家で

あるが，同時に国家を超えるネットワークも機能する。そうしてリベラルな

国は，非リベラルな国に対しても寛容で，その非リベラルな国の国民も，そ

のネットワークに入ることが歓迎される。そのようなイメージを描くことが

できる O

ここは一応は，平和の問題を，各国のリベラル民主主義に求めていること

は，上で展開したように，きわめて不十分ではありつつも，しかし根本的に

は評価できる。私はトッドの批判を十分に受け止めて，さらに代替案を考え，

ロールズの発想を活かしたいと思う O それが3-3-3である。

リベラル民主主義と平和は密接に結び付いているという指摘は重要であ

るo 実際ある程度リベラル民主主義が達成されていないと トランスナショ

ナルなネットワークはできない。そうしてそのネットワークに入った方が，

得をするという状況を作れれば，非リベラル民主主義の国民にも訴えるもの

があるだろう O リベラル民主主義が，無法国家に対して戦争を起こすことは

正当化されないだけでなく，戦争は，リベラル民主主義を広げる有効な策で

もないということは認識されるべきである O 多くの国々が，戦争の危険性が

ある以上，容易にリベラル民主主義になり得ないという，先の (2-3-3)ヘー

ゲルの考えもここであらためて思いだそう O つまり非リベラル民主主義の

国々にとっては，先に平和の機構を作るべきであり それからそれらの国々

のリベラル民主主義化が促されるだろう O そうしてそのリベラル民主主義化

は，一層の平和を促すだろう O そういう私の考える平和への道筋が，不十分
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ながら，ここには見られる O

とは言っても，致命的な欠点もある O 私の見る，決定的な，ロールズに対

する批判は，諸国家の聞に，資源の豊かさについての格差はあるが，リベラ

ル民主主義化する上で，支障はほとんどないという指摘である (III部 15章，

16章)4)。私は，諸国家の資源の格差が，そして現代の情報化社会では，様々

な点での格差がますます広がっていることが戦争を引き起こし，また多く

の国々がリベラル民主主義になり得ない根本原因だと考えているので，この

指摘に対しては，まったく評価しない。アメリカという，世界で最も資源に

恵まれている固にいるロールズには，最も見えにくい問題であるのかもしれ

ない。しかし私たちは，そういうロールズの根本的な欠点は，はっきりと認

識しつつ， しかしその長所はうまく取り入れて，戦争を防ぐ術を考えねばな

らない。

ここまで来て，単に 3-3-2の各項をまとめるだけでなく， 1-3のカント論，

第2部のヘーゲル論， とりわけ 2-3-3の戦争論と併せて，まとめをすること

が必要だろう O

まずリベラル民主主義が平和を促すという考えは基本的には正しい。しか

しそれはドイルやラセットが言うように， リベラル民主主義諸国間では戦争

が少ないという話であり，またカントが恐らくはそう考えていたように，世

界がすべてリベラル民主主義になれば，世界平和が訪れるというユートピア

であるのかもしれない。現実的には， トッドが批判するように，リベラル民

主主義を非リベラル民主主義に押し付けようとして，却って戦争が起きる O

つまりリベラル民主主義になれば，戦争がなくなる訳ではない。

またヘーゲルが指摘するように，戦争が必然的なものだとするならば，各

国は戦争のための準備をしなければならず，国民を戦争に向けて動員しなけ

ればならないのに， リベラル民主主義になってしまうと，国民は国家の一員

であるという意識が薄れてしまい，そういう国家は，戦争には向かない。つ

まり，戦争が必然的なものとして存在するならば，リベラル民主主義で、ある

ことは望ましいことではない。

私の考えでは，リベラル民主主義を促すことは，諸個人の自由を確保する
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3-3 所有論の可能性

ために必要だが，戦争以外の方法でそうすべきであり，また，戦争が勃発す

る条件が常に満ち溢れている現在では，戦争を防ぐために，リベラル民主主

義を広めようとするのは間違いで，別の方法が考えられねばならない。すな

わち，ある程度リベラル民王化が進んだ時点で，あとは，先に戦争を防ぐ術

を考案すべきなのである O

幸い， トッドが指摘するように， リベラル民主主義は識字率の上昇ととも

に進'んでおり，それは不可逆な過程である O ただそのことが直接戦争を防ぐ

ことにはつながらない。リベラル民主主義の進展とともに，諸個人の自由が

少しずつ進展する O すべての国ではなく，ある程度の国がそうなった時点で，

つまりそれは現時点と言って良いが， トランスナショナルなネットワークを

作り，それを以って，戦争を防ぐことに生かすべきである O そのことは次の

節で論じられる O そしてそこに，ロールズの考えを活用することができる。

つまり，リベラル民主主義諸国が中心となって，緩やかなネットワークを作

り，そこに非リベラル民主主義諸国も加え，そのネットワークの中で，諸個

人は自由に，それぞれが更なるネットワークを作る。それらの複合ネットワー

クこそが，戦争の可能性を少しずつ防ぐ。そして，戦争の危険性を少しずつ

でも防ぐことによって，リベラル民主主義国は， 自国のリベラル民主主義の

劣化を防ぐ術を模索すべきだし，非リベラル民主主義国は，自国のリベラル

民主主義化を一層進めることができるだろう O

すでに何度も言及しているが (2-3-3，3-1-3， 3-2-2の各節の最後の結論)， 

リベラリズムも，それに基づく資本主義も，またその資本主義によって育成

される民主主義も， どれもきわめて大きな限界を持ちつつ，その不可避性も

確認されている O その留保をあらためて認識し しかしその意義も否定すべ

きではない。

議参注

1) ここでは，森村進と渡辺幹雄を参照したが(森村2007，渡辺幹夫)，晩年

のロールズに対する批判は，巷に相当見られるo

2) ヘッフェについては， 1-3-2で取り挙げた。それは国家と個人の関係を 4
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段階にまとめたもので，一番緩やかなものでは，国家の体をなさず，ヘッフェ

自身は，二番目か三番目の国家観を支持し，それを世界政府のイメージにし

ている (H凸ffe1997)。しかし，世界政府は国家ではなく，諸国家とともにそ

の役割を果たすべき存在であって，私の考えでは ヘッフェの定義の，最も

緩やかなものでも，十分その意義を持つだろう。

3) ロールズが広汎な哲学史の分析を試みー とりわけカントについては，詳細

な議論をしていることも思い起こすべきである (Rawls2000)。

4) この晩年のロールズに対しての批判は，カント的な楽観論に対して向けら

れる他，この諸国間の格差の決定的な重要性を無視することにも向けられて

いる O 諸個人間の格差是正こそが， r正義論Jのロールズの主張だ、ったのに，

諸国家聞の格差の持つ重大さが見えないのは，残念である。

3-3-3 ネットワ}ク世界政府論

企業や地方政府が発行する企業通貨や地域通貨が いくつかの国にまた

がって使われ始めている O その際に，それらの通貨をまず，法定通貨に直し

て，その上で二国間の法定通貨聞で交換をするのではなく，いくつかの国の

法定貨幣をベースに，バスケット貨幣を作り，その複合貨幣を使用する試み

がすでに考えられている。ここでは ナショナルなレベルの下に位置付けら

れる，ローカルな企業や地方政府が主体となって，トランスナショナルなネッ

トワークを作る試みのひとつとして，その電子上の貨幣の意義付けをしたい。

同様の試みは，経済産業省から提案されアジア通貨としての通貨バスケッ

トが提唱されている。その提案の意義と限界を検討すべきである O 私の考え

では，アジアでは，国家が主体となって，そのようなネットワークを作るの

は絶望的に困難である O 上で述べたような ローカルな企業や地方政府が主

体となって，ナショナルを超えるネットワークを作る方が現実的で、はないか。

さらにトーピン税が検討される O これは，恐慌を防ぐために，各国が合意

して，投機的な通貨取引に対して課税しようというものである O その目的と

予想される成果は評価すべきであるが，各国の合意に基づいて行われるとい

う点で，上のアジア通貨の実現と同様の困難を持っている O 私の提案は，い
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3-3 所有論の可能性

くつかの複合貨幣を流通させ，その際に，複合貨幣と企業通貨，地域通貨，

法定通貨との交換に際して，いくばくかの手数料を取ったら良いというもの

である O これはトーピン税の目的と予想される成果をより容易に実現するだ

ろう O

a.複合通貨について

企業が電子マネーやポイント，及びマイレージを発行している O それらは

企業通貨と呼ばれる。企業通貨は狭義には， ]RのSuicaや，ソニーの Eむ

など，金銭債務を電子的媒体で弁済する情報を指すが，ポイントやマイレー

ジも，今や発行企業以外でも利用可能になり，貨幣としての機能を持つよう

になった。ここでは，それらを総称して，企業通貨と呼ぶ(野村総合研究所

2006， 2008)0 

これらは紛れもなく貨幣である O 様々な財とサーヴイスの価値を測る尺度

としての機能があり，その価値を保存することができ，かつ，交換する媒体

でもある。この三つの定義に加えて，後で述べるように，これらは価値の自

己増殖機能も持つ。

さて，この企業通貨が注目されるのは，第一に，現在様々な企業通貨が現

れて，それらがネットワーク化しているからである。 ANAのマイレージと，

Edyは相互に乗り入れしている O つまり Edyを使うと ANAのマイルが

貯まる。 Suicaは]Rに乗れるだけでなく，地下鉄も私鉄も利用できる。元々

東京では， ]Rと営団地下鉄が乗り入れていたり，私鉄と都営地下鉄が乗り

入れたりしていたものを，一枚の切符で済ませられるよう，工夫がされてい

て，このようなネットワーク化は自然な流れではある (Swanson1993)0 さ

らにこのカードで 買い物もできる。今や大学キャンパス内での買い物にも

使える O ますます流通範囲が広がり，貨幣としての価値が高まっている。

第二に，様々な企業通貨が，その企業の信用に基づいて，次々と発行され

ている O それは他の企業通貨の自生を促す。企業通貨だけではない。今や各

地域で，地域通貨と呼ばれる貨幣が続々と出てきている O 営利目的ではなく，

その地方の福祉に特化したものもあり，地域の活性化につなげるものもあり，
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用途は様々である O 今やたくさんの種類の貨幣の共存繁栄という様相を呈し

ており，今後も広がる傾向にある O

第三に，今やそれらの企業通貨は いくつかの国にまたがって使用される

可能性が出てきている O 現時点では ICカードの様式が，香港，台湾，ソ

ウルと日本では異なるので，直ぐに実現はできないのだが 国土省などの発

案で，旅行者の便を図って，例えばSuicaでそれらの地域の鉄道，地下鉄に

乗れるようにしたいという計画はある 1)o

これは重要な問題を苧んでいる O 使用される法定通貨が二カ国間のものな

らば，その為替レートに従って交換されれば良い。しかし三カ国以上に亘っ

て流通するときは，それぞれ二国間での交換を繰り返すのは煩雑である O 常

に円を中心に考えるとか， ドルを基軸通貨とする限りにおいては，その円な

り， ドルなりを基にして 交換を繰り返せば良いのだが 日本から持って行

く企業通貨を，韓国と香港で使用する場合，この三国の法定通貨の聞にバス

ケットを考えて，複合貨幣を作り それぞれの法定通貨を複合貨幣に換算し

て，保存するのが簡便である。複合貨幣の計算方法は，それぞれの企業が，

独自のやり方で考えれば良い。

以下にあらためて述べる予定であり，かっすでに様々な研究があるが，い

くつかの法定通貨を組み合わせて作るバスケット通貨は，そのうちのひとつ

が大きくその為替レートを変動させても，全体として調整されて，変動の幅

はきわめて少ないという利点を持つ 2)。

ここから，単に旅行者の便を図るだけでなく，例えば日本，中国，韓国と

三カ国で商売をする企業が，それらの国々を行き来し それらの国々での貨

幣を使用する必要がある場合企業が複合通貨でその従業員に給料を払い，

従業員は，必要に応じて，その複合貨幣を必要な国の貨幣に交換して生活す

るということが可能で、あろう O 現時点では， 日本の会社は，基本的に日本円

を使用するし，貿易はドルかユーロを使用するし，また以下に述べるように，

アジアの多くの国では，通貨はフロート制になっておらず， ドルにペグして

いる現状では，この考え方にそれほどの魅力はないかもしれないが， ドルの

価値が下落する傾向にあり. 2008.11にドルショックを経験し，かつアジア
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3-3 所有論の可能性

の地域内での交流がますます高まる情勢で，さらにいくつかの国々がフロー

ト制を採用し始めれば，この考え方は有効である O 企業がそれぞれ仕事をし

給料を払う可能性のある貨幣をある程度蓄えていて，給与は，複合貨幣で払

い，社員は必要に応じて必要な貨幣に交換すれば，為替の変動のリスクを避

けることができる。一国の通貨の価値が下がっても，先に述べたように，複

合貨幣はそれほど変動しないから，個人も貯金を複合貨幣ですることもでき，

安全が保たれる O

複合貨幣の性質については，次の b項でバスケット貨幣の概念を提出す

るので，そこであらためて説明をすることにして，議論を先に進める O ここ

で複合貨幣もまた複数あり得る O 企業ごとに計算方法が異なるだろうし，そ

こに含まれる通貨も異なるからである O またそれは，電子上の架空の貨幣で

ある O ネットワーク貨幣と呼んで、も良い。

それが将来的に，アジア地域の交流が深まって，それらの地域の通貨を含

んだ複合貨幣を，アジアを代表する諸企業が使うようになったとき，それら

の複合貨幣を管理する組織が必要になる。その組織は，ある複合貨幣を発行

している，または使用している，さらにはその複合貨幣とネットワークを持

つ複合貨幣に関わる，民間企業などの代表から成り立つ。民間企業または地

域，つまりローカルと，ナショナル， トランスナショナルと三重のヒエラル

キ}を考え，法定通貨については，その管理については国家が考えるが，こ

こでは，企業がいくつかの国にまたがって，複合貨幣を作り，その複合貨幣

をいくつもの企業や， NGOや，場合によっては地方政府が使用するときに，

それらの代表が集まって，その複合貨幣を管理し保証する。そこでは相互に，

これもネットワーク化する組織が要求される O それぞれの国の通貨の価値の

変動に対して，その国家の下位に位置するロ}カルな諸団体が集まって，ナ

ショナルを超える組織を作る。それが国際的な複合貨幣を管理する。そうい

うイメージをここで与えておく O 貨幣を媒介したトランスナショナルなネッ

トワ}クとしての組織である O

さて，ここで重要なのは，そうやって保護される，民間企業，地方政府，

その他諸集団のもとで，それらのメンバーである諸個人の所有が守られると
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いうことである O そうして所有が守られた上で，彼らは その集団に参画す

る。企業であろうと，地方政府であろうと，諸個人がその集団を積極的に作

り，その運営に参加しない限り，集団は成立しないしまた諸個人も自由に

なることはできない。また諸集団の方も 外部に対して その集団の持つ社

会の中での立場を明確にしていく O それがグローバリズムの持つ，諸集団へ

の圧力であり，その圧力のもと 諸集団は民主的に運営される O

その際に，法定通貨の変動によって，諸集団の所有が脅かされてはならず，

それが効率よく保護され，かっ以下で述べるような，過剰な金融資本の国際

間の運動や投機から生じる通貨の変動から守られねばならない。国境を超え

る金融資本の運動や投機を行う諸個人や諸企業ではなく，その本来の活動を

する諸個人やその諸個人の集まりである諸集団が守られるべきである o 株や

為替における投機をなくそうとする必要はない，投機をしたい人はすれば良

い。また，それは本来，市場の流動性を維持するというメリットもある O た

だ今や，そのリスクから私たちを守らねばならなくなったのである 3)。

ここで最後に，企業通貨が通貨であり，通貨として三つの機能を持ち，さ

らには，第四の機能である 自己増殖機能を持つということを再度確認した

い。企業であるからには，企業の価値を高め，その貨幣の信用を高めたいと

思う O そうやって資本主義は成り立つ。諸個人および諸企業はここで制限

される投機のみならず，投資も行う O 投資した会社の業績が伸びれば，株の

価値が上がる。それが，貨幣の持つ自己増殖機能である O それが諸個人の自

由を高める限りで それは肯定されるべきである。

地域通貨の中には，この機能を持たない貨幣もある O 貯金しておいても利

子が付かない。その点に着目しそのことを肯定する論もある(柄谷)。しかし

これは資本主義をどこまで肯定するのかという根本的な問題に関わる O 私の

答えは，諸個人の自由を奪うくらいに行きすぎた資本主義は是正されねばな

らないが，貨幣の自己増殖機能は それが適正である限り 否定されてはな

らない。そしてその貨幣の価値を守るためのネットワークが，先の複合貨幣

なのである O
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3-3 所有論の可能性

b. 通貨バスケットの可能性

通貨バスケットを用いた体制が，東アジアの国々にとって，適切なシステ

ムであるという議論が起きている O ここで、通貨バスケット体制とは， rある

国の通貨価値を，複数の通貨の価値の合計(加重平均)に等しくなるように，

通貨政策を行うことJ(伊藤2007p .2)である。

ここで為替制度分類をしておく O 細かな議論は省いて，ハードベグ，ソフ

トペグ，管理フロート制，完全フロート制と四つの段階に分けておく O ハー

ドペグは，東アジアの場合，すべてドル化を意味する O ソフトペグは，様々

なものが考えられるが，大きく， ドルか，またはバスケット通貨にペグする

ので，中心値の周りに変動幅を設けて，その範囲内に通貨の変更を抑える，

というものを考えておく (Williamson)0 三番目の管理フロートは， ドルま

たはバスケット通貨を参照にして，その法定通貨の価値を管理するものであ

るO

さて，現在の東アジアの国々の通貨制度について， 2009年時点、で、は，日

本だけが完全フロート制である O 韓国，タイ，シンガポール，インドネシア

が管理フロート制，または，通貨バスケットにペグするソフトペグ制を採っ

ていて，これらが完全フロート制になるか， どうかがひとつの問題である。

もうひとつ大きな問題は，中国である。以下，先の文献の著者の英文編論

文をまとめる(Ito2007)。

1997年から， 1998年にかけてのアジア通貨危機で，多くの国は，フロー

ト制に移行せざるを得なくなった。多くの国が， ドルペグは間違っていると

考える O そうしてバスケット通貨の考えが出てくる。それに基づいてソフト

ペグするか，または管理フロートの際の参照にするか，そのための通貨とし

て必要なのである O

しかし現実的に，まず，通貨バスケットは国民にその正当性を説明するの

が困難である。さらに，中国を中心として，香港とマレーシアを伴い， 2005 

年までは，公式的にドルペグを採用していたため，周辺国もドルにペグする

か，通貨バスケットを採用していても，その中でのドルの比重を高めざるを

得ない。つまり東アジアは， ドルゾーンにいたのである。
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伊藤は， 2005年の時点で，中国が，管理フロードに移行するという宣言

を歓迎している。つまり中国のドルペグこそが，アジアの協調を邪魔してき

たのである O

しかし， 2009年の時点で，中国が，実質的には (defacto)，相変わらず，

ドルペグであることが分かると 私たちは，失望せざるを得ない。私が，各

国間の取引からは，アジアの場合，協調に至らないと結論付ける所以である。

ここで以下の通貨バスケット (BasketCurrency，以下， BCと言う)が提

案されるが，それがどこまで実現可能性を持っかということが検討されねば

ならないが，まずはその概念について説明する。

例えば，タイは，アメリカ 日本， EUと貿易がある O ドル，円，ユーロ

の価値が増減すれば，それに応じて，タイ・パーツの価値も増減する O その

追随の程度を， ドル，円，ユーロの比重で表す。

パーツBC/ SF = ao + alドル/SF + az円/SF + a3ユーロ/SF ... (1) 

ここで， SFは，スイスフランで，これらの通貨の価値を比較するための

指標として用いる O

これに他のアジア諸国の貨幣を付け加えても良い。しかし先に述べたよ

うに，その貨幣が， ドルペグであれば，あまり意味はない。将来的に，それ

ぞれの貨幣が完全フロート化したときに それは意味を持つだろう O

さて，このようなものとして考案された通貨バスケットは a項の複合貨

幣とどう違うのか。そのことを明らかにしたい。複合貨幣は，国家の下にあ

る，民間企業や様々な組織が，いくつかの国家にまたがって交流があるとき，

ひとつには為替の手聞を省くため，もうひとつは，国家通貨の為替変動のリ

スクを避けるために，国際的な貨幣として導入されたものである。一方バス

ケット通貨は，その計算の仕方は複合貨幣と同じであるが，国家が通貨政策

のひとつとして，かつ東アジアにおいては最も有効な政策として，それを採

用しようと考えているものである。管理フロート制にとっては，管理の際の

参照とするために またソフトペグの政策を採る国々にとっては，そのペグ
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3-3 所有論の可能性

の対象として，通貨バスケットは考えられている。

複合貨幣の考え方は，各民間の，またはローカルな集団が，自分たちのコ

ミュニティの必要から貨幣を作り，流通させ，さらにそれが国家を超えて動

くとき，もちろんそれらの集団が，国家に口出しをすることなどできないし

口出ししたところでその効果は期待できないから，自衛のために，国際的な

ネットワ}クを作ったものである O 一方バスケット通貨の考え方は，国家が

主体となって，国際的な秩序を作るために，話し合って行くというものであ

る。

すると問題は以下のように整理される O つまり，果たして東アジアにおい

て，諸国家は合理的な判断をするのか。まず各国の相互依存性がそれを邪魔

することが知られている。つまりマレーシアが典型だが，その国が，本当は

通貨バスケットに依拠する管理フロートまたはソフトペグが望ましいと考え

ても，すぐ隣の中国がドルペグを採っている以上，そして中国との貿易がマ

レーシアにとって，一番重要である以上，マレーシア一国だけで通貨バスケッ

トを採用することができない。

また，フロート制を導入するには，東アジアの国々では，まだ資本主義が

十分に発達していないことも考えねばならない。通貨政策に際して，民主主

義的な手続きがとられない場合も多い。

中国はまもなく， GNPは日本を抜いて世界第二位になるが， しかし国民

一人当たりの GNPはまだ低く，民主化に時間は掛かる O 言い換えれば，ま

だ1980年代の，韓国や台湾の水準にまで到達しておらず，中国の民主化には，

まだ相当の経済発達が必要である O

そういったことを考えたときに，東アジア諸国がその経済が成熟して，政

治的にも民主化し，互いに合理的な判断をし合えるような関係になるまで，

各企業が経済活動をしない訳には行かず，それらは自衛のために，私が上の

項で述べた，複合貨幣を使うようになることは十分考えられる O

さらに通貨バスケットの考え方は，ユーロをモデルにしていて，長期的に

は，地域統合通貨が考えられている。経済産業省のモデルにはそれが窺える O

当面は，管理フロートとソフトペグに資するものとして考えられているが，
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ユーロ導入時に，通貨バスケットが使われ，その上で，統一貨幣が導入され

たように，アジアでも将来的な構想として 同様のことが考えられている O

しかしアジアでそれが長期的にも果たして可能だろうか。

私の提案する，複合貨幣の考え方では，将来的にも， トランスナショナル

なネットワーク貨幣，国家通貨，企業または地域通貨と三つのヒエラルキ}

が共存する O それぞれのレベルでネットワーク化しかっヒエラルキーにま

たがってネットワークとなる O そういうイメージである O

それほど遠くない将来，中国その他のいくつかの国が完全フロート化した

ときに，それらの国々の貨幣をベースに 複合貨幣と通貨バスケットは一体

化し，民間企業もそれを使うし，中小の国々が，自国貨幣と参照するために，

または自国貨幣にペグさせる対象として，それを使うということは考えられ

るO しかしその際にも，先に発達するのは，複合貨幣であり，そこにバスケッ

ト貨幣が乗っかるという形でしかあり得ないのではないか。

c. 卜ービン税の可能性

トーピン税の発想を，この長い論文の最後に活かしたいと思う 4)。

トーピンは，ケインズ派の経済学者で 今，私たちが利用できるトーピ

ンの論文は三つある O ここで (Tobin1974)と(Tobin1978)を初期トーピン，

(Tobin1996)を後期トーピンと呼ぶ。

トーピン税とは，投機的な通貨取引に対する課税であり，これは一種の政

策提言である O 初期トーピンの目論見では，大体1%くらいを，また後期で

は， 0.25%を超えず， 0.1%くらいの課税をすることで，短期の投機取引を減

らし，金融の安定を図るというものである O ここで確認すべきは， トービン

の最初の目的は，投機の過熱による 為替レートの変動のリスクを低減する

ことである O

トーピンが最初にこの提言をしたときの世界は，変動相場制であろうと，

固定相場制であろうと，国際的な民間の金融資本が過剰な通貨聞の移動性を

持つことに，問題の中心があった。国際通貨の直物取引に課税しようという

トーピンの提言は，それに対する対策に他ならない。
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3-3 所有論の可能性

1980年代になり，変動性システムが先進各国で採用されて，金融の自由

化が進み，その結果としてバブルが生まれ，またそれが崩壊し不況が始ま

ると， トービン税は新たに見直されるようになる O 金融自由化を進めた国々

の市場は必ずや不安定化する。トービン税は，通貨危機に対する有効な政策

としてまず注目されたのである O

加えてそこからさらに トーピン自身は，これを「副次的J(Tobin1996)と

考えているが， トーピン税が徴収した税収が，国際的な様々な活動資金とし

て使えるという目的が出て来る O 開発途上国に対しての援助，環境問題の解

決などの資金として，これを使おうという議論が起きたのである O

トーピン税が俄然注目を集めたのは，この目的のためである。ここで，こ

の「副次的な」目的を重視する， NGOなど，とりわけ 1990年代に盛んになっ

た運動の支持者を，トーピン自身を含めず，トービン主義者と呼んでおく(例

えば， (吾郷 2003)など)。彼らによれば，そこで期待される税収は， ODA

総額を上回り，貧困，開発という国際公共財を賄えるという O

さて，上記ふたつの目的をここで確認した。さらにこのふたつの目的から

派生するものを指摘したい。

ト}ピンは最初の目的に続けて，二番目の目的として，各国の主体性を高

めることを挙げた。これは初期トーピンにすでにあり，後期トーピンに，よ

り明確である。国家による財政，金融政策の自律性を維持，増進させること

が， トービン自身の目的である O トーピンは，フロート制を，それが投機を

あおり，金融不安定を招く根源であることを認識しつつも，それを支持して

いる O 私たちはブレトンウッズの時代に戻る訳には行かない。そのフロート

制のもとで，とりわけ 1980年代に国際的な資本移動によって一旦は失われ

た，国家主導の政策実現を，国家のもとに戻そうとするのである。またとり

わけ 1990年代に市場の方が国家の政策よりも優位になって，国家は金融が

要求する政策しか実現できなくなり そこで失われてしまった国家による政

策提言，およびその実施をトーピンはあらためて回復しようとするのである O

さらに付言すれば，後期トーピンは， トービン税が徴収した税収の一部を

国家に与えることも提案している。それによって 国家にインセンテイブを
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与えようとするのである。

一方， トービン主義者は，副次的な税収徴収という目的から，さらに世界

政府の設立を考えている。トーピン税は，国家を超える，グローパル課税で

ある。税収を誰が管理し，またその使い道をどう決定するのか。その意志決

定過程には，諸国家の代表と，さらには，民聞からも代表が出されて，討議

されることが必要で、ある。諸富徹は， EUのように その組織には，各国の

利害を代表する部門と，直接選挙から選ばれて構成する部門との両方が必要

だろうとしている(諸富2002)0

さてトービンは，最初， トーピン税に思い至る前に， ますます金融が不安

定になるだろうことを予測して その対策として世界政府のもと，世界通貨

があれば良いと考えた。しかし直ちに，それが不可能だからと， トーピン税

を導入しようとした。そじてそのことにより，国家の主体性を発揮する。そ

こまでがトービンの考えである O さらにその上で， トーピン主義者は，徴収

した税を活用したいと思う O そうしてそれを基にして，世界政府を作りたい。

ここで議論が一巡する O 世界政府が不可能だから， ト」ピン税を課す。トー

ピン税を課して，世界政府を作る O しかし果たしてト}ピン税は，導入でき

るのか。誰が導入するのか。本当は，、世界政府が先にできないとトーピン税

は導入できないのではないのか。世界政府が不可能だから， トービン税が必

要だと言いつつ，ひそかにその議論は 世界政府の存在を前提にしていない

か。私はそう考える O 以下，そのことを説明するo

トービン税の導入に対して，私はここでもまた b項の議論と同じく，国

家の主体性に任せて，話が進むのだろうかという疑問を投げ掛けたいと思う O

世界の国々は，必ずしも民主主義的でなく，合理的な判断をする訳ではない。

また民主主義であっても，そのために却って，市場の命令に従わねばならな

くなる O いずれにしても，国家の判断で， トーピン税を採用することがあり

得るのか。

実際，アメリカは， トーピン税に反対している。唯一，フランスが，その

可能性を検討しているが，しかし実現可能だとは到底思えない。これは，トー

ビン税の導入においでさえそうである O ましてや，トービン主義者の夢見る，
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3-3 所有論の可能性

福祉国家的世界国家を，つまり弱者に優しい世界政府を，現行の国家が志向

するだろうか。

トーピン税の議論には やはり， EUの発想があり，すべての国が民主主

義になり，その上で合理的な選択をするという前提がある O しかし世界は民

主主義の国ばかりでなく，むしろ多くの国々に対しては，どう民主化を促す

かという議論が必要である O また格差は大きく，民主化は一向に促されない。

さらには，民主国が必ずしも，合理的な判断をしない。

私は， b項で東アジアの議論をし，それが世界の縮図であるとしたが，こ

こC項では，まさに世界の議論をしている O そして，そこで前項と同じ結論

を得る。私たちは国家間の交渉による解決策に期待できない。それを可能に

するためには，全世界の国々に強制する世界政府が必要で、ある O

かくして，世界政府ができないからトービン税を導入したのに， トーピン

税を導入するには，世界政府が必要だという議論が出て来る O 議論は一巡し，

あとは堂々巡りであるo

私の結論を述べる前に，もう少し， トーピン税のその後の議論を確認する

必要があるだろう O すでに様々な改良案が出ている O シュパ}ンは，二段階

理論を提案する。最初は税率を低くして， トーピン税を導入し通貨価値の

変動が大きくなったら，さらに課税する， というものである (Spahn)0これ

に対しては，確かにそうすることで， ト}ピン税を導入しやすくなるかもし

れないが， しかし根本的に解決する訳ではないと思う O

さらに理想主義的な改良案も出ている Oフロート制を止めるべきだという，

デビッドソンの案である O しかしこれはその理想主義のために，一層実現が

困難になっていると思う (Davidson)， (小原)， (橋本)。

橋本努は，五段階理論を提案する(橋本}。これはまず低い税率のトービ

ン税を導入し次第に税率を上げて行き，その聞にトービン税を忌避する傾

向に対して対策を講じつつ，第四段階で，様々な企業貨幣の自生を促すとい

うものである O 第四段階で，私の提案するような複合貨幣を含めて，様々な

貨幣の自生を促し 世界的に流通する多数の貨幣が競合する状態を想定して

いる O そのイメージは私のものと近い。
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私の橋本に対する批判は次の通りである。最初の三段階は，低い税率のトー

ピン税の導入を主張するが， しかしそれでは，国家主体のトーピン税の導入

が可能かという先の問題は解決しない。ここでも実現は無理というべきであ

るO またさらにその先に第五段階として，世界貨幣に基づく世界政府を構想

しそれを「グローバルな民主主義Jと呼ぶが しかじここでもやはり，世

界のすべての国々が民主化するということが前提になっていると思われる O

私は，ローカル，ナショナル， トランスナショナルという三段階を明確に

し， トランスナショナルなネットワークの主体は企業や地方政府などのロー

カルであること，それはネットワークとしてのみ存在すること，またその際

にナショナルの役割はなくならないことを確認したい。また，ナショナルな

レベルで民主化が進んで トランスナショナルな組織ができるという順番で

は決してないが，前節で確認したように， しかしある程度の国が，ある程度

民主化し，その上で民主化していない国も中に入れてネットワ}クを作り，

そのネットワークがすべての国の民主化を促すという順番であることも確認

したい。

私たちはすでに，複合貨幣を管理する組織の設立について触れている O そ

の組織の運営費として トーピン税に相当するものを課してみたい。それは

企業貨幣と国家賃幣との聞に課すものではない。それは，貨幣の自生を促す

意味でマイナスであるし，課す意味がない。しかしいくつかの国家通貨を

またがる交換においては そこに手数料という形で，ある程度のコストを掛

けても，複合貨幣を使うことによって，為替レートの変動の幅が少なく，リ

スクが少ないので，民間企業がこれを使うメリットは大きい。その際に，組

織を運営するには 費用が掛かるのだから その運営費を賄うための手数料

という名目で， トーピン税に相当するものを，それはトーピン自身の言葉を

借りれば， 10.25%を超えず， 0.1%くらいJ(Tobin 1996 p.xvii)の手数料を取

るO 為替リスクを減らすためにトービン税を導入するのではなく，すでに為

替リスクを減らすために導入された複合貨幣システムに， トービン税に相当

するものを導入するというのが私のアイデアである O それは最初は税ではな

く，組織を運営するための手数料にすぎない。
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しかも重要なのは，そこでの運営主体は，国家ではないということである O

運営主体は，民間企業や地方政府などのローカルな諸集団であり，彼らが

国家の金融政策に従って，為替をするよりも，自らが作った複合貨幣制度を

利用した方が，便利でかつ危険が少ないと判断したときに，その制度の安定

化のために，組織を作る必要が出て来て，そしてその組織の運営のために手

数料を取るということである O 銀行では外国為替の手数料を取るが，それと

同じである O

国家がある程度民主化し，その中で諸集団の自由な活動を肯定することが

必要だが，その民主化はしかしある程度で十分で、あり， EU諸国ほどに十分

に民主化した諸国家が国家間で交渉してトランスナショナルな組織を作るこ

とに合意するという手順がここで求められていない。あくまで国家の役割は，

その中で諸集団を育てるということに留まり，あとはそうして育てられた

その諸集団が，十分トランスナショナルな組織を作り得るだろう O

そしてその組織が，単に国家を超えて大きくなるだけでなく，アジア政府，

さらには世界政府になれば，その手数料が，事実上のトービン税になる可能

性はある。ただし税ではなく，あくまでも手数料である O しかしその手数料

をもとに，その組織は発展し，徴収した手数料で，各国への所得の再分配を

行い，環境問題などの世界規模の問題解決に充てることができる O それがひ

とつのネットワーク世界政府である O

建設注

1 ) 国土交通省は， 2007年に，アジア各国の交通機関や庖舗で， ICカード乗

車券を相互利用できるようにするための検討委員会を設置した。技術的な困

難があるが，それを超えるメリットがあるかどうか，議論されているD

2) ここで高安秀樹の議論を使った(高安 7章)。またこの議論から，数式上は，

企業や地方政府主体の複合貨幣と，アジア諸国間の通貨バスケットとが同じ

ものであることが分かる O しかし運営主体や実現のための道筋の点で，両者

は根本的に異なる。

3) 3-2-1，及び3-3-1bの議論を思い出して欲しい。
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4) トーピン税の議論として，入手しやすいものとして， (Patomaki)と， トー

ピン自身の書いたプロローグを含む (Haqet.aI)を挙げる。
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後書き

本書に収めた既出の論文は以下の通り。それらはすべて分解して，本書の

中に入れた。とりわけ， 2004年から 2006年のものは，あとから考えれば，

間違っていると思われるものもあり，考察が不十分なものもあり，一旦全部

ばらして，書き直し，本書の各節に入れた。 2008年以降のものについては，

それほど大きな変更はない。

これは学会発表したものも同じである o 2006年までのものは，試行錯誤

している段階のもので，学会で発表し，参加者と議論している中で，段々と

整理されていった。 2007年以降のものは そのままの内容で，本書に収め

ることができた。

また，学会発表は，本書を完成させる上で，随分と参考になった。むしろ

論文よりも，直接的にその場の反応があるので，ありがたい。それぞれの学

会の会員，参加者には，感謝申し上げたい。とりわけ，ボン大学の関係者，

国際複雑系学会 (ICCS)，及び国際システム科学学会 (ISSS)の会員には，特

に活発な議論をしてもらった。感謝したい。
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後書き

2008 rロック所有論の射程Jr政経論叢jVo1.76， Noふ6，2008 

2009a rヘーゲ、ルの所有論(上)J r政経論叢jVo1.77， Noふ4，2009 

2009b rヘーゲルの所有論(下)J r政経論叢jVo1.77， Noふ6，2009 

2009c r私の論点 9. ヘーゲルの所有論Jrヘーゲル論理学研究jVol.15，2009 

2010 rカント平和論vs.ヘーゲル戦争論Jr政経論叢jVo1.78， No.3.4， 2010 

警警学会発表

2003.8.29“Social Percola世on，Small World Network and Lotka Volterra Equations" ， 

American Political Science Association (APSA) Philadelphia 

2004.5.17“'An Application of Percolation Theory to Political Science¥International 

Conference on Complex Systems (ICCS)， Boston 

2004.7.26 "An Application of Percolation Theory to Social Science" 

Interdisziplinares Zen仕um白rkomplexe Systeme， Bonn 

2005.5.18“Social Percolation in the Relations between Activists and Supporters" ， 

Understanding Complex Systems Symposium， Illinois 

2005.6.24“Mathematical Model of Conflict with Non Annihilating MuIti-

Opponents" (K.M.Mahbubush Salamとの共同研究)US-J apan J oint Conference 

on Mathematical Sociology，札幌

2005.10.2 r思想の伝播」日本政治学会東京

2006.6.26 "Conf1ict and Cooperation" (K.M.Mahbubush Salamとの共同研究)， 

ICCS， Boston 

2006.6.27“Simulation of Kant in Perpetual Peace" (K.M.Mahbubush Salamとの共

同研究)， ICCS， Boston 

2006.7.9“Inequality according to Power Laws" (浅井亮子との共同研究)日本政治

学会博多

2007.7.28 rロックとカント哲学の成立ーその所有論と認識論o_J社会理論学会，

東京

2007.8.8“Hobbes and Hume with Mathematical Models"， The International 

Society for the Systems Sciences (ISSS)東京

2007.8.30 "Simulation of Kant in P目下etualPeace" ， APSA， Chicago 
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2007.10.30“Politica1 Participation according to Power Laws" ， ICCS， Boston 

2008.1.13 r所有論の可能性ーヘーゲルのあとさき-J京都ヘーゲル読書会京都

2008.7.16“How would Asian Government emerge through the Electronic Moneys 

of Private Institutions?" ISSS， Madison 

2009.7.13“Democracy makes Peace?τbe Possibi1ity of Systems Thinking" ISSS， 

Brisbane 

本書のとりわけ， 3-3の各章は，最初に英文で発表したものを，日本語に

直した。他の節と，文体が異なるのを恐れている。

また，全体としては，ヘーゲ、ルを中心にまとめている O 京都ヘーゲル読書

会，ヘーゲル論理学研究会 また千田和昭氏の主宰する私的な読書会での議

論は有益だった。あらためて感謝申し上げる O

なお，本書の参考文献に，私の二冊の単著書とふたつの単著論文，及びふ

たつの共著論文を入れた。これらは，本書とは別に，独立の価値を有してい

るO どうぞ本書と併せて，参照してもらえれば幸いで、ある O

最後になるが，本書の刊行に当たって 明治大学社会科学研究所より，出

版助成を受けている O また，御茶の水書房の橋本盛作社長，小堺章夫氏には

お世話になった。感謝申し上げたい。
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